
●市長提出議案案件

報告案件　９件 （和解関係＝９件）

議案案件　２８件

◎　以下の表の右欄「ページ」に「※」を付したものの本文は、議会事務局で閲覧できます。

◎　通常審議分

○　報告案件　９件 頁

1 報告第３８号 専決処分した事件の報告について ※

2 報告第３９号 専決処分した事件の報告について ※

3 報告第４０号 専決処分した事件の報告について ※

4 報告第４１号 専決処分した事件の報告について ※

5 報告第４２号 専決処分した事件の報告について ※

6 報告第４３号 専決処分した事件の報告について ※

7 報告第４４号 専決処分した事件の報告について ※

8 報告第４５号 専決処分した事件の報告について ※

9 報告第４６号 専決処分した事件の報告について ※

頁

10 議案第１５０号 専決処分した事件の報告及び承認について
（平成２８年度都城市一般会計補正予算） ※

○　条例議案　１４件　新旧対照表を参照 頁

議案第１５１号 都城市印鑑登録及び証明に関する条例の一部を改正する条例の制定に
ついて

平成２８年１２月定例会　付議事件一覧

平成２８年１２月１日現在

（承認議案＝１件、条例＝１４件、補正予算＝５件、単行＝８件）

○　承認議案　１件（予算１件）

11 1　マイナンバーカードを利用し、コンビニエンスストア等に設置されている多機能端末
機による印鑑登録証明書交付サービスを実施することに伴い、交付の手続きを定めるた
め、所要の改正を行うもの



議案第１５２号 都城市職員退職手当支給条例の一部を改正する条例の制定について

議案第１５３号 都城市税条例の一部を改正する条例の制定について

議案第１５４号 都城市火災予防条例の一部を改正する条例の制定について

議案第１５５号 都城市防災基本条例の制定について

議案第１５６号 都城市債権管理条例の制定について

議案第１５７号 都城市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定について

議案第１５８号 都城市都市公園条例の一部を改正する条例の制定について

議案第１５９号 都城市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用に関
する条例の一部を改正する条例の制定について

議案第１６０号 都城市避難行動要支援者名簿に関する条例の制定について

議案第１６１号 都城市児童虐待防止等に関する条例の制定について

12 5　雇用保険法の改正により、失業等給付の給付内容等が変更されることに伴い、失業者
の退職手当について、所要の改正を行うもの

13 11　地方税法等の改正に伴い、再生可能エネルギー発電設備等に係る固定資産税等の課税
標準の特例を条例で定めることとされたこと等に対応するため、所要の改正を行うもの

14 21　防火対象物の消防用設備等の状況が法令等の規定に違反する場合において、当該防火
対象物の名称及び所在地並びに違反内容に係る公表を実施するため、所要の改正を行う
もの

15 25　災害が身近な問題であるということを再認識し、市と市民等との役割分担、基本理念
を定め、市民が安心して暮らすことのできる災害に強い地域社会を築くことを目的とし
て、条例を制定するもの

16 35　市の債権管理に関する事務処理の一般的基準等を定め、全庁的な債権管理の適正化を
図るため、条例を制定するもの

17 41　外国人等の国際運輸業に係る所得に対する相互主義による所得税等の非課税に関する
法律の改正に伴い、特例適用利子等に係る保険税の課税の特例等が定められたことに対
応するため、所要の改正を行うもの

18 45　早水公園体育文化センター弓道場の建て替えに伴い、施設の使用料を設定する等のた
め、所要の改正を行うもの

19 55
　マイナンバーを独自利用する事務について、必要とする情報の見直しに伴い、所要の
改正を行うもの

20 59　災害対策基本法に基づき、避難行動要支援者名簿の作成及び避難支援等関係者への情
報提供について必要な事項を定めるため、条例を制定するもの

21 65　児童虐待の防止に係る基本理念を定め、市、保護者、市民、関係機関等の責務を明ら
かにするとともに、虐待の防止、早期発見のための連携体制等の基本事項を定め、もっ
て児童の権利利益の擁護に資することなどを目的として、条例を制定するもの



議案第１６２号 都城市し尿処理施設条例の一部を改正する条例の制定について

議案第１６３号 都城市営住宅条例等の一部を改正する条例の制定について

議案第１６４号 都城市水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例の制定に
ついて

○　予算議案　５件 頁

25 議案第１６５号 平成２８年度都城市一般会計補正予算（第４号） ※

26 議案第１６６号 平成２８年度都城市国民健康保険特別会計補正予算（第２号） ※

27 議案第１６７号 平成２８年度都城市工業用地造成事業特別会計補正予算（第１号） ※

28 議案第１６８号 平成２８年度都城市介護保険特別会計補正予算（第３号） ※

29 議案第１６９号 平成２８年度都城市水道事業会計補正予算（第１号） ※

○　単行議案　８件 頁

議案第１７０号 財産の取得について

議案第１７１号 公の施設の指定管理者の指定について

議案第１７２号 公の施設の指定管理者の指定について

22 71　都城市つま浄苑の用途を廃止するとともに、文言の整備をするため、所要の改正を行
うもの

23 75　市営住宅、単独住宅、特定公共賃貸住宅及び山村定住みやざきの家について、指定管
理者による管理運営等を導入する等のため、所要の改正を行うもの

24 93　下水道事業及び農業集落排水事業を地方公営企業法の規定の全てを適用する事業とす
るため、所要の改正を行うもの

30 105　電動式集密書架一式の取得について、先般行った指名競争入札の結果、大和エコシス
株式会社が、１億７４３万８千４百円（税込み）で落札したので、同社との契約の締結
について議会の議決を求めるもの

31 109　都城市高城養護老人ホーム友愛園の指定管理者を議案のとおり指定することについ
て、議会の議決を求めるもの

32 123　都城市山之口運動公園及び都城市山之口佐土原市民広場の指定管理者を議案のとおり
指定することについて、議会の議決を求めるもの



議案第１７３号 公の施設の指定管理者の指定について

議案第１７４号 財産の取得について

議案第１７５号 公の施設の指定管理者の指定について

36 議案第１７６号 都城市公平委員会委員の選任につき議会の同意を求めることについて ※

37 議案第１７７号 都城市教育委員会委員の任命につき議会の同意を求めることについて ※

35 199　都城市立図書館の指定管理者を議案のとおり指定することについて、議会の議決を求
めるもの

33 149
　都城市高崎総合公園及び都城市高崎大牟田地区体育館の指定管理者を議案のとおり指
定することについて、議会の議決を求めるもの

34 165　都城市立図書館の備品等の取得について、随意契約により、コクヨマーケティング株
式会社を契約の金額３億４千８０７万６千５４８円（税込み）で契約の相手方と決定し
たので、同社との契約の締結について議会の議決を求めるもの



平成２８年第５回都城市議会定例会（１２月）

（報告第３８号～第４６号、議案第１５０号～第１７３号）



  

議案第１５１号 

 

 

   都城市印鑑登録及び証明に関する条例の一部を改正する条例の制定に

ついて 

 

 

 都城市印鑑登録及び証明に関する条例の一部を改正する条例を別紙のとおり制定

する。 

 

 

   平成２８年１２月１日提出 

 

                   都城市長 池 田 宜 永 
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都城市印鑑登録及び証明に関する条例の一部を改正する条例 

都城市印鑑登録及び証明に関する条例（平成18年条例第31号）の一部を次のよう

に改正する。 

第６条第２項中「第２条第４号」を「第２条第５号」に改める。 

第20条を第21条とし、第16条から第19条までを１条ずつ繰り下げ、第15条の次に

次の１条を加える。 

（多機能端末機による印鑑登録証明書の交付申請等） 

第１６条 第14条及び前条第１項の規定にかかわらず、印鑑登録者は、多機能端末

機（本市の電子計算組織と電気通信回線により接続された民間事業者が設置する

端末機で、証明書を発行する機能を有するものをいう。）で、行政手続における

特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（平成25年法律第27号）

第２条第７項に規定する個人番号カード（電子署名等に係る地方公共団体情報シ

ステム機構の認証業務に関する法律（平成14年法律第153号）第22条第１項に規定

する利用者証明用電子証明書が記録されたものに限る。）を使用して、印鑑登録

証明書の交付を申請し、その交付を受けることができる。 

附 則 

この条例は、平成29年４月12日から施行する。 

 

3



 

4



  

議案第１５２号 

 

 

   都城市職員退職手当支給条例の一部を改正する条例の制定について 

 

 

 都城市職員退職手当支給条例の一部を改正する条例を別紙のとおり制定する。 

 

 

   平成２８年１２月１日提出 

 

                   都城市長 池 田 宜 永 
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都城市職員退職手当支給条例の一部を改正する条例 

都城市職員退職手当支給条例（平成18年条例第59号）の一部を次のように改正す

る。 

第10条第２項中「４箇月」を「４月」に改め、同条第５項中「、その者が退職の

際勤務していた当該地方公共団体の事務を同法第５条第１項に規定する適用事業と

」を削り、「高年齢継続被保険者」を「高年齢被保険者」に改め、同項第２号中「

第37条の４第３項前段」を「第37条の４第３項」に改め、同条第６項中「、その者

が退職の際勤務していた当該地方公共団体の事務を同法第５条第１項に規定する適

用事業と」を削り、「高年齢継続被保険者」を「高年齢被保険者」に改め、同条第

11項中「又は広域求職活動費」を「又は求職活動支援費」に改め、同項第６号を次

のように改める。 

(6) 求職活動に伴い雇用保険法第59条第１項各号のいずれかに該当する行為をす

る者 同条第２項に規定する求職活動支援費の額に相当する金額 

第10条第15項中「規定は、」の次に「第５項又は第６項の規定による退職手当の

支給を受けることができる者（第５項又は第６項の規定により退職手当の支給を受

けた者であって、当該退職手当の支給に係る退職の日の翌日から起算して１年を経

過していないものを含む。）及び」を加え、「これら」を「第７項又は第８項」に、

「６箇月」を「６月」に改める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成29年１月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 退職職員（退職した都城市職員退職手当支給条例第２条第１項に規定する職員

（同条第２項の規定により職員とみなされる者を含む。）をいう。以下同じ。）

であって、退職職員が退職の際勤務していた当該地方公共団体の事務を雇用保険

法（昭和49年法律第116号）第５条第１項に規定する適用事業とみなしたならば

雇用保険法等の一部を改正する法律（平成28年法律第17号）第２条の規定による

改正前の雇用保険法第６条第１号に掲げる者に該当するものにつき、この条例に

よる改正後の都城市職員退職手当支給条例（以下「新条例」という。）第10条第
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５項又は第６項の勤続期間を計算する場合における都城市職員退職手当支給条例

第７条の規定の適用については、同条第１項中「在職期間」とあるのは「在職期

間（雇用保険法等の一部を改正する法律（平成28年法律第17号）の施行の日（以

下この項及び次項において「雇用保険法改正法施行日」という。）前の在職期間

を有する者にあっては、雇用保険法改正法施行日以後の職員としての引き続いた

在職期間）」と、同条第２項中「月数」とあるのは「月数（雇用保険法改正法施

行日前の在職期間を有する者にあっては、雇用保険法改正法施行日の属する月か

ら退職した日の属する月までの月数（退職した日が雇用保険法改正法施行日前で

ある場合にあっては、０））」とする。 

３ 新条例第10条第11項（第６号に係る部分に限り、同条第15項において準用する

場合を含む。）の規定は、退職職員であって求職活動に伴いこの条例の施行の日

（以下「施行日」という。）以後に同号に規定する行為（当該行為に関し、この

条例による改正前の都城市職員退職手当支給条例（以下「旧条例」という。）第

10条第11項第６号に掲げる広域求職活動費に相当する退職手当が支給されている

場合における当該行為を除く。）をしたもの（施行日前１年以内に旧条例第10条

第５項又は第６項の規定による退職手当の支給を受けることができる者となった

者であって施行日以後に新条例第10条第５項から第８項までの規定による退職手

当の支給を受けることができる者となっていないものを除く。）について適用し、

退職職員であって施行日前に公共職業安定所の紹介により広範囲の地域にわたる

求職活動をしたものに対する広域求職活動費に相当する退職手当の支給について

は、なお従前の例による。 

４ 新条例第10条第15項において準用する同条第11項（第４号に係る部分に限る。

）の規定は、退職職員であって施行日以後に職業に就いたものについて適用し、

退職職員であって施行日前に職業に就いたものに対する都城市職員退職手当支給

条例第10条第11項第４号に掲げる就業促進手当に相当する退職手当の支給につい

ては、なお従前の例による。 

５ 施行日前に旧条例第10条第５項又は第６項の規定による退職手当の支給を受け

ることができる者となった者（施行日以後に新条例第10条第５項から第８項まで

の規定による退職手当の支給を受けることができる者となった者を除く。）に対
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する都城市職員退職手当支給条例第10条第11項第５号に掲げる移転費に相当する

退職手当の支給については、なお従前の例による。 
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議案第１５３号 

 

 

   都城市税条例の一部を改正する条例の制定について 

 

 

 都城市税条例の一部を改正する条例を別紙のとおり制定する。 

 

 

   平成２８年１２月１日提出 

 

                   都城市長 池 田 宜 永 
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都城市税条例の一部を改正する条例 

都城市税条例（平成18年条例第99号）の一部を次のように改正する。 

第10条第３項第１号中「第９条第２項第２号」を「前条第２項第２号」に改める。 

第51条第１項第７号中「特定非営利活動促進法」の次に「（平成10年法律第７号

）」を加える。 

第71条第２項第５号中「第１項第３号」を「前項第３号」に改める。 

第90条第３項中「第89条第２項各号」を「前条第２項各号」に改める。 

第152条中「地方税法（昭和25年法律第226号。以下「法」という。）」を「法」

に改める。 

第153条第１項中「（昭和43年法律第100号）」を削る。 

附則第10条の２第１項中「市町村の」を削り、「３分の１」を「、３分の１」に

改め、同条第２項及び第３項中「市町村の」を削り、「２分の１」を「、２分の１

」に改め、同条第４項中「市町村の」を削り、「４分の３」を「、４分の３」に改

め、同条第５項中「市町村の」を削り、「３分の２」を「、３分の２」に改め、同

条第６項中「市町村の」を削り、「５分の３」を「、５分の３」に、「２分の１」

を「、２分の１」に改め、同条第12項中「市町村の」を削り、「３分の２」を「、

３分の２」に改め、同項を同条第19項とし、同項の前に次の１項を加える。 

18 法附則第15条第42項に規定する条例で定める割合は、５分の４とする。 

附則第10条の２第11項中「市町村の」を削り、「４分の３」を「、４分の３」に

改め、同項を同条第17項とし、同条第10項中「市町村の」を削り、「３分の２」を

「、３分の２」に改め、同項を同条第16項とし、同条第９項中「市町村の」を削り、

「３分の２」を「、３分の２」に改め、同項を同条第15項とし、同項の前に次の５

項を加える。 

10 法附則第15条第33項第１号イに規定する設備について同号に規定する条例で定

める割合は、３分の２とする。 

11 法附則第15条第33項第１号ロに規定する設備について同号に規定する条例で定

める割合は、３分の２とする。 

12 法附則第15条第33項第２号イに規定する設備について同号に規定する条例で定

める割合は、２分の１とする。 
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13 法附則第15条第33項第２号ロに規定する設備について同号に規定する条例で定

める割合は、２分の１とする。 

14 法附則第15条第33項第２号ハに規定する設備について同号に規定する条例で定

める割合は、２分の１とする。 

附則第10条の２第８項中「市町村の」を削り、「２分の１」を「、２分の１」に

改め、同項を同条第９項とし、同条第７項中「市町村の」を削り、「２分の１」を

「、２分の１」に改め、同項を同条第８項とし、同条第６項の次に次の１項を加え

る。 

７ 法附則第15条第29項に規定する条例で定める割合は、２分の１とする。 

附則第13条の２を削る。 

附則第20条の２第１項中「同法」を「租税条約等実施特例法」に改め、同条第２

項第１号中「附則第20条の２第１項」を「附則第20条の３第１項」に改め、同項第

２号中「、附則第７条第１項、附則第７条の３第１項及び附則第７条の３の２第１

項」を「並びに附則第７条第１項、第７条の３第１項及び第７条の３の２第１項」

に、「附則第20条の２第１項」を「附則第20条の３第１項」に改め、同項第３号中

「附則第20条の２第１項」を「附則第20条の３第１項」に、「租税条約等実施特例

法」を「租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関す

る法律（昭和44年法律第46号）」に、「特定給付補てん金等に係る雑所得等の金額

」を「特定給付補 金等に係る雑所得等の金額」に改め、同項第４号中「附則第20

条の２第１項」を「附則第20条の３第１項」に改め、同条第３項中「第33条及び」

を「同条及び」に、「同法」を「租税条約等実施特例法」に改め、同条第５項第１

号中「附則第20条の２第３項」を「附則第20条の３第３項後段」に改め、同項第２

号中「、附則第７条第１項、附則第７条の３第１項及び附則第７条の３の２第１項

」を「並びに附則第７条第１項、第７条の３第１項及び第７条の３の２第１項」に、

「附則第20条の２第３項」を「附則第20条の３第３項後段」に改め、「、第34条の

９第１項中「第33条第４項」とあるのは「附則第20条の２第４項」と」を削り、同

項第３号中「附則第20条の２第３項」を「附則第20条の３第３項後段」に、「租税

条約等実施特例法」を「租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法

の特例等に関する法律（昭和44年法律第46号）」に、「又は配当所得」を「若しく
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は配当所得」に改め、同項第４号中「附則第20条の２第３項」を「附則第20条の３

第３項後段」に改め、同条第６項中「附則第20条の２第３項」を「附則第20条の３

第３項前段」に改め、同条を附則第20条の３とする。 

附則第20条の次に次の１条を加える。 

（特例適用利子等及び特例適用配当等に係る個人の市民税の課税の特例） 

第２０条の２ 所得割の納税義務者が支払を受けるべき外国居住者等の所得に対す

る相互主義による所得税等の非課税等に関する法律（昭和37年法律第144号。以

下「外国居住者等所得相互免除法」という。）第８条第２項に規定する特例適用

利子等、外国居住者等所得相互免除法第12条第５項に規定する特例適用利子等又

は外国居住者等所得相互免除法第16条第２項に規定する特例適用利子等について

は、第33条及び第34条の３の規定にかかわらず、他の所得と区分し、その前年中

の外国居住者等所得相互免除法第８条第２項（外国居住者等所得相互免除法第12

条第５項及び第16条第２項において準用する場合を含む。）に規定する特例適用

利子等の額（以下この項において「特例適用利子等の額」という。）に対し、特

例適用利子等の額（次項第１号の規定により読み替えられた第34条の２の規定の

適用がある場合には、その適用後の金額）に100分の３の税率を乗じて計算した

金額に相当する市民税の所得割を課する。 

２ 前項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。 

(1) 第34条の２の規定の適用については、同条中「総所得金額」とあるのは、「

総所得金額、附則第20条の２第１項に規定する特例適用利子等の額」とする。 

(2) 第34条の６から第34条の８まで、第34条の９第１項並びに附則第７条第１項、

第７条の３第１項及び第７条の３の２第１項の規定の適用については、第34条

の６中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第20条の２第１項の規

定による市民税の所得割の額」と、第34条の７第１項前段、第34条の８、第34

条の９第１項並びに附則第７条第１項、第７条の３第１項及び第７条の３の２

第１項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第20条の２第１項

の規定による市民税の所得割の額」と、第34条の７第１項後段中「所得割の額

」とあるのは「所得割の額及び附則第20条の２第１項の規定による市民税の所

得割の額の合計額」とする。 
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(3) 第35条の規定の適用については、同条中「又は山林所得金額」とあるのは「

若しくは山林所得金額又は附則第20条の２第１項に規定する特例適用利子等の

額」と、「若しくは山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額若しく

は外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法

律（昭和37年法律第144号）第７条第10項（同法第11条第８項及び第15条第14

項において準用する場合を含む。）に規定する特定対象利子に係る利子所得の

金額、同法第７条第12項（同法第11条第９項及び第15条第15項において準用す

る場合を含む。）に規定する特定対象収益分配に係る配当所得の金額、同法第

７条第16項（同法第11条第11項及び第15条第17項において準用する場合を含む。

）に規定する特定対象懸賞金等に係る一時所得の金額若しくは同法第７条第18

項（同法第11条第12項及び第15条第18項において準用する場合を含む。）に規

定する特定対象給付補 金等に係る雑所得等の金額」とする。 

(4) 附則第５条の規定の適用については、同条第１項中「山林所得金額」とある

のは「山林所得金額並びに附則第20条の２第１項に規定する特例適用利子等の

額」と、同条第２項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第20

条の２第１項の規定による市民税の所得割の額」とする。 

３ 所得割の納税義務者が支払を受けるべき外国居住者等所得相互免除法第８条第

４項に規定する特例適用配当等、外国居住者等所得相互免除法第12条第６項に規

定する特例適用配当等又は外国居住者等所得相互免除法第16条第３項に規定する

特例適用配当等（次項において「特例適用配当等」という。）については、第33

条第３項及び第４項の規定は適用しない。この場合において、当該特例適用配当

等については、同条及び第34条の３の規定にかかわらず、他の所得と区分し、そ

の前年中の外国居住者等所得相互免除法第８条第４項（外国居住者等所得相互免

除法第12条第６項及び第16条第３項において準用する場合を含む。）に規定する

特例適用配当等の額（以下この項において「特例適用配当等の額」という。）に

対し、特例適用配当等の額（第５項第１号の規定により読み替えられた第34条の

２の規定の適用がある場合には、その適用後の金額）に100分の３の税率を乗じ

て計算した金額に相当する市民税の所得割を課する。 

４ 前項後段の規定は、特例適用配当等に係る所得が生じた年の翌年の４月１日の
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属する年度分の第36条の２第１項の規定による申告書（その提出期限までに提出

されたもの及びその提出期限後において市民税の納税通知書が送達される時まで

に提出されたものに限り、その時までに提出された第36条の３第１項に規定する

確定申告書を含む。）に前項後段の規定の適用を受けようとする旨の記載がある

とき（これらの申告書にその記載がないことについてやむを得ない理由があると

市長が認めるときを含む。）に限り、適用する。 

５ 第３項後段の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。 

(1) 第34条の２の規定の適用については、同条中「総所得金額」とあるのは、「

総所得金額、附則第20条の２第３項後段に規定する特例適用配当等の額」とす

る。 

(2) 第34条の６から第34条の８まで、第34条の９第１項並びに附則第７条第１項、

第７条の３第１項及び第７条の３の２第１項の規定の適用については、第34条

の６中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第20条の２第３項後段

の規定による市民税の所得割の額」と、第34条の７第１項前段、第34条の８、

第34条の９第１項並びに附則第７条第１項、第７条の３第１項及び第７条の３

の２第１項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第20条の２第

３項後段の規定による市民税の所得割の額」と、第34条の７第１項後段中「所

得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第20条の２第３項後段の規定によ

る市民税の所得割の額の合計額」とする。 

(3) 第35条の規定の適用については、同条中「又は山林所得金額」とあるのは「

若しくは山林所得金額又は附則第20条の２第３項後段に規定する特例適用配当

等の額」と、「若しくは山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額若

しくは外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関す

る法律（昭和37年法律第144号）第７条第14項（同法第11条第10項及び第15条

第16項において準用する場合を含む。）に規定する申告不要特定対象配当等に

係る利子所得の金額若しくは配当所得の金額」とする。 

(4) 附則第５条の規定の適用については、同条第１項中「山林所得金額」とある

のは「山林所得金額並びに附則第20条の２第３項後段に規定する特例適用配当

等の額」と、同条第２項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則

17



第20条の２第３項後段の規定による市民税の所得割の額」とする。 

   附 則 

 （施行期日） 

第１条 この条例は、平成29年１月１日から施行する。 

 （固定資産税等に関する経過措置） 

第２条 改正後の都城市税条例（以下「新条例」という。）附則第10条の２第７項

の規定は、平成28年４月１日以後に新たに取得され、又は改良される地方税法（

昭和25年法律第226号。以下「法」という。）附則第15条第29項に規定する償却

資産に対して課する平成29年度以後の年度分の固定資産税について適用する。 

２ 新条例附則第10条の２第10項の規定は、平成28年４月１日以後に新たに取得さ

れる法附則第15条第33項第１号イに規定する設備に対して課する平成29年度以後

の年度分の固定資産税について適用する。 

３ 新条例附則第10条の２第11項の規定は、平成28年４月１日以後に新たに取得さ

れる法附則第15条第33項第１号ロに規定する設備に対して課する平成29年度以後

の年度分の固定資産税について適用する。 

４ 新条例附則第10条の２第12項の規定は、平成28年４月１日以後に新たに取得さ

れる法附則第15条第33項第２号イに規定する設備に対して課する平成29年度以後

の年度分の固定資産税について適用する。 

５ 新条例附則第10条の２第13項の規定は、平成28年４月１日以後に新たに取得さ

れる法附則第15条第33項第２号ロに規定する設備に対して課する平成29年度以後

の年度分の固定資産税について適用する。 

６ 新条例附則第10条の２第14項の規定は、平成28年４月１日以後に新たに取得さ

れる法附則第15条第33項第２号ハに規定する設備に対して課する平成29年度以後

の年度分の固定資産税について適用する。 

７ 新条例附則第10条の２第18項の規定は、平成28年４月１日以後に新たに取得さ

れる法附則第15条第42項に規定する家屋及び償却資産に対して課する平成29年度

以後の年度分の固定資産税又は都市計画税について適用する。 

 （市民税に関する経過措置） 

第３条 新条例附則第20条の２の規定は、この条例の施行の日以後に支払を受ける
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べき外国居住者等所得相互免除法第８条第２項に規定する特例適用利子等、外国

居住者等所得相互免除法第12条第５項に規定する特例適用利子等若しくは外国居

住者等所得相互免除法第16条第２項に規定する特例適用利子等又は外国居住者等

所得相互免除法第８条第４項に規定する特例適用配当等、外国居住者等所得相互

免除法第12条第６項に規定する特例適用配当等若しくは外国居住者等所得相互免

除法第16条第３項に規定する特例適用配当等に係る個人の市民税について適用す

る。 
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議案第１５４号 

 

 

   都城市火災予防条例の一部を改正する条例の制定について 

 

 

 都城市火災予防条例の一部を改正する条例を別紙のとおり制定する。 

 

 

   平成２８年１２月１日提出 

 

                   都城市長 池 田 宜 永 
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都城市火災予防条例の一部を改正する条例 

都城市火災予防条例（平成18年条例第260号）の一部を次のように改正する。 

第３条第１項第１号中「次の各号に」を「次に」に改め、同項第15号中「ふた」

を「蓋」に改める。 

第18条第１項第１号中「次の各号に」を「次に」に改める。 

第26条の見出し並びに同条第１項及び第２項中「がん具」を「玩具」に改め、同

条第３項中「がん具」を「玩具」に、「ふた」を「蓋」に改める。 

第31条の２中「すべて」を「全て」に改める。 

第31条の４第２項第７号、第31条の５第２項第２号及び第31条の６第２項第７号

中「ふた」を「蓋」に改める。 

第45条の見出し及び同条第１号中「まぎらわしい」を「紛らわしい」に改め、同

条第２号中「がん具」を「玩具」に改める。 

第47条の次に次の１条を加える。 

（防火対象物の消防用設備等の状況の公表） 

第４７条の２ 消防長は、防火対象物を利用しようとする者の防火安全性の判断に

資するため、当該防火対象物の消防用設備等の状況が、法、令若しくはこれらに

基づく命令又はこの条例の規定に違反する場合は、その旨を公表することができ

る。 

２ 消防長は、前項の規定による公表をしようとするときは、当該防火対象物の関

係者にその旨を通知するものとする。 

３ 第１項の規定による公表の対象となる防火対象物及び違反の内容並びに公表の

手続は、規則で定める。 

附則第８条中「第31条の５第１号」を「第31条の５第２項第１号」に改める。 

附則第10条中「すべて」を「全て」に改める。 

附則第14条中「（昭和34年政令第306号）」を削る。 

附 則 

この条例は、平成30年４月１日から施行する。 
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議案第１５５号 

 

 

   都城市防災基本条例の制定について 

 

 

 都城市防災基本条例を別紙のとおり制定する。 

 

 

   平成２８年１２月１日提出 

 

                   都城市長 池 田 宜 永 
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   都城市防災基本条例 

目次 

 前文 

 第１章 総則（第１条－第４条） 

 第２章 自助（第５条・第６条） 

 第３章 共助（第７条－第９条） 

 第４章 公助（第10条－第21条） 

 第５章 他の地方公共団体等への支援（第22条－第24条） 

 第６章 雑則（第25条） 

 附則 

 東日本大震災や熊本地震をはじめとして、これまでに発生してきた幾多の災害は、

多くの生命と財産を一瞬にして奪い、自然が持つ圧倒的な力の大きさと防災の重要

性を私たちに突き付けたところである。 

 過去の災害の経験や教訓を生かし地域特性を踏まえ、あらゆる災害から市民の生

命、身体及び財産を保護するための体制を築くためには、市と市民等の責務と役割

を明らかにするとともに、官民一体による連携の下、災害を未然に防止することは

もとより、減災の理念に基づいた防災対策を講ずることが必要不可欠である。 

 また、広域的な災害が発生した場合には、被災した地方公共団体を他の地方公共

団体が支援する協力体制を構築することが重要である。 

 ここに、災害が身近な問題であると再認識し、市と市民等との適切な役割分担を

図りながら、自助、共助及び公助を基本理念として、市民が安心して暮らすことの

できる災害に強い地域社会を築き上げることを決意し、この条例を制定する。 

   第１章 総則 

 （目的） 

第１条 この条例は、市民の生命、身体及び財産を災害から保護するため、防災対

策に関し、基本理念を定め、市及び市民等の責務を明らかにするとともに、災害

予防、災害応急対策及び災害復旧・復興に関する基本的な事項を定め、防災対策

に係る地域間の連携の強化を図ることにより、防災対策を総合的に推進し、災害

に強い地域社会を構築することを目的とする。 

 （定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めると
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ころによる。 

 (1) 災害 災害対策基本法（昭和36年法律第223号。以下「法」という。）第２

条第１号に規定する災害のうち、暴風、竜巻、豪雨、洪水、崖崩れ、土石流、

噴火、地滑りその他の異常な自然現象により生ずる被害をいう。 

 (2) 防災 災害を未然に防止し、災害が発生した場合における被害の拡大を防ぎ、

及び災害の復旧・復興を図ることをいう。 

 (3) 市民 市内に住所を有する者、市内に通勤し、若しくは通学する者又は市内

に滞在している者をいう。 

 (4) 事業者 市内で事業を営む法人その他の団体及び個人事業者をいう。 

 (5) 自主防災組織 市民が防災活動に取り組むため、隣保協同の精神に基づき自

発的に構成する防災組織をいう。 

 (6) 市民等 市民、事業者及び自主防災組織をいう。 

 (7) 防災関係機関 自衛隊、警察その他防災に関係する機関をいう。 

 (8) 要配慮者 高齢者、障害者、乳幼児その他の特に配慮を要する者をいう。 

 (9) 避難行動要支援者 要配慮者のうち、災害が発生し、又は災害が発生するお

それがある場合に自ら避難することが困難なものであって、その円滑かつ迅速

な避難の確保を図るため特に支援を要するものをいう。 

 (10) 避難所運営委員会 避難者を主体とする避難所運営のための意思決定機関

をいう。 

 (11) ハザードマップ 災害想定区域、避難場所、避難所、避難経路等に関する

情報を示した地図をいう。 

 （基本理念） 

第３条 市、市民等及び防災関係機関は、災害に備える責務があり、自らの安全は

自らが守ることを防災の基本として、それぞれが連携を図りながら災害が発生し

た場合における被害を軽減するために、次に掲げる理念にのっとり、災害対策の

充実及び強化に努めなければならない。 

 (1) 自助の理念 市民等が自己の責任により自らを災害から守ること。 

 (2) 共助の理念 市民等が地域において互いを助け合い、互いを災害から守るこ

と。 

 (3) 公助の理念 市及び防災関係機関が市民等を災害から守るための施策を推進

すること。 
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 （地域防災計画への反映） 

第４条 法第16条第１項の規定により設置する市の防災会議は、地域防災計画に検

討を加える場合は、前条に規定する基本理念を反映させなければならない。 

   第２章 自助 

 （市民の自助） 

第５条 市民は、自助の理念にのっとり、防災対策のため、次に掲げる事項につい

て、常に危機意識を持って自ら災害に備えるよう努めなければならない。 

 (1) 自らが所有し、又は使用する建築物その他の工作物の耐震性及び耐火性の確

保  

 (2) 家具の転倒防止 

 (3) 出火の防止及び初期消火に必要な用具の準備 

 (4) 食料、飲料水、医薬品等の確保 

 (5) ハザードマップ等による避難場所及び避難所の位置並びに避難の経路及び方

法の確認 

 (6) 家族間の連絡方法の確認 

 (7) 防災対策に関する知識の習得及び情報の収集 

 (8) 前各号に掲げるもののほか、日常の防災対策に関し必要な事項 

 （事業者の自助） 

第６条 事業者は、社会的責任を自覚し、自助の理念にのっとり、災害が発生した

ときに備え、従業員、事業所に来所する者の防災対策のため、あらかじめ次に掲

げる事項について対策を講ずるよう努めなければならない。 

 (1) 事業を継続し、又は早期に復旧・復興するための計画の策定 

 (2) 管理する建築物その他の工作物の耐震性及び耐火性の確保 

 (3) 従業員に対する防災訓練及び研修の実施 

 (4) 応急的な措置に必要な資材の確保及び機材の整備 

 (5) 食料、飲料水、医薬品等の確保 

 (6) ハザードマップ等による避難場所及び避難所の位置並びに避難の経路及び方

法の確認 

 (7) 前各号に掲げるもののほか、日常の防災対策に関し必要な事項 

   第３章 共助 
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 （市民の共助） 

第７条 市民は、地域社会の一員としての責任を自覚し、共助の理念にのっとり、

市が実施する防災対策に関する事業に協力するよう努めるとともに、災害から生

命、身体及び財産を守るため、自主防災組織の活動に積極的に参加するよう努め

なければならない。 

 （事業者の共助） 

第８条 事業者は、地域社会の一員としての責任を自覚し、共助の理念にのっとり、

市民との連携による防災活動に協力し、及び参加するよう努めなければならない。 

２ 事業者は、事業所が所在する地域の防災活動に協力するよう努めなければなら

ない。 

３ 事業者は、市及び防災関係機関が実施する防災対策の円滑な推進に協力するよ

う努めなければならない。 

４ 事業者は、災害発生時及び復旧・復興時においては、積極的に応急対策及び復

旧・復興対策に協力するよう努めなければならない。 

 （自主防災組織の共助） 

第９条 自主防災組織は、共助の理念にのっとり、消防団、事業者等と協力し、市

民の安全確保に努めなければならない。 

２ 自主防災組織は、災害に備え、その構成員の役割分担をあらかじめ定め、その

活動に必要な防災資機材を整備するとともに、初期消火訓練、避難訓練その他の

地域における防災活動を実施するよう努めなければならない。 

   第４章 公助 

 （市の責務） 

第１０条 市は、公助の理念にのっとり、災害から市民の生命、身体及び財産を守

り、その安全を確保するため、市民等及び防災関係機関と協働して災害予防、災

害応急対策及び災害復旧・復興に関する必要な施策を推進しなければならない。 

 （防災知識の普及及び防災訓練等の実施） 

第１１条 市は、市民等の防災意識の高揚及び啓発に努めなければならない。 

２ 市は、防災訓練、講習会等を積極的に行い、防災に関する知識の普及に努めな

ければならない。 

３ 市は、防災に関する市民等の理解を深め、防災活動を支える人材を育成するた

め、学校教育及び社会教育を通じて防災に関する知識及び避難行動を習得する教
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育の充実に努めなければならない。 

（自主防災組織への支援及び防災活動の啓発） 

第１２条 市は、自主防災組織の活動の促進を図るため、自主防災組織に対して必

要な研修を行い、並びにその活動を担う人材の育成及び確保について必要な支援

を行うよう努めるとともに、市民の自主的な防災活動の推進に資する啓発に努め

なければならない。 

 （要配慮者への支援） 

第１３条 市は、要配慮者の避難の支援が円滑に行われるよう、自主防災組織及び

防災関係機関と連携し、あらかじめ必要な体制の整備に努めなければならない。 

 （物資の備蓄） 

第１４条 市は、災害の発生に備え、必要な物資を計画的に備蓄しなければならな

い。 

 （情報の提供） 

第１５条 市は、災害の発生に備え、災害に関する情報、避難場所、避難経路その

他円滑な避難のために必要な情報を市民等に対し提供しなければならない。 

２ 市は、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合は、気象に関する情報そ

の他の必要な情報を速やかに把握するとともに、市民等が当該情報を収集するこ

とができるよう必要な措置を講じなければならない。 

 （災害応急対策の実施体制の確立） 

第１６条 市は、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合は、法第23条の２

の規定により設置する災害対策本部を中心とした災害応急対策を実施するための

体制を確立しなければならない。 

 （ボランティアとの連携） 

第１７条 市は、災害が発生した場合におけるボランティアによる被災者への支援

活動の円滑な実施を確保するため、防災に必要な物資の提供その他の必要な支援

及びボランティアを受け入れるための体制の整備に努めなければならない。 

２ 市は、ボランティア活動を推進するため、ボランティアコーディネーターの養

成その他の支援を行うよう努めなければならない。 

 （応急医療体制の整備） 

第１８条 市は、災害の発生に備えて医療の提供体制を整備するものとし、災害が

発生した場合には、市民等及び医療機関と連携協力して、負傷し、又は疾病にか
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かった者の救護を行わなければならない。 

 （避難所の開設及び運営） 

第１９条 市は、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、必要が

あると認めるときは、速やかに避難所を開設し、その運営を行わなければならな

い。 

２ 市は、大規模災害により避難所生活が長期化することが予想される場合には、

避難所運営委員会の設置及び運営の支援を行わなければならない。 

３ 市は、要配慮者の避難所における生活の確保のため、社会福祉施設等を福祉避

難所としてあらかじめ指定するものとする。 

４ 避難所に避難した者は、避難所の円滑な運営に協力するよう努めなければなら

ない。 

 （施設又は設備の復旧要請） 

第２０条 市は、災害により電気、通信、交通その他の市民の生命又は日常生活の

維持に必要な施設又は設備が破損した場合は、当該施設又は設備を管理する事業

者に対し、その速やかな復旧を要請するとともに、当該施設又は設備に係る情報

提供を的確かつ迅速に行うよう求めるものとする。 

 （災害復旧・復興の推進） 

第２１条 市は、災害により甚大な被害が発生した場合は、市民生活の早期の再建

を図り、及び都市機能の回復に資するため、速やかに災害復旧・復興を実施する

ための体制を確立するとともに、国、県、他の地方公共団体等との連携を確保し、

これに取り組まなければならない。 

   第５章 他の地方公共団体等への支援 

 （他の地方公共団体への支援） 

第２２条 市は、災害により甚大な被害が発生した他の地方公共団体に対し、災害

応急対策又は災害復旧に関する支援を行うよう努めるものとする。 

 （災害応急対策等の活動を行う機関等への支援） 

第２３条 市は、災害により他の地方公共団体に被害が発生した場合において、本

市を拠点として当該地方公共団体における災害応急対策又は災害復旧に関する活

動を行う機関又は団体に対し、市の施設の提供その他の当該活動を円滑に行うた

めに必要な支援を行うよう努めるものとする。 
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 （後方支援拠点都市づくり） 

第２４条 市は、南海トラフ巨大地震等の大規模災害を想定し、市が後方支援拠点

として有する地理的特性をもって、平時から宮崎県南部地域の市町と連携して防

災・減災対策の各種施策に関する取組を推進するよう努めるものとする。 

   第６章 雑則 

 （委任） 

第２５条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市

長が別に定める。 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 
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議案第１５６号 

 

 

   都城市債権管理条例の制定について 

 

 

 都城市債権管理条例を別紙のとおり制定する。 

 

 

   平成２８年１２月１日提出 

 

                   都城市長 池 田 宜 永 
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   都城市債権管理条例 

 （目的） 

第１条 この条例は、市の債権の管理に関する事務の処理について一般的基準その

他必要な事項を定めることにより、市の債権管理の適正を期することを目的とす

る。 

 （定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めると

ころによる。 

 (1) 市の債権 金銭の給付を目的とする市の権利をいう。 

 (2) 公債権 市の債権のうち、消滅時効が完成した場合に時効の援用を要するこ

となく消滅する債権をいう。 

 (3) 強制徴収公債権 公債権のうち、地方税法（昭和25年法律第226号）の規定

に基づく徴収金に係るもの及び法令の規定に基づき国税又は地方税の滞納処分

の例により処分することができるものをいう。 

 (4) 非強制徴収公債権 公債権のうち、強制徴収公債権以外の債権をいう。 

 (5) 私債権 市の債権のうち、公債権以外の債権をいう。 

 （他の法令等との関係） 

第３条 市の債権の管理に関する事務の処理については、法令若しくは他の条例（

以下「法令等」という。）又はこれらに基づく規則（地方自治法（昭和22年法律

第67号。以下「法」という。）第138条の４第２項に規定する規程及び地方公営

企業法（昭和27年法律第292号）第10条に規定する企業管理規程を含む。）に特

別の定めがある場合を除くほか、この条例の定めるところによる。 

 （債権管理簿の整備） 

第４条 市長は、市の債権を適正に管理するため、規則で定める事項を記載した債

権管理簿（電磁的記録を含む。）を整備するものとする。 

 （庁内の情報共有） 

第５条 市長は、履行期限までに履行されない市の債権がある場合において、当該

市の債権について、第８条及び第９条、法第231条の３第３項並びに地方自治法

施行令（昭和22年政令第16号。以下「令」という。）第171条の２から第171条の

７までに規定する措置を行おうとするときは、その判断に資すると認める限りに

おいて、その措置に係る債務者の当該市の債権以外の市の債権に係る管理情報を、
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同一の実施機関（都城市個人情報保護条例（平成18年条例第29号）第２条第３号

に規定する実施機関をいう。以下同じ。）内において利用し、他の実施機関に提

供し、又は他の実施機関から収集することができる。 

２ 市長は、前項の規定により利用し、又は収集した情報を当該市の債権の管理に

関する事務以外の事務に利用してはならない。ただし、前項の規定により、同一

の実施機関内において利用し、若しくは他の実施機関に提供する場合又は法令等

に基づく場合は、この限りでない。 

３ 市長は、第１項の規定により利用し、又は提供を受けた情報を当該市の債権の

管理に関する事務に利用する場合は、当該債務者及び第三者の権利利益を不当に

侵害することのないようにしなければならない。 

 （督促） 

第６条 法第231条の３第１項又は令第171条の規定による督促は、他の法令に特別

の定めがある場合を除き、書面により、規則で定める期間内に行うものとする。 

２ 公債権の督促手数料については、市税の例による。 

 （延滞金） 

第７条 市長は、公債権（延滞金を徴収しないものとして規則で定めるものを除く。

）について、債務者が督促状で指定された日までに納付しないときは、延滞金を

徴収する。 

２ 強制徴収公債権の延滞金の率及び計算方法については、市税の例による。 

３ 非強制徴収公債権の延滞金の額は、当該非強制徴収公債権の未納額（当該未納

額に1,000円未満の端数があるとき、又は当該未納額が2,000円未満であるときは、

当該端数又は当該金額を切り捨てる。）に、その納期限の翌日から納付の日まで

の期間の日数に応じ、年５パーセントの割合を乗じて計算した額（当該額に100

円未満の端数があるとき、又は当該額の全額が1,000円未満であるときは、当該

端数又は当該全額を切り捨てる。）とする。 

４ 前項に規定する年当たりの割合は、閏
うるう

年の日を含む期間についても365日当た

りの割合とする。 

５ 市長は、債務者が滞納に至ったことについて、特別な理由があると認めるとき

は、債務者の申請により延滞金を減免することができる。 

 （徴収停止） 

第８条 市長は、非強制徴収公債権又は私債権で履行期限後相当の期間を経過して
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もなお、完全に履行されていないものについて、令第171条の５各号に掲げるも

ののほか、次の各号のいずれかに該当し、これを履行させることが著しく困難又

は不適当であると認めるときは、以後その保全及び取立てをしないことができる。 

 (1) 強制執行をすることができる財産がないとき。 

 (2) 強制執行をすることにより債務者の生活を著しく窮迫させるおそれがあると

き。 

 （債権の放棄） 

第９条 市長は、非強制徴収公債権又は私債権について、次の各号のいずれかに該

当する場合は、当該債権及びその債務の履行の遅滞に係る延滞金、遅延損害金そ

の他の徴収金を放棄することができる。ただし、当該債権について、債務者と共

に債務を負担する者その他弁済の責任を負うべき他の者があり、それらの者が次

の各号のいずれにも該当しないときは、放棄することができない。 

 (1) 令第171条の２に規定する強制執行等又は令第171条の４に規定する債権の申

出等の措置をとったにもかかわらず、なお完全に債務が履行されなかった場合

において、債務者が無資力又はこれに近い状態にあり、資力の回復が困難で、

債務の履行の見込みがないと認められるとき。 

 (2) 令第171条の５又は前条の規定に基づく徴収停止を行った場合において、当

該徴収停止後、規則で定める期間を経過してもなお、債務を履行させることが

困難又は不適当と認められるとき。 

 (3) 令第171条の５又は前条の規定に基づく徴収停止を行った場合において、当

該債権が徴収することができないものであることが明らかであるとき。 

 (4) 破産法（平成16年法律第75号）第253条第１項、会社更生法（平成14年法律

第154号）第204条第１項その他の法令の規定により、債務者がその責任を免れ

たとき。 

 (5) 債務者が死亡し、その債務について限定承認があった場合、相続人全員が相

続放棄をした場合又は相続人が存在しない場合において、その相続財産の価額

が強制執行をした場合の費用並びに他の優先して弁済を受ける市の債権及び市

以外の者の権利の金額の合計額を超えないと見込まれるとき。 

 (6) 私債権について、消滅時効に係る時効期間が満了したとき（債務者が時効を

援用しないことが明らかな場合を除く。）。 

２ 市長は、前項の規定により非強制徴収公債権又は私債権を放棄したときは、こ
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れを議会に報告しなければならない。 

 （委任） 

第１０条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規

則で定める。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、平成29年４月１日から施行する。 

 （都城市督促手数料及び延滞金徴収条例の廃止） 

２ 都城市督促手数料及び延滞金徴収条例（平成18年条例第102号）は、廃止する。 

 （経過措置） 

３ この条例の施行の日の前日までに、不納欠損の処理を行い、決算に係る議会の

認定を受けた債権については、第９条の規定による放棄があったものとみなす。 
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議案第１５７号 

 

 

   都城市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定について 

 

 

 都城市国民健康保険税条例の一部を改正する条例を別紙のとおり制定する。 

 

 

   平成２８年１２月１日提出 

 

                   都城市長 池 田 宜 永 
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   都城市国民健康保険税条例の一部を改正する条例 

 都城市国民健康保険税条例（平成18年条例第157号）の一部を次のように改正する。 

 第28条第３項第４号中「国民健康保険法施行令」の次に「（昭和33年政令第362号

）」を加える。 

 附則中第19項を第21項とし、第13項から第18項までを２項ずつ繰り下げ、第12項

の次に次の２項を加える。 

 （特例適用利子等に係る国民健康保険税の課税の特例） 

13 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所

属者が外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する

法律（昭和37年法律第144号）第８条第２項に規定する特例適用利子等、同法第12

条第５項に規定する特例適用利子等又は同法第16条第２項に規定する特例適用利

子等に係る利子所得、配当所得、譲渡所得、一時所得及び雑所得を有する場合に

おける第４条、第６条の２、第７条及び第27条第１項の規定の適用については、

第４条第１項中「山林所得金額の合計額から同条第２項」とあるのは「山林所得

金額並びに外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関

する法律（昭和37年法律第144号）第８条第２項（同法第12条第５項及び第16条第

２項において準用する場合を含む。）に規定する特例適用利子等の額（以下この

条及び第27条第１項において「特例適用利子等の額」という。）の合計額から法

第314条の２第２項」と、「山林所得金額の合計額（」とあるのは「山林所得金額

並びに特例適用利子等の額の合計額（」と、同条第２項中「又は山林所得金額」

とあるのは「若しくは山林所得金額又は特例適用利子等の額」と、第27条第１項

中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに特例適用利子等の額」とす

る。 

 （特例適用配当等に係る国民健康保険税の課税の特例） 

14 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所

属者が外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する

法律第８条第４項に規定する特例適用配当等、同法第12条第６項に規定する特例

適用配当等又は同法第16条第３項に規定する特例適用配当等に係る利子所得、配

当所得及び雑所得を有する場合における第４条、第６条の２、第７条及び第27条
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第１項の規定の適用については、第４条第１項中「山林所得金額の合計額から同

条第２項」とあるのは「山林所得金額並びに外国居住者等の所得に対する相互主

義による所得税等の非課税等に関する法律（昭和37年法律第144号）第８条第４項

（同法第12条第６項及び第16条第３項において準用する場合を含む。）に規定す

る特例適用配当等の額（以下この条及び第27条第１項において「特例適用配当等

の額」という。）の合計額から法第314条の２第２項」と、「山林所得金額の合計

額（」とあるのは「山林所得金額並びに特例適用配当等の額の合計額（」と、同

条第２項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は特例適

用配当等の額」と、第27条第１項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額

並びに特例適用配当等の額」とする。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、平成29年１月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 改正後の都城市国民健康保険税条例の規定は、平成30年度以後の年度分の国民

健康保険税について適用し、平成29年度分までの国民健康保険税については、な

お従前の例による。 
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議案第１５８号 

 

 

   都城市都市公園条例の一部を改正する条例の制定について 

 

 

 都城市都市公園条例の一部を改正する条例を別紙のとおり制定する。 

 

 

   平成２８年１２月１日提出 

 

                   都城市長 池 田 宜 永 
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   都城市都市公園条例の一部を改正する条例 

 都城市都市公園条例（平成22年条例第42号）の一部を次のように改正する。 

 別表第１の１ 都城運動公園の運動施設を利用する場合(7) 設備器具の表野球場

の部野球用具の項の次に次のように加える。 

ピッチングマシン 同上 2,000円同上 

 別表第１の２ 早水公園体育文化センターの運動施設を利用する場合(2) 弓道場、

遠的弓道場の表を次のように改める。 

 (2) 近的弓道場、遠的弓道場 

  ア 近的弓道場 

区分 単位 基礎額 単位当たりの使用料の額 

団 体 利

用 の 場

合 

入場料

を徴収

しない

場合 

高 校

生 以

下 

近的弓道場の全

てを利用する場

合 

１時間 450円基礎額と当該金額に消費

税法に定める消費税の税

率を乗じて得た額及びそ

の額に地方税法に定める

地方消費税の税率を乗じ

て得た額を合算した額を

加えた額とする。この場

合において、単位当たり

の使用料の額に10円未満

の端数が生じたときは、

これを切り捨てる。 

近的弓道場の２

分の１を利用す

る場合 

同上 230円同上 

近的弓道場の３

分の１を利用す

る場合 

同上 150円同上 

大人 近的弓道場の全

てを利用する場

合 

同上 750円同上 
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   近的弓道場の２

分の１を利用す

る場合 

同上 380円同上 

   近的弓道場の３

分の１を利用す

る場合 

同上 250円同上 

 入場料

を徴収

する場

合 

高校生以下 同上 1,350円同上 

 大人 同上 2,250円同上 

個 人 利

用 の 場

合 

高校生以下 同上 50円同上 

大人 同上 100円同上 

  イ 遠的弓道場 

区分 単位 基礎額 単位当たりの使用料の額 

団 体 利

用 の 場

合 

入場料

を徴収

しない

場合 

高 校

生 以

下 

遠的弓道場の全

てを利用する場

合 

１時間 450円基礎額と当該金額に消費

税法に定める消費税の税

率を乗じて得た額及びそ

の額に地方税法に定める

地方消費税の税率を乗じ

て得た額を合算した額を

加えた額とする。この場

合において、単位当たり

の使用料の額に10円未満

の端数が生じたときは、

これを切り捨てる。 

遠的弓道場の３

分の１を利用す

る場合 

同上 150円同上 
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  大人 遠的弓道場の全

てを利用する場

合 

同上 750円同上 

   遠的弓道場の３

分の１を利用す

る場合 

同上 250円同上 

 入場料

を徴収

する場

合 

高校生以下 同上 1,350円同上 

 大人 同上 2,250円同上 

個 人 利

用 の 場

合 

高校生以下 同上 50円同上 

大人 同上 100円同上 

  ウ 冷暖房設備 

区分 単位 基礎額 単位当たりの使用料の額 

エントランスホール １時間 300円基礎額と当該金額に消費

税法に定める消費税の税

率を乗じて得た額及びそ

の額に地方税法に定める

地方消費税の税率を乗じ

て得た額を合算した額を

加えた額とする。この場

合において、単位当たり

の使用料の額に10円未満

の端数が生じたときは、

これを切り捨てる。 

近的選手控室 同上 200円同上 

遠的選手控室 同上 200円同上 

男子更衣室 同上 100円同上 
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女子更衣室 同上 100円 同上 

巻きわら室 同上 100円 同上 

近的看的所 同上 100円 同上 

遠的看的所 同上 100円 同上 

近的控室兼会議室 同上 100円 同上 

近的更衣室 同上 100円 同上 

遠的控室 同上 100円 同上 

 別表第１の８ 高崎総合公園の施設を利用する場合(1) 野球場の表スコアーボー

ドの項中「スコアーボード」を「スコアボード」に改める。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、平成29年４月１日から施行する。 

 （準備行為） 

２ 前項の規定にかかわらず、改正後の都城市都市公園条例別表第１の１ 都城運

動公園の運動施設を利用する場合(7) 設備器具の表中ピッチングマシンの利用及

び別表第１の２ 早水公園体育文化センターの運動施設を利用する場合(2) 近的

弓道場、遠的弓道場の表の適用を受ける施設の利用に係る準備行為は、公布の日

から行うことができる。 
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議案第１５８号関係資料 

都 使 審 第 ６ 号 

平成２８年１０月３１日 

 

 都城市長 池田 宜永  様 

 

都城市使用料等審議会 

                       会 長 西川 英男 

 

   使用料等の額の制定について（答申） 

 

 平成２８年１０月１４日付け都財第４２０号で諮問のありました標記の件につい

て、下記のとおり答申いたします。 

 

記 

 

１ 都城運動公園野球場ピッチングマシン使用料の制定について 

審議に当り､制定の理由、経緯、制定の内容、算定の根拠等を聴取した結果､

[別表１]のとおり制定することが適当である。 

 

２ 早水公園体育文化センター弓道場使用料の改正について 

審議に当り､制定の理由、経緯、制定の内容、算定の根拠等を聴取した結果､

[別表２]のとおり改定することが適当である。 

 

 

 

 

 

審議会委員 

会 長 西 川 英 男 

委 員 永 野 修一郎 

    蓑 原 行 満 

    横 山 幸 子 

倉 吉 悦 子 
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[別表１]  

都城市都市公園条例（別表第１）（抜粋）  

１ 都城運動公園の運動施設を利用する場合 

(7) 設備器具 

区分 単位 基礎額 単位当たりの使用料の額 

野球場 ピッチングマシン １回 2,000円 基礎額と当該金額に消費

税法に定める消費税の税率

を乗じて得た額及びその額

に地方税法に定める地方消

費税の税率を乗じて得た額

を合算した額を加えた額と

する。この場合において、

単位当たりの使用料の額に

10円未満の端数が生じたと

きは、これを切り捨てる。 

 

[別表２]  

都城市都市公園条例（別表第１）（抜粋） 

２ 早水公園体育文化センターの運動施設を利用する場合 

(2) 近的弓道場、遠的弓道場 

ア 近的弓道場 

区分 単位 基礎額 単位当たりの使用料の額 

団体

利用

の場

合 

入場料を

徴収しな

い場合 

高校

生以

下 

全面利用 １時間 450円基礎額と当該金額に消費税

法に定める消費税の税率を

乗じて得た額及びその額に

地方税法に定める地方消費

税の税率を乗じて得た額を

合算した額を加えた額とす

る。この場合において、単

位当たりの使用料の額に10

円未満の端数が生じたとき

は、これを切り捨てる。 

２分の１

面利用 

同上 230円同上 

３分の１

面利用 

同上 150円同上 

52



大人 全面利用 同上 750円同上 

２分の１

面利用 

同上 380円同上 

３分の１

面利用 

同上 250円同上 

入場料を

徴収する

場合 

高校

生以

下 

全面利用 同上 1,350円同上 

大人 全面利用 同上 2,250円同上 

個人

利用

の場

合 

高校生以下 同上 50円同上 

大人 同上 100円同上 

イ 遠的弓道場 

区分 単位 基礎額 単位当たりの使用料の額 

団体

利用

の場

合 

入場料を

徴収しな

い場合 

高校

生以

下 

全面利用 １時間 450円基礎額と当該金額に消費税

法に定める消費税の税率を

乗じて得た額及びその額に

地方税法に定める地方消費

税の税率を乗じて得た額を

合算した額を加えた額とす

る。この場合において、単

位当たりの使用料の額に10

円未満の端数が生じたとき

は、これを切り捨てる。 

３分の１

面利用 

同上 150円同上 

大人 全面利用 同上 750円同上 

３分の１

面利用 

同上 250円同上 

入場料を

徴収する

高校

生以

全面利用 同上 1,350円同上 
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場合 下 

大人 全面利用 同上 2,250円同上 

個人

利用

の場

合 

高校生以下 同上 50円同上 

大人 同上 100円同上 

ウ 冷暖房設備 

区分 単位 基礎額 単位当たりの使用料の額 

エントランスホール １時間 300円基礎額と当該金額に消費税

法に定める消費税の税率を

乗じて得た額及びその額に

地方税法に定める地方消費

税の税率を乗じて得た額を

合算した額を加えた額とす

る。この場合において、単

位当たりの使用料の額に10

円未満の端数が生じたとき

は、これを切り捨てる。 

近的選手控室 同上 200円同上 

遠的選手控室 同上 200円同上 

男子更衣室 同上 100円同上 

女子更衣室 同上 100円同上 

巻きわら室 同上 100円同上 

近的看的所（２か所） 同上 100円同上 

遠的看的所（２か所） 同上 100円同上 

近的控室兼会議室 同上 100円同上 

近的更衣室 同上 100円同上 

遠的控室 同上 100円同上 

 

54



  

議案第１５９号 

 

 

   都城市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用に関

する条例の一部を改正する条例の制定について 

 

 

 都城市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用に関する条例の

一部を改正する条例を別紙のとおり制定する。 

 

 

   平成２８年１２月１日提出 

 

                   都城市長 池 田 宜 永 
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   都城市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用に関する条

例の一部を改正する条例 

 都城市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用に関する条例（

平成27年条例第50号）の一部を次のように改正する。 

 別表第２の２の項中「（以下「児童扶養手当関係情報」という。）」を削り、同

表の４の項中「、児童扶養手当関係情報」を削る。 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 
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議案第１６０号 

 

 

   都城市避難行動要支援者名簿に関する条例の制定について 

 

 

 都城市避難行動要支援者名簿に関する条例を別紙のとおり制定する。 

 

 

   平成２８年１２月１日提出 

 

                   都城市長 池 田 宜 永 
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   都城市避難行動要支援者名簿に関する条例 

 （目的） 

第１条 この条例は、災害対策基本法（昭和36年法律第223号。以下「法」という。

）の規定に基づき、避難行動要支援者に対する避難支援等を実施するための基礎

となる避難行動要支援者名簿の作成及び避難支援等関係者への名簿情報の提供に

関し必要な事項を定めることにより、避難支援等関係者による災害時の円滑かつ

迅速な避難支援等の実施を支援し、もって避難行動要支援者の生命又は身体を災

害から保護することを目的とする。 

 （定義） 

第２条 この条例における用語の意義は、法で使用する用語の例による。 

 （避難行動要支援者の範囲） 

第３条 避難行動要支援者の範囲は、次に掲げる者のうち、災害が発生し、又は災

害が発生するおそれがある場合に自ら避難することが困難なものであって、その

円滑かつ迅速な避難の確保を図るため特に支援を要するものとする。 

 (1) 65歳以上の単身世帯に属する者 

 (2) 75歳以上の者のみで構成される世帯に属する者 

 (3) 介護保険法（平成９年法律第123号）第19条第１項に規定する要介護認定を

受けている者で、当該要介護認定に係る要介護状態区分が、要介護３以上であ

るもの 

 (4) 身体障害者福祉法（昭和24年法律第283号）第15条第４項の規定により身体

障害者手帳の交付を受け、身体障害者福祉法施行規則（昭和25年厚生省令第15

号）別表第５号身体障害者障害程度等級表の１級若しくは２級に該当する肢体

障害を有する者又は視覚障害若しくは聴覚障害に該当する障害を有する者 

 (5) 宮崎県が発行する療育手帳（児童福祉法（昭和22年法律第164号）第12条に

規定する児童相談所又は知的障害者福祉法（昭和35年法律第37号）第12条に規

定する知的障害者更生相談所において知的障害と判定された者に対して交付さ

れる手帳をいう。）の交付を受けている者その他これらに類するものとして市

長が認める手帳の交付を受けている者 

 (6) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭和25年法律第123号）第45条

第２項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者 

 (7) 難病の患者に対する医療等に関する法律（平成26年法律第50号）第７条第４
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項に規定する医療受給者証を有する者 

 (8) 前各号に準じる状態にある者で、自ら避難行動要支援者であるとの申出があ

ったもの 

 （避難行動要支援者名簿の作成） 

第４条 市長は、避難行動要支援者に対する避難支援等が円滑に行われるよう必要

な体制を整備するため、避難行動要支援者名簿を作成するものとする。 

２ 市長は、避難行動要支援者名簿の記載事項について、正確かつ最新の内容に保

つよう努めなければならない。 

 （名簿情報の提供） 

第５条 市長は、法第49条の11第２項の規定により、避難支援等関係者に対し、名

簿情報を提供するものとする。この場合において、名簿情報を提供することにつ

いて避難行動要支援者の同意を得ることを要しない。 

２ 前項の規定にかかわらず、市長は、避難行動要支援者が規則で定める方法によ

り、名簿情報の提供の拒否を申し出たときは、当該避難行動要支援者に係る名簿

情報を提供しないものとする。 

 （名簿情報の取扱いに関する協定） 

第６条 市長は、前条第１項の規定により名簿情報を提供しようとするときは、当

該名簿情報の提供を受けようとする避難支援等関係者との間で、当該名簿情報の

取扱いに関する協定を締結するものとする。 

２ 前項の協定に定める事項は、規則で定める。 

３ 市長は、第１項の協定の内容が遵守されているかどうかを確認するため必要が

あると認めるときは、同項の協定を締結した避難支援等関係者から、提供した名

簿情報の管理に関して報告を求め、又は提供した名簿情報の管理の状況を検査す

ることができる。 

 （名簿情報の適正管理） 

第７条 第５条第１項又は法第49条の11第３項の規定により名簿情報の提供を受け

た者は、当該提供を受けた名簿情報の漏えい、滅失、改ざん又は毀損の防止その

他の名簿情報の適正な管理のために必要な措置を講ずるとともに、名簿情報の管

理に関する責任体制を明確にしなければならない。 

 （利用及び提供の制限） 

第８条 第５条第１項又は法第49条の11第３項の規定により名簿情報の提供を受け
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た者は、避難支援等の用に供する目的以外の目的のために、当該名簿情報を自ら

利用し、又は当該名簿情報の提供を受けた者以外の者に提供してはならない。 

 （委任） 

第９条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則

で定める。 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 
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議案第１６１号 

 

 

   都城市児童虐待防止等に関する条例の制定について 

 

 

 都城市児童虐待防止等に関する条例を別紙のとおり制定する。 

 

 

   平成２８年１２月１日提出 

 

                   都城市長 池 田 宜 永 
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   都城市児童虐待防止等に関する条例 

 （目的） 

第１条 この条例は、児童を虐待から守るための基本理念を定め、市、保護者、市

民等及び関係機関等の責務を明らかにするとともに、虐待の防止及び早期発見の

ための連携体制等基本となる事項を定め、もって児童の権利利益の擁護に資する

とともに、子育て家庭への支援を図り、児童の心身の健やかな成長に寄与するこ

とを目的とする。 

 （定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めると

ころによる。 

 (1) 児童 児童虐待の防止等に関する法律（平成12年法律第82号。以下「法」と

いう。）第２条に規定する児童をいう。 

 (2) 虐待 法第２条に規定する児童虐待をいう。 

 (3) 保護者 法第２条に規定する保護者をいう。 

 (4) 市民等 市内に居住する者、市内において就業し、又は就学する者並びに市

内で事業活動を行う個人、企業及び団体をいう。 

 (5) 関係機関等 学校、幼稚園、保育所、認定こども園、地域型保育事業所、医

療機関その他児童の福祉に業務上関係のある団体及び児童の福祉に関係のある

者をいう。 

 （基本理念） 

第３条 虐待は、児童の心身の健やかな成長及び発達並びに人格の形成に重大な影

響を与える著しい人権侵害行為であり、何人もこれを行ってはならない。 

２ 虐待への対応は、児童の最善の利益を考慮しなければならない。 

３ 何人も、次代の社会を担う全ての児童一人一人の人権が尊重され、虐待がなく、

児童が健やかに成長することができる社会の実現及び保護者が安心して子育て

をすることができる環境づくりに取り組まなければならない。 

 （市の責務） 

第４条 市は、児童相談所、保健所及び関係機関等と連携し、虐待の防止等に係る

施策を実施するとともに、子育て家庭が孤立することのないよう相談その他必要
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な支援を行わなければならない。 

２ 市は、虐待の防止等に必要な施策を実施するに当たっては、市民等、児童相談

所、保健所及び関係機関等と連携し、協力体制を構築するものとする。 

３ 市は、子育て家庭が安心して、子育ての悩みや不安等を相談することができる

体制の整備に努めるとともに、市民等及び関係機関等への理解を図るために必

要な啓発活動を行うものとする。 

 （保護者の責務） 

第５条 保護者は、子育てについての責任を有することを自覚し、虐待が決して正

当化されることではないことを認識し、児童のしつけに関して、人権に配慮し

児童を心身共に健やかに育成するよう努めなければならない。 

２ 保護者は、子育てに対する悩みや不安があるときは、積極的に子育て支援に係

る事業を利用するとともに、市、児童相談所、保健所及び関係機関等に相談し、

又はこれらの機関の援助を活用し、子育てに当たって地域社会から孤立するこ

とのないよう努めなければならない。 

 （市民等の責務） 

第６条 市民等は、虐待の防止等について、市が実施する施策や児童相談所、保健

所及び関係機関等の取組に関し協力するとともに、子育て家庭への支援を行う

よう努めなければならない。 

２ 市民等は、虐待を受けた（受けたおそれがあるときを含む。次条第２項におい

て同じ。）児童を発見した場合は、法第６条第１項の規定に基づき、速やかに

直接若しくは児童委員を介して、市又は児童相談所に通告しなければならない。 

 （関係機関等の責務） 

第７条 関係機関等は、虐待の防止等について、市が実施する施策に協力するよう

努めなければならない。 

２ 関係機関等は、虐待を受けた児童を発見した場合は、速やかに市又は児童相談

所に通告し、必要とする支援について市と連携し、協力するよう努めなければ

ならない。 

３ 関係機関等は、地域において児童及び子育て家庭が見守られる環境を築くよう

努めなければならない。 
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 （子育てに係る情報の提供及び支援） 

第８条 市は、虐待を未然に防止するため、子育て家庭に対し、子育てに係る情報

の提供を行うとともに、子育て支援を要する家庭に対し、早期相談支援、訪問支

援、専門的な知識及び技術の提供その他の必要な支援を行うものとする。 

２ 市は、前項の情報の提供及び支援に当たっては、児童相談所、保健所及び関係

機関等との連携により行うよう努めるものとする。 

 （市民等及び関係機関等に対する情報の提供等） 

第９条 市は、市民等及び関係機関等に対し、子育て支援に係る情報の提供を行う

とともに、市民等及び関係機関等と連携し、保護者が安心して子育てをすること

ができるような環境づくりに努めるものとする。 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 
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議案第１６２号 

 

 

   都城市し尿処理施設条例の一部を改正する条例の制定について 

 

 

 都城市し尿処理施設条例の一部を改正する条例を別紙のとおり制定する。 

 

 

   平成２８年１２月１日提出 

 

                   都城市長 池 田 宜 永 
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   都城市し尿処理施設条例の一部を改正する条例 

 都城市し尿処理施設条例（平成18年条例第240号）の一部を次のように改正する。 

 題名を次のように改める。 

   都城市清浄館条例 

 第１条及び第２条を次のように改める。 

 （設置） 

第１条 廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和45年法律第137号。以下「法」と

いう。）第６条の２第１項の規定によりし尿及び浄化槽汚泥（以下「し尿等」と

いう。）を衛生的に処理するため、都城市吉尾町2544番地１に都城市清浄館（以

下「清浄館」という。）を設置する。 

 （搬入時間及び休業日） 

第２条 清浄館へのし尿等の搬入時間及び清浄館の休業日は、次に掲げるとおりと

する。 

 (1) 搬入時間 午前８時15分から午後４時15分まで 

 (2) 休業日 

  ア 日曜日 

  イ 国民の祝日に関する法律（昭和23年法律第178号）に規定する休日 

  ウ １月２日、１月３日及び12月29日から12月31日まで 

２ 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認めるときは、搬入時間及び休業日を

変更することができる。 

 第３条の見出しを「（搬入許可）」に改め、同条第１項中「し尿処理施設を利用

しようと」を「清浄館にし尿等を搬入しようと」に改め、同条第２項中「都城市廃

棄物の処理及び清掃に関する条例（平成18年条例第164号）第14条」を「法第７条第

１項」に改める。 

 第４条中「利用許可」を「前条の規定による搬入の許可（以下「搬入許可」とい

う。）」に、「利用者」を「搬入者」に改め、同条第１号中「し尿処理施設を利用

」を「清浄館にし尿等を搬入」に改め、同条第２号中「し尿処理施設」を「清浄館

」に改め、同条第３号中「し尿処理施設を利用目的外に利用」を「清流館にし尿等

以外の廃棄物を搬入」に改める。 
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 第５条の見出し中「利用許可」を「搬入許可」に改め、同条中「利用者又は入場

者」を「市長は、搬入者又は清浄館に入場した者」に、「利用許可」を「搬入許可

」に改める。 

 第６条を削る。 

 第７条の見出しを「（損害賠償等）」に改め、同条中「し尿処理施設を滅失し、

又は破損した者は、」を「清浄館を汚損し、損傷し、又は滅失した者は、直ちにこ

れを原状に回復し、又は」に改め、同条ただし書中「賠償責任を軽減し、又は免除

することができる」を「この限りでない」に改め、同条を第６条とする。 

 第８条を第７条とする。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例の施行の日の前日までに、改正前の都城市し尿処理施設条例によりな

された処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみ

なす。 
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議案第１６３号 

 

 

   都城市営住宅条例等の一部を改正する条例の制定について 

 

 

 都城市営住宅条例等の一部を改正する条例を別紙のとおり制定する。 

 

 

   平成２８年１２月１日提出 

 

                   都城市長 池 田 宜 永 
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   都城市営住宅条例等の一部を改正する条例 

 （都城市営住宅条例の一部改正） 

第１条 都城市営住宅条例（平成18年条例第245号）の一部を次のように改正する。 

  目次中「第59条」を「第65条」に改める。 

  第４条第１項を次のように改める。 

   市長は、市営住宅の入居者（以下「入居者」という。）を公募するものとす

る。 

  第59条を第65条とし、第58条を第64条とし、第57条を第63条とし、第56条の２

の次に次の６条を加える。 

  （指定管理者による管理） 

 第５７条 市長は、必要があると認めるときは、地方自治法第244条の２第３項

の規定により、市営住宅及び共同施設の管理を法人その他の団体（以下「団体

」という。）で市長が指定するもの（以下「指定管理者」という。）に行わせ

ることができる。 

  （指定管理者の指定の手続） 

 第５８条 市営住宅及び共同施設の指定管理者として指定を受けようとする者は、

申請書に市営住宅及び共同施設の管理に係る事業計画書（以下「事業計画書」

という。）その他規則で定める書類を添えて、市長に提出しなければならない。 

 ２ 市長は、前項に規定する申請の手続について、あらかじめ公表するものとす

る。 

 ３ 市長は、第１項の規定による申請書の提出があったときは、次に掲げる基準

により内容の審査を行い、指定管理者の候補（以下「指定管理候補者」という。

）を選定し、議会の議決を経て指定管理者を指定するものとする。 

  (1) 住民の平等な利用が確保されること。 

  (2) 事業計画書の内容が、市営住宅及び共同施設の効用を最大限に発揮すると

ともに、管理経費の縮減を図ることができるものであること。 

  (3) 事業計画書の内容を確実に実施するために必要な経理的基礎及び管理に関

する能力を有するものであること。 

  (4) 前３号に掲げるもののほか、規則で定める基準 
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  （指定管理者の指定の手続の特例） 

 第５９条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、前条の規定にかかわ

らず、同条第３項各号に掲げる基準を満たすものと認める団体を指定管理候補

者として選定し、議会の議決を経て指定管理者を指定することができる。 

  (1) 前条第１項に規定する申請がなかったとき、又は同条第３項の審査の結果、

指定管理候補者となるべき団体がなかったとき。 

  (2) 指定管理候補者を指定管理者として指定することが不可能となり、又は著

しく不適当と認められる事情が生じたとき。 

  (3) 地方自治法第244条の２第11項の規定により指定管理者の指定を取り消し

たとき。 

  (4) 前３号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めるとき。 

 ２ 市長は、前項の規定により指定管理候補者を選定する場合には、当該団体に

対し、前条第１項に規定する書類の提出を求めるものとする。 

  （指定管理者が行う業務） 

 第６０条 指定管理者は、次に掲げる業務（市長のみの権限に属するものを除く。

）を行うものとする。 

  (1) 市営住宅の入居及び明渡しの手続に関する業務 

  (2) 家賃の収納に関する業務 

  (3) 市営住宅及び共同施設の維持及び保全に関する業務 

  (4) 前３号に掲げるもののほか、市営住宅及び共同施設の管理に関して市長が

必要と認める業務 

  （指定管理者が行う管理の基準） 

 第６１条 指定管理者は、規則で定める管理の基準に従って市営住宅及び共同施

設の管理を行わなければならない。 

  （指定管理者の指定等の告示） 

 第６２条 市長は、指定管理者を指定したとき、又はその指定を取り消したとき、

若しくは管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を告示

するものとする。 

  別表第１を次のように改める。 
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  次のよう～別紙 

 （都城市単独住宅条例の一部改正） 

第２条 都城市単独住宅条例（平成18年条例第247号）の一部を次のように改正す

る。 

  第４条第１項を次のように改める。 

   市長は、単独住宅の入居者（以下「入居者」という。）を公募するものとす

る。 

  第８条を次のように改める。 

  （準用） 

 第８条 この条例に定めるもののほか、都城市単独住宅については、都城市営住

宅条例（平成18年条例第245号）第５条、第６条（第３号を除く。）、第12条

から第14条まで、第18条から第28条まで、第41条、第42条及び第55条から第63

条までの規定（同条例の施行に関する規則等の規定を含む。）を準用する。こ

の場合において、都城市営住宅条例第５条、第６条、第13条、第14条、第18条

第１項及び第４項、第22条第２項、第25条から第27条まで、第28条第１項から

第３項まで、第41条第１項及び第２項、第42条第１項及び第２項、第56条第１

項及び第２項並びに第60条第１号中「市営住宅」とあり、第21条第１項、第22

条第１項第４号、第23条第１項及び第２項、第42条第１項第３号、第55条第３

項、第57条、第58条第１項及び第３項第２号、第60条第３号及び第４号、第61

条並びに第63条中「市営住宅及び共同施設」とあるのは「単独住宅」と、第12

条第１項第２号中「都城市営住宅賃貸契約書」とあるのは「都城市単独住宅賃

貸契約書」と、第41条第１項、第55条第１項から第３項まで及び第６項並びに

第56条第１項中「市営住宅監理員」とあるのは「単独住宅監理員」と、第55条

第４項から第６項までの規定中「市営住宅連絡員」とあるのは「単独住宅連絡

員」と読み替えるものとする。 

 （都城市特定公共賃貸住宅条例の一部改正） 

第３条 都城市特定公共賃貸住宅条例（平成18年条例第249号）の一部を次のよう

に改正する。 

  第11条第３項中「第２項」を「前項」に改める。 

79



  第34条を第40条とし、第33条を第39条とし、第32条を第38条とし、第31条の次

に次の６条を加える。 

  （指定管理者による管理） 

 第３２条 市長は、必要があると認めるときは、地方自治法第244条の２第３項

の規定により、特定公共賃貸住宅及び共同施設の管理を法人その他の団体（以

下「団体」という。）で市長が指定するもの（以下「指定管理者」という。）

に行わせることができる。 

  （指定管理者の指定の手続） 

 第３３条 特定公共賃貸住宅及び共同施設の指定管理者として指定を受けようと

する者は、申請書に特定公共賃貸住宅及び共同施設の管理に係る事業計画書（

以下「事業計画書」という。）その他規則で定める書類を添えて、市長に提出

しなければならない。 

 ２ 市長は、前項に規定する申請の手続について、あらかじめ公表するものとす

る。 

 ３ 市長は、第１項の規定による申請書の提出があったときは、次に掲げる基準

により内容の審査を行い、指定管理者の候補（以下「指定管理候補者」という。

）を選定し、議会の議決を経て指定管理者を指定するものとする。 

  (1) 住民の平等な利用が確保されること。 

  (2) 事業計画書の内容が、特定公共賃貸住宅及び共同施設の効用を最大限に発

揮するとともに、管理経費の縮減を図ることができるものであること。 

  (3) 事業計画書の内容を確実に実施するために必要な経理的基礎及び管理に関

する能力を有するものであること。 

  (4) 前３号に掲げるもののほか、規則で定める基準 

  （指定管理者の指定の手続の特例） 

 第３４条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、前条の規定にかかわ

らず、同条第３項各号に掲げる基準を満たすものと認める団体を指定管理候補

者として選定し、議会の議決を経て指定管理者を指定することができる。 

  (1) 前条第１項に規定する申請がなかったとき、又は同条第３項の審査の結果、

指定管理候補者となるべき団体がなかったとき。 
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  (2) 指定管理候補者を指定管理者として指定することが不可能となり、又は著

しく不適当と認められる事情が生じたとき。 

  (3) 地方自治法第244条の２第11項の規定により指定管理者の指定を取り消し

たとき。 

  (4) 前３号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めるとき。 

 ２ 市長は、前項の規定により指定管理候補者を選定する場合には、当該団体に

対し、前条第１項に規定する書類の提出を求めるものとする。 

  （指定管理者が行う業務） 

 第３５条 指定管理者は、次に掲げる業務（市長のみの権限に属するものを除く。

）を行うものとする。 

  (1) 特定公共賃貸住宅の入居及び明渡しの手続に関する業務 

  (2) 家賃の収納に関する業務 

  (3) 特定公共賃貸住宅及び共同施設の維持及び保全に関する業務 

  (4) 前３号に掲げるもののほか、特定公共賃貸住宅及び共同施設の管理に関し

て市長が必要と認める業務 

  （指定管理者が行う管理の基準） 

 第３６条 指定管理者は、規則で定める管理の基準に従って特定公共賃貸住宅及

び共同施設の管理を行わなければならない。 

  （指定管理者の指定等の告示） 

 第３７条 市長は、指定管理者を指定したとき、又はその指定を取り消したとき、

若しくは管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を告示

するものとする。 

 （都城市山村定住みやざきの家条例の一部改正） 

第４条 都城市山村定住みやざきの家条例（平成18年条例第250号）の一部を次の

ように改正する。 

  第４条第１項を次のように改める。 

   市長は、山村定住住宅の入居者（以下「入居者」という。）を公募するもの

とする。 

  第21条を第27条とし、第20条の次に次の６条を加える。 
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  （指定管理者による管理） 

 第２１条 市長は、必要があると認めるときは、地方自治法第244条の２第３項

の規定により、山村定住住宅の管理を法人その他の団体（以下「団体」という。

）で市長が指定するもの（以下「指定管理者」という。）に行わせることがで

きる。 

  （指定管理者の指定の手続） 

 第２２条 山村定住住宅の指定管理者として指定を受けようとする者は、申請書

に山村定住住宅の管理に係る事業計画書（以下「事業計画書」という。）その

他規則で定める書類を添えて、市長に提出しなければならない。 

 ２ 市長は、前項に規定する申請の手続について、あらかじめ公表するものとす

る。 

 ３ 市長は、第１項の規定による申請書の提出があったときは、次に掲げる基準

により内容の審査を行い、指定管理者の候補（以下「指定管理候補者」という。

）を選定し、議会の議決を経て指定管理者を指定するものとする。 

  (1) 住民の平等な利用が確保されること。 

  (2) 事業計画書の内容が、山村定住住宅の効用を最大限に発揮するとともに、

管理経費の縮減を図ることができるものであること。 

  (3) 事業計画書の内容を確実に実施するために必要な経理的基礎及び管理に関

する能力を有するものであること。 

  (4) 前３号に掲げるもののほか、規則で定める基準 

  （指定管理者の指定の手続の特例） 

 第２３条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、前条の規定にかかわ

らず、同条第３項各号に掲げる基準を満たすものと認める団体を指定管理候補

者として選定し、議会の議決を経て指定管理者を指定することができる。 

  (1) 前条第１項に規定する申請がなかったとき、又は同条第３項の審査の結果、

指定管理候補者となるべき団体がなかったとき。 

  (2) 指定管理候補者を指定管理者として指定することが不可能となり、又は著

しく不適当と認められる事情が生じたとき。 

  (3) 地方自治法第244条の２第11項の規定により指定管理者の指定を取り消し
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たとき。 

  (4) 前３号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めるとき。 

 ２ 市長は、前項の規定により指定管理候補者を選定する場合には、当該団体に

対し、前条第１項に規定する書類の提出を求めるものとする。 

  （指定管理者が行う業務） 

 第２４条 指定管理者は、次に掲げる業務（市長のみの権限に属するものを除く。

）を行うものとする。 

  (1) 山村定住住宅の入居及び明渡しの手続に関する業務 

  (2) 家賃の収納に関する業務 

  (3) 山村定住住宅の維持及び保全に関する業務 

  (4) 前３号に掲げるもののほか、山村定住住宅の管理に関して市長が必要と認

める業務 

  （指定管理者が行う管理の基準） 

 第２５条 指定管理者は、規則で定める管理の基準に従って山村定住住宅の管理

を行わなければならない。 

  （指定管理者の指定等の告示） 

 第２６条 市長は、指定管理者を指定したとき、又はその指定を取り消したとき、

若しくは管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を告示

するものとする。 

  別表東霧島団地Ｄ棟の項を削り、同表建設事業年度の欄中「13」を「平成13」

に改める。 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 

83



別紙 

別表第１（第３条関係） 

団地名 所在 建設事業

年度 

構造 戸数 

菖蒲原 都城市菖蒲原町19街区６号 平成２ 中層耐火３階建 24

一万城 都城市一万城町4988番地１ 平成８ 中層耐火３階建 42

平成９ 中層耐火３階建 54

平成10 中層耐火３階建 36

平成11 中層耐火３階建 30

都城市上長飯町5154番地 平成12 中層耐火３階建 36

平成13 中層耐火３階建 24

平成15 高層耐火６階建 39

平成16 高層耐火６階建 39

平成18 高層耐火６階建 26

平成20 高層耐火６階建 26

一万城出口 都城市一万城町16号１番地 昭和52 中層耐火４階建 24

一万城東部 都城市一万城町60号１番地 昭和63 木造平屋建 10

今町 都城市今町7479番地４ 昭和54 中層耐火４階建 24

岩渕 都城市下長飯町1740番地１ 昭和37 簡易耐火平屋建 16

内堀 都城市鷹尾四丁目14街区１号 平成５ 耐火２階建 12

平成６ 耐火２階建 32

平成７ 耐火２階建 ８

都城市鷹尾四丁目15街区５号 平成５ 耐火２階建 28

平成５ 中層耐火３階建 18

内堀東 都城市鷹尾三丁目25街区１号 平成７ 耐火２階建 ８

梅北 都城市梅北町1423番地３ 昭和63 木造平屋建 ８

王子原 都城市安久町6852番地 平成23 耐火２階建 12

沖水 都城市都北町5605番地 平成７ 中層耐火３階建 24
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乙房 都城市乙房町395番地７ 昭和42 簡易耐火平屋建 10

乙房あざめ 都城市乙房町1426番地１ 昭和63 木造平屋建 ８

菓子野 都城市菓子野町9521番地 平成２ 木造平屋建 ８

加治屋 都城市南横市町3819番地４ 昭和42 簡易耐火平屋建 10

上水流 都城市上水流町1688番地 昭和56 中層耐火４階建 16

川崎 都城市鷹尾四丁目３街区10号 昭和50 中層耐火３階建 30

昭和51 中層耐火３階建 18

神田 都城市庄内町7941番地１ 昭和51 中層耐火４階建 24

昭和53 中層耐火４階建 16

北鷹尾 都城市鷹尾五丁目７街区１号 平成４ 耐火２階建 24

平成４ 中層耐火３階建 24

平成５ 耐火２階建 14

小鷹原 都城市上長飯町63号２番地 平成元 木造平屋建 ６

山野原 都城市太郎坊町6682番地 昭和46 簡易耐火平屋建 10

昭和47 簡易耐火平屋建 25

志比田 都城市志比田町5211番地２ 平成３ 耐火２階建 20

平成３ 中層耐火３階建 12

下長飯 都城市大岩田町6109番地 昭和42 簡易耐火平屋建 18

都城市大岩田町6122番地 昭和43 簡易耐火平屋建 50

昭和44 簡易耐火平屋建 40

昭和45 簡易耐火平屋建 22

都城市大岩田町6136番地２ 昭和46 簡易耐火平屋建 16

都城市下長飯町5603番地１ 昭和44 簡易耐火平屋建 10

昭和45 簡易耐火平屋建 10

昭和47 簡易耐火平屋建 ９

昭和48 簡易耐火平屋建 32

志和池 都城市上水流町2323番地１ 昭和62 木造平屋建 10
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  平成元 木造平屋建 ５

藤田 都城市安久町5621番地１ 昭和37 簡易耐火平屋建 12

昭和39 簡易耐火平屋建 20

昭和40 簡易耐火平屋建 20

都城市安久町5633番地 昭和42 簡易耐火平屋建 17

都北 都城市都北町1011番地 昭和47 簡易耐火平屋建 16

昭和48 簡易耐火平屋建 23

昭和49 簡易耐火平屋建 27

昭和51 中層耐火４階建 40

昭和53 中層耐火４階建 64

豊満 都城市豊満町1582番地 平成８ 木造平屋建 ９

中道 都城市上水流町1585番地 平成11 中層耐火３階建 30

西岳 都城市高野町3780番地１ 昭和59 中層耐火３階建 12

西之前 都城市下川東二丁目20号１番地 昭和59 中層耐火４階建 16

昭和60 中層耐火４階建 16

昭和61 中層耐火４階建 16

昭和62 中層耐火４階建 16

平江 都城市平江町９街区13号 昭和47 簡易耐火平屋建 10

町区 都城市庄内町8680番地 昭和40 簡易耐火平屋建 12

昭和41 簡易耐火平屋建 ９

南鷹尾 都城市南鷹尾町24街区10号 平成元 耐火２階建 ８

蓑原 都城市蓑原町2358番地１ 平成13 中層耐火３階建 22

平成14 中層耐火３階建 37

都原 都城市都原町29番地２ 昭和45 簡易耐火平屋建 18

昭和46 簡易耐火平屋建 10

昭和47 簡易耐火平屋建 16

昭和48 簡易耐火平屋建 24
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 都城市都原町26番地１ 昭和48 簡易耐火平屋建 28

昭和49 簡易耐火平屋建 24

都城市都原町７番地１ 昭和49 簡易耐火平屋建 21

都城市都原町２番地１ 昭和50 中層耐火４階建 64

昭和52 中層耐火４階建 64

宮丸西 都城市鷹尾一丁目3733番地１ 昭和54 中層耐火４階建 56

昭和55 中層耐火４階建 72

昭和56 中層耐火４階建 56

昭和57 中層耐火４階建 56

昭和58 中層耐火４階建 48

昭和59 中層耐火４階建 16

昭和60 中層耐火４階建 16

麓Ａ 都城市山之口町山之口3235番地 昭和53 簡易耐火平屋建 ８

丸岡 都城市山之口町山之口3428番地３ 昭和53 簡易耐火平屋建 12

都城市山之口町山之口3422番地２ 平成２ 中層耐火３階建 12

都城市山之口町山之口3430番地１ 平成３ 中層耐火３階建 12

花木第１ 都城市山之口町花木2057番地１ 平成５ 中層耐火３階建 18

平成７ 中層耐火３階建 18

花木第３ 都城市山之口町花木2405番地３ 昭和42 簡易耐火平屋建 20

昭和43 簡易耐火平屋建 12

昭和44 簡易耐火平屋建 12

昭和45 簡易耐火平屋建 20

昭和46 簡易耐火平屋建 ８

昭和47 簡易耐火平屋建 28

花木第４ 都城市山之口町花木2353番地１ 昭和48 簡易耐火平屋建 20

都城市山之口町花木2394番地１ 昭和49 簡易耐火平屋建 20

昭和50 簡易耐火平屋建 20
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  昭和51 簡易耐火平屋建 ４

富吉 都城市山之口町富吉1562番地１ 昭和51 簡易耐火平屋建 20

昭和52 簡易耐火平屋建 20

昭和54 簡易耐火平屋建 12

昭和55 簡易耐火平屋建 12

昭和60 簡易耐火平屋建 ８

昭和61 簡易耐火平屋建 ４

昭和62 簡易耐火平屋建 ４

昭和63 簡易耐火平屋建 ２

飯起 都城市山之口町花木2160番地１ 昭和54 簡易耐火平屋建 ８

昭和56 簡易耐火平屋建 20

昭和57 簡易耐火平屋建 12

昭和58 簡易耐火平屋建 ８

昭和59 簡易耐火平屋建 ４

下富吉 都城市山之口町富吉3624番地１ 平成元 簡易耐火平屋建 ４

石山 都城市高城町石山1096番地 昭和30 木造平屋建 １

都城市高城町石山283番地 昭和57 中層耐火３階建 18

昭和58 中層耐火３階建 12

昭和62 中層耐火３階建 12

昭和63 中層耐火３階建 12

第２石山 都城市高城町石山1135番地１ 平成４ 中層耐火３階建 12

第２有水 都城市高城町有水3380番地 昭和36 木造平屋建 １

有水宮平 都城市高城町有水78番地６ 昭和50 簡易耐火平屋建 ４

昭和51 簡易耐火平屋建 12

都城市高城町有水61番地２ 昭和52 簡易耐火平屋建 ８

和田 都城市高城町穂満坊2686番地 昭和30 木造平屋建 １

第１鳥井前 都城市高城町穂満坊474番地 昭和36 木造平屋建 ２
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  昭和50 簡易耐火平屋建 ６

第２鳥井前 都城市高城町穂満坊471番地１ 昭和41 簡易耐火平屋建 24

第３鳥井前 都城市高城町穂満坊491番地 昭和49 簡易耐火平屋建 30

昭和50 簡易耐火平屋建 20

第１軍神原 都城市高城町穂満坊2468番地 昭和42 簡易耐火平屋建 16

昭和43 簡易耐火平屋建 ４

昭和44 簡易耐火平屋建 ４

昭和46 簡易耐火平屋建 ６

第２軍神原 都城市高城町穂満坊2553番地 昭和51 簡易耐火平屋建 28

昭和52 簡易耐火平屋建 32

昭和53 中層耐火３階建 36

昭和54 中層耐火３階建 36

昭和55 中層耐火３階建 12

春日 都城市高城町大井手70番地２ 昭和47 簡易耐火平屋建 24

昭和48 簡易耐火平屋建 15

田尾上 都城市高城町有水3540番地 昭和55 中層耐火３階建 18

昭和56 中層耐火３階建 12

昭和58 中層耐火３階建 12

昭和59 中層耐火３階建 12

万ヶ塚第１ 都城市山田町山田9755番地86 昭和58 中層耐火３階建 12

万ヶ塚第２ 都城市山田町山田9680番地５ 昭和44 簡易耐火平屋建 20

昭和48 簡易耐火平屋建 ８

昭和49 簡易耐火平屋建 10

昭和50 簡易耐火平屋建 12

谷頭五班第１ 都城市山田町中霧島3302番地３ 昭和41 簡易耐火平屋建 12

昭和42 簡易耐火平屋建 12

谷頭五班第２ 都城市山田町中霧島3501番地１ 昭和45 簡易耐火平屋建 20
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  昭和46 簡易耐火平屋建 ４

昭和48 簡易耐火平屋建 ２

昭和49 簡易耐火平屋建 ２

都城市山田町中霧島3501番地22 昭和46 簡易耐火平屋建 ８

昭和47 簡易耐火平屋建 12

昭和48 簡易耐火平屋建 ２

都城市山田町中霧島3507番地１ 昭和51 簡易耐火平屋建 12

都城市山田町中霧島3507番地３ 昭和59 中層耐火３階建 12

西栫第２ 都城市山田町山田4360番地１ 昭和52 簡易耐火平屋建 12

都城市山田町山田4363番地１ 昭和53 簡易耐火平屋建 18

都城市山田町山田4317番地１ 昭和54 簡易耐火平屋建 12

都城市山田町山田4319番地 昭和55 簡易耐火平屋建 12

都城市山田町山田4310番地１ 昭和56 中層耐火３階建 12

都城市山田町山田4370番地 平成２ 木造平屋建 ６

平成３ 木造平屋建 ７

谷頭駅前ふれ

あい 

都城市山田町中霧島3102番地４ 昭和62 中層耐火３階建 12

脇之馬場 都城市山田町山田3854番地１ 平成４ 木造平屋建 ８

瀬茅 都城市山田町山田9829番地18 平成５ 木造平屋建 ８

大古川 都城市山田町山田2372番地１ 平成６ 木造平屋建 ４

浜之段 都城市山田町山田1397番地１ 平成６ 木造平屋建 ２

前田 都城市高崎町前田1095番地 昭和28 木造平屋建 １

都城市高崎町前田3300番地 昭和53 簡易耐火平屋建 18

縄瀬原 都城市高崎町縄瀬3410番地１ 昭和50 簡易耐火平屋建 20

昭和51 簡易耐火平屋建 20

三和 都城市高崎町縄瀬3152番地４ 昭和52 簡易耐火平屋建 32

上新田 都城市高崎町大牟田819番地４ 昭和54 中層耐火３階建 30
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  昭和55 中層耐火３階建 30

江平宮王 都城市高崎町江平2329番地７ 昭和56 簡易耐火平屋建 10

椎屋 都城市高崎町笛水1355番地７ 昭和59 木造平屋建 ６

高崎中央 都城市高崎町大牟田1239番地１ 平成５ 中層耐火３階建 24

平成６ 中層耐火３階建 36

平成８ 中層耐火３階建 30

高崎新田駅前 都城市高崎町大牟田935番地５ 平成13 中層耐火４階建 ８

都城市高崎町大牟田929番地23 平成14 中層耐火４階建 16
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議案第１６４号 

 

 

   都城市水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例の制定に

ついて 

 

 

 都城市水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例の一部を改正する条

例"を別紙のとおり制定する。 

 

 

   平成２８年１２月１日提出 

 

                   都城市長 池 田 宜 永 
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都城市水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例 

都城市水道事業の設置等に関する条例（平成18年条例第290号）の一部を次のよ

うに改正する。 

題名を次のように改める。 

都城市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例 

第１条に次の１項を加える。 

２ 市の健全な発展及び公衆衛生の向上に寄与し、併せて公共用水域の水質保全に

資するため、下水道事業（公共下水道事業及び農業集落排水事業をいう。以下同

じ。）を設置する。 

 第７条の見出し中「作成」を「提出」に改め、同条第１項中「管理者」を「上下

水道事業の管理者」に改め、「（以下「市長」という。）」を削り、「、水道事業

」を「、上下水道事業」に、「作成しなければならない」を「提出しなければなら

ない」に改め、同条第２項中「作成する」を「提出する」に改め、同項第３号中「

水道事業」を「上下水道事業」に改め、同条第３項中「作成する」を「提出する」

に、「市長」を「上下水道事業の管理者の権限を行う市長」に、「作成しなければ

ならない」を「提出しなければならない」に改め、同条を第８条とする。 

 第６条中「水道事業」を「上下水道事業」に改め、同条を第７条とする。 

 第５条中「水道事業」を「上下水道事業」に改め、同条を第６条とする。 

 第４条中「水道事業」を「上下水道事業」に改め、同条を第５条とする。 

 第３条第１項中「地方公営企業法施行令（昭和27年政令第403号。以下「令」と

いう。）」を「令」に、「水道事業」を「上下水道事業」に改め、同条第２項中「

水道事業」を「上下水道事業」に、「水道局」を「上下水道局」に改め、同条を第

４条とする。 

第２条第１項中「水道事業」の次に「及び下水道事業（以下「上下水道事業」と

いう。）」を加え、同条に次の１項を加える。 

３ 下水道事業の処理区域、処理人口及び１日最大処理水量は、次に掲げるとおり

とする。 

(1) 公共下水道事業 

ア 処理区域 都城市の区域のうち、下水道法（昭和33年法律第79号）第４条
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第１項の規定による認可を受けた区域 

イ 処理人口 98,040人 

ウ １日最大処理水量 62,750立方メートル 

(2) 農業集落排水事業 

ア 処理区域 都城市農業集落排水施設条例（平成18年条例第171号）第２条に

規定する処理施設に係る区域による認可を受けた区域 

イ 処理人口 17,050人 

ウ １日最大処理水量 5,287立方メートル 

第２条を第３条とし、第１条の次に次の１条を加える。 

（法の全部適用） 

第２条 法第２条第３項及び地方公営企業法施行令（昭和27年政令第403号。以下

「令」という。）第１条第２項の規定に基づき、下水道事業に法の規定の全部を

適用する。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成29年４月１日から施行する。 

（都城市部設置条例の一部改正） 

２ 都城市部設置条例（平成18年条例第15号）の一部を次のように改正する。 

第２条第９号オ及びカを削る。 

（都城市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例の一部改正） 

３ 都城市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例（平成18年条例第34号）の

一部を次のように改正する。 

第２条第２項第６号中「第３条第２項」を「第３条第４号」に改める。 

（都城市職員の育児休業等に関する条例の一部改正） 

４ 都城市職員の育児休業等に関する条例（平成18年条例第43号）の一部を次のよ

うに改正する。 

第８条中「第３条第２項」を「第３条第４号」に、「第９条」を「次条」に改

める。 
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（都城市外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例の

一部改正） 

５ 都城市外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例（

平成18年条例第44号）の一部を次のように改正する。 

第４条第１項中「第３条第２項」を「第３条第４号」に改める。 

 （都城市特別職に属する非常勤職員の報酬、費用弁償等及び証人等の実費弁償に

関する条例の一部改正） 

６ 都城市特別職に属する非常勤職員の報酬、費用弁償等及び証人等の実費弁償に

関する条例(平成18年条例第49号)の一部を次のように改正する。 

  第２条第１項第１号の表下水道事業受益者負担金等審議会委員の項を削り、同

表水道事業水道料金等審議会委員の項中「水道事業水道料金等審議会委員」を「

上下水道料金等審議会委員」に改める。 

（都城市特別会計条例の一部改正） 

７ 都城市特別会計条例（平成18年条例第62号）の一部を次のように改正する。 

第１条中第２号を削り、第３号を第２号とし、第４号を削り、第５号を第３号

とし、第６号から第９号までを２号ずつ繰り上げる。 

（都城市農業集落排水施設条例の一部改正） 

８ 都城市農業集落排水施設条例（平成18年条例第171号）の一部を次のように改

正する。 

  第４条中「市長」を「上下水道事業の管理者の権限を行う市長（以下「市長」

という。）」に改める。 

  第11条第１項、第13条第５項及び第18条中「規則」を「上下水道事業管理規程

」に改める。 

  別表第１下富吉地区農業集落排水の部終末処理場の項中「3467番地１」を「

3470番地１」に改める。 

（都城市農業集落排水事業分担金徴収条例の一部改正） 

９ 都城市農業集落排水事業分担金徴収条例（平成18年条例第173号）の一部を次

のように改正する。 

第３条中「市長」を「上下水道事業の管理者の権限を行う市長（以下「市長」
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という。）」に改める。 

第11条を次のように改める。 

（延滞金） 

第１１条 市長は、第６条第２項に規定する納付期日までに分担金を納付しない

者があるときは、延滞金を徴収するものとし、その率及び計算方法については、

都城広域都市計画下水道事業等受益者負担に関する条例（平成18年条例第237

号）の規定を準用する。 

第12条中「規則」を「上下水道事業管理規程」に改める。 

（都城広域都市計画下水道事業等受益者負担に関する条例の一部改正） 

10 都城広域都市計画下水道事業等受益者負担に関する条例（平成18年条例第237

号）の一部を次のように改正する。 

第２条第２項中「市長」を「上下水道事業の管理者の権限を行う市長（以下「

市長」という。）」に改める。 

第10条第１項中「年13.14パーセント」を「年14.5パーセント」に、「年6.57

パーセント」を「年7.3パーセント」に改める。 

第11条中「規則」を「上下水道事業管理規程」に改める。 

附則に次の１項を加える。 

（延滞金の割合の特例） 

３ 当分の間、第10条第１項に規定する延滞金の年14.5パーセントの割合及び年

7.3パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の特例基準割合（当

該年の前年に租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第93条第２項の規定によ

り告示された割合に年１パーセントの割合を加算した割合をいう。以下同じ。

）が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年

14.5パーセントの割合にあってはその年における特例基準割合に年7.3パーセ

ントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該特例

基準割合に年１パーセントの割合を加算した割合（当該加算した割合が年7.3

パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合）とする。 

 （都城市公共下水道条例の一部改正） 

11 都城市公共下水道条例（平成18年条例第239号）の一部を次のように改正する。 
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第２条第２項の表都城市公共下水道の部管路施設の項中「市長」を「上下水道

事業の管理者の権限を行う市長（以下「管理者としての市長」という。）」に改

める。 

第４条中「市長」を「管理者としての市長」に、「及びこの条例」を「及び同

条例」に、「規則」を「上下水道事業管理規程」に改める。 

第５条ただし書中「市長」を「管理者としての市長」に改める。 

第６条第２号中「規則の」を「上下水道事業管理規程で」に改め、同条第３号

中「市長」を「管理者としての市長」に改める。 

第７条第１項中「規則」を「上下水道事業管理規程」に、「市長」を「管理者

としての市長」に改め、同条第２項本文中「市長」を「管理者としての市長」に

改め、同項ただし書中「変更」を「軽微な変更」に、「市長」を「管理者として

の市長」に改める。 

第８条第１項本文中「規則」を「上下水道事業管理規程」に、「市長」を「管

理者としての市長」に改め、同項ただし書中「市長」を「管理者としての市長」

に改め、同条第２項中「規則」を「上下水道事業管理規程」に改める。 

第10条中「市長」を「管理者としての市長」に改める。 

第11条第１項中「規則」を「上下水道事業管理規程」に、「市長」を「管理者

としての市長」に、「市の職員」を「企業職員」に改め、同条第２項中「市長」

を「管理者としての市長」に、「規則」を「上下水道事業管理規程」に改める。 

第12条第１項第１号ただし書中「水質汚濁防止法第３条第３項の規定に基づく

排水基準を定める条例（昭和48年宮崎県条例第15号。以下「県条例」という。）

」を「みやざき県民の住みよい環境の保全等に関する条例（平成17年宮崎県条例

第83号。以下「県条例」という。）第47条の規定」に改め、同条第２項第１号中

「県条例」を「県条例第47条の規定」に改める。 

第13条第２項第１号中「第９条の４第１項の各号」を「第９条の４第１項各号

」に改め、同項第10号中「県条例」を「県条例第47条の規定」に改める。 

第14条中「規則」を「上下水道事業管理規程」に、「市長」を「管理者として

の市長」に改める。 

第15条中「規則」を「上下水道事業管理規程」に改める。 
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第16条中「市長」を「管理者としての市長」に改める。 

第17条中「規則」を「上下水道事業管理規程」に、「市長」を「管理者として

の市長」に改める。 

第18条中「市長」を「管理者としての市長」に改める。 

第20条第１項中「規則」を「上下水道事業管理規程」に、「市長」を「管理者

としての市長」に改め、同条第３項中「市長」を「管理者としての市長」に改め

る。 

第21条第１項中「市長」を「管理者としての市長」に改める。 

第22条に後段として次のように加える。 

この場合において、同条中「管理者としての市長」とあるのは、「市長」と

読み替えるものとする。 

第24条第２項中「市長」を「管理者としての市長」に改め、同条第５項中「規

則」を「上下水道事業管理規程」に、「市長」を「管理者としての市長」に改め

る。 

第25条第２項及び第３項、第26条第１項、第27条第１項並びに第28条中「市長

」を「管理者としての市長」に改める。 

第30条第３号中「規則」を「上下水道事業管理規程」に、「立ち入り」を「立

入り」に改め、同条第５号中「規則」を「上下水道事業管理規程」に改める。 

第31条第１号、第32条第２号及び第34条第６号中「規則」を「上下水道事業管

理規程」に改める。 

第37条中「市長」を「管理者としての市長」に改める。 

第38条中「規則」を「上下水道事業管理規程」に、「市長」を「管理者として

の市長」に改める。 

第40条第１項中「、規則で定めるところにより」を削り、「市長」を「公共下

水道の敷地又は排水施設にあっては管理者としての市長、都市下水路の敷地又は

排水施設にあっては市長」に改め、同条第３項中「市長」を「管理者としての市

長又は市長」に改める。 

第41条第１項ただし書及び第２項中「市長」を「管理者としての市長又は市長

」に改める。 
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第42条第１項中「市長」を「管理者としての市長又は市長」に改め、同項第１

号中「若しくはこの条例に基づく規則」を削る。 

第43条第２項ただし書及び第44条第１項中「市長」を「管理者としての市長」

に改める。 

第45条中「規則」を「上下水道事業管理規程」に改める。 

（都城市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正） 

12 都城市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例（平成18年条例第291号）

の一部を次のように改正する。 

第11条第１項中「都城市水道企業職員就業規程（平成18年水道事業管理規程第

11号）」を「都城市企業職員就業規程（平成29年上下水道事業管理規程第 号）

」に改める。 

（都城市水道事業給水条例の一部改正） 

13 都城市水道事業給水条例（平成18年条例第292号）の一部を次のように改正す

る。 

第４条第１項中「市長」を「上下水道事業の管理者の権限を行う市長（以下「

市長」という。）」に改める。 

（都城市水道事業水道料金等審議会条例の一部改正） 

14 都城市水道事業水道料金等審議会条例（平成20年条例第21号）の一部を次のよ

うに改正する。 

題名を次のように改める。 

都城市上下水道料金等審議会条例 

第１条中「都城市水道事業水道料金等審議会」を「都城市上下水道料金等審議

会」に改める。 

第２条を次のように改める。 

（定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定める

ところによる。 

(1) 水道料金等 都城市水道事業給水条例（平成18年条例第292号）、都城市

簡易水道事業等給水条例（平成18年条例第134号）及び都城市御池簡易水道
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事業等給水条例（平成18年条例第196号）に規定する水道料金、水道加入金

及び手数料をいう。 

(2) 下水道使用料等 都城市公共下水道条例（平成18年条例第239号）に規定

する公共下水道使用料及び都城市農業集落排水施設条例（平成18年条例第

171号）に規定する農業集落排水施設使用料をいう。 

(3) 受益者負担金等 都城広域都市計画下水道事業等受益者負担に関する条例

（平成18年条例第237号）に規定する下水道事業受益者負担金及び都城市農

業集落排水事業分担金徴収条例（平成18年条例第173号）に規定する農業集

落排水事業分担金をいう。 

(4) 上下水道料金等 水道料金等、下水道料金等及び受益者負担金等をいう。 

第８条を第９条とする。 

第７条中「水道局」を「上下水道局」に改め、同条を第８条とし、第６条を第

７条とし、第５条を第６条とする。 

第４条第３項を同条第４項とし、同条第２項第１号中「４人以内」を「３人以

内」に改め、同項第２号中「水道使用者」を「水道使用者、公共下水道使用者又

は農業集落排水施設使用者」に、「６人以内」を「５人以内」に改め、同項を同

条第３項とし、同条第１項中「12人以内」を「10人以内」に改め、同項を同条第

２項とし、同条に第１項として次の１項を加える。 

審議会は、水道料金等、下水道使用料等及び受益者負担金等ごとに構成する

ものとする。 

第４条を第５条とする。 

第３条中「水道料金等」を「上下水道料金等」に、「制定又は」を「制定し、

又は」に改め、同条を第４条とし、第２条の次に次の１条を加える。 

（設置） 

第３条 上下水道事業の管理者の権限を有する市長（以下「市長」という。）の

諮問に応じ、上下水道料金等について審議するため、都城市上下水道料金等審

議会（以下「審議会」という。）を置く。 
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 （都城市公共下水道整備基金条例及び都城市下水道事業受益者負担金等審議会条

例の廃止） 

15 次に掲げる条例は、廃止する。 

(1) 都城市公共下水道整備基金条例（平成18年条例第91号） 

(2) 都城市下水道事業受益者負担金等審議会条例（平成18年条例第238号） 
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議案第１７０号 

 

 

   財産の取得について 

 

 

 次のとおり電動式集密書架一式を取得することについて、地方自治法第９６条第

１項並びに都城市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条

例第３条の規定に基づき、議会の議決を求める。 

 

 

   平成２８年１２月１日提出 

 

都城市長 池 田 宜 永 

 

 

１ 品 名 電動式集密書架一式 

 

２ 数 量 １式 

 

３ 契 約 の方法 指名競争入札 

 

４ 契約の金額 １０７，４３８，４００円（消費税及び地方消費税込み） 

 

５ 契約の相手方 都城市高木町７０３０番地 

         大和エコシス株式会社 

         代表取締役 児玉 静子 
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議案第１７０号関係資料 
 

１ 取得財産 電動式集密書架一式 
 
２ 数  量 １式 
 
３ 予定価格 １２８，７４４，１００円（消費税及び地方消費税込み） 

       １１９，２０７，５００円（消費税及び地方消費税抜き） 
 
４ 落札価格 １０７，４３８，４００円（消費税及び地方消費税込み） 

        ９９，４８０，０００円（消費税及び地方消費税抜き） 
 
５ 落 札 率 ８３．４５％ 
 
６ 指名業者及び入札結果                 （アイウエオ順） 

指名業者 第１回入札金額 摘要 

株式会社アクロス － 辞退 

合資会社池田紙店 ９９，８００，０００円  

有限会社うすいデサキデポ １０３，０００，０００円  

有限会社オフィスプランナーやまもと － 辞退 

後藤教材株式会社 － 辞退 

株式会社事務器センター都城 － 辞退 

有限会社末吉紙店 １０９，０００，０００円  

株式会社セキュリティーサービス － 辞退 

大和エコシス株式会社 ９９，４８０，０００円 決定 

株式会社にしかわ １１０，０００，０００円  

有限会社野口屋紙店 １０３，２５０，０００円  

株式会社橋詰家具 １１３，３００，０００円  

有限会社丸中文具店 １０９，０００，０００円  

みやこ文具 １０９，８００，０００円  

株式会社宮崎ながの １０７，５００，０００円  

株式会社宮崎ヒューマンサービス － 辞退 

株式会社山﨑文科堂 １０５，０００，０００円  

山下文具店 － 辞退 

注） 入札金額は、消費税及び地方消費税抜きの金額である。 
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７ 電動式集密書架の仕様概要 

 (1) 電動式集密書架一式 

(2) 都城市立図書館本館１階閉架書庫内に、総棚段数 9,136 棚、約 315,000 冊（新

聞架を除く。）程度を所蔵できる電動書架を設置する。 

 (3) １ブロック１通路方式、ワンボタン及びタッチパネル操作とし、６ブロック

76台の集密書架を設置する。通路照明器具はLED照明延べ 243灯以上とする。 

 (4) 過電流防止装置、安全（停止）バー、通路進入検知機能、走行制限タイマー、

制震・免震機能、感震式書籍落下防止装置ほかの安全装置を有する。 

 (5) 棚体の構造は、JIS 規格同等の複柱式書架で支柱に 25mm ピッチで掛け孔が

空いており簡単に棚板の上げ下げができること。 

 (6) 駆動部の構造は、可動書架の台枠内に取り付けられた駆動用モーター・駆動

伝達シャフト・減速機・車輪によって構成された無給油方式で長期間の使用

によっても、ゆがみ・ガタ等が生じないよう溶接構造のものであること。 

 (7) 可動書架の移動速度は、４m/分以上であること。 

 (8) 車輪は、鋼鉄製のもので、脱輪を防ぐためフランジ付車輪とフラット車輪の

組み合わせとする。 

 (9) レール本体は、さびの生じにくい SUS 製で、レール形式は床との段差を生じ

ない床張りレール形式であること。（床は P タイル仕上げとする。） 

 (10) 塗装は、JIS-K5961 及び JIS-5962 に規定する同等以上の電着焼付塗装仕上

げとし、見えがかりの塗膜厚は 20μ以上とする。なお、化学物質の濃度は、

厚生労働省の定める VOC 室内環境濃度指針値以内とし、塗装色はホワイト系

とする。 
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議案第１７１号 

 

 

   公の施設の指定管理者の指定について 

 

 

 地方自治法第２４４条の２第６項及び都城市養護老人ホーム条例第７条第１項の

規定により、公の施設の指定管理者を次のとおり指定する。 

 

 

１ 指定管理者に管理を行わせようとする公の施設の名称 

   都城市高城養護老人ホーム友愛園 

 

２ 指定管理者となる団体の名称 

   社会福祉法人丸野福祉会 

 

３ 指定の期間 

   平成２９年４月１日から平成３４年３月３１日まで 

 

 

   平成２８年１２月１日提出 

 

                   都城市長 池 田 宜 永 
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議案第１７１号関係資料 

   高城養護老人ホーム友愛園 

 

都城市高城養護老人ホーム友愛園指定管理者候補者選定の概要 

 

 都城市高城養護老人ホーム友愛園施設の指定管理者については、次のとおり候補となる団体

を公募により選定しました。 

 なお、選定された団体を指定管理者とする議案が、平成２８年１２月議会で可決された場合

には、同団体が指定管理者として、本施設の管理運営にあたることとなります。 

 

１ 指定管理者候補者の概要 

 （１）団体の名称    

社会福祉法人丸野福祉会 

 （２）代表者名      

理事長 山田 一久 

 （３）所在地       

都城市丸谷町４６７０番地 

 （４）設立年月日     

昭和４５年５月２０日 

 （５）従業員数      

１２０名 

 （６）業務内容      

ア 第一種社会福祉事業 

（ア）特別養護老人ホームほほえみの園 

イ 第二種社会福祉事業 

 （ア）老人短期入所事業（ほほえみの園） 

 （イ）まるの認定こども園の設置経営 

 （ウ）保育所こばと保育園の設置経営 

 （エ）老人デイサービス事業（働くデイサービスセンターほほえみの園） 

  （オ）老人居宅介護等事業（ヘルパーステーションほほえみの園） 

ウ 公益事業 

 （ア）訪問看護事業（訪問看護ステーションほほえみの園） 

 

２ 指定期間 

  平成２９年４月１日 ～ 平成３４年３月３１日（５年間） 
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３ 施設及び業務の概要 

 （１）施設概要 

施設名及び所在地 施設規模等 

都城市高城養護老人ホーム友愛園 

（都城市高城町石山４２２７番地） 

 敷地面積：12,196.00 ㎡ 

 鉄筋コンクリート造、平屋建て 

延床面積： 1,999.89 ㎡ 等 

 

 （２）業務概要 

    施設の管理運営 

    老人福祉法第 11条第 1項の規定に基づき、65歳以上の者であって、環境上及び経済的

理由により居宅において養護を受けることが困難な者等を入所させて養護する。 

 

４ 事業計画の概要 

  事業計画書概要版のとおり 

 

５ 選定結果の概要 

 （１）公募の概況 

  ア 応募団体数 

    ２団体 

  イ 指定管理者候補者選定までの経過 

    平成 28 年６月１日～平成 28 年６月 30 日    募集（広報都城６月号、ホームページ

に掲載） 

    平成 28 年７月５日              現地説明会 

    平成 28 年７月 12 日～平成 28年７月 22日   申請書受付 

    平成 28 年８月３日、平成 28 年 10 月 19 日   選定委員会開催、面接審査 

    平成 28 年 10 月 20 日            選定結果報告 

 

 （２）都城市指定管理者候補者選定委員会委員構成 

     委員構成 人数 

有識者 

学識経験者      １人 

税理士      １人 

司法書士      １人 

行政書士      １人 

民生委員・児童委員      １人 

施設利用者代表      １人 

 

 （３）選定理由 

    平成２８年８月３日及び平成２８年１０月１９日に都城市指定管理者候補者選定委員
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会において、書類審査・面接審査をもとに、選定基準に基づいて総合的に審査・選考（総

合得点方式）を行った結果、以下の理由で、社会福祉法人丸野福祉会が指定管理者とし

て適正であると判断しました。 

 

「選定基準１ 市民の平等な利用が確保されること」 

・相談苦情の対応については、弁護士を含めた相談苦情受付体制を構築している。 

 

「選定基準２ 事業計画の内容が施設の効用を最大限に発揮するものであること」 

・地域住民との活動に積極的に取り組み、地域・在宅・施設における暮らしについて一環

性を持った個別ケアの視点を重視していること。 

 

「選定基準３ 事業計画の内容が管理経費の節減が図られるものであること」 

・入居者の生活環境の維持や、職員の職場環境の整備について重点的な経費配分を行い、

委託が可能な部分については、民間外部委託を行い、経費の節減を図るとしていること。 

 

「選定基準４ 事業計画に沿った管理を安定的に行う物的能力及び人的能力を有している

こと」 

・職員の研修制度、離職防止等に関する適切な対応がなされていること。 

・音声入力支援システムを活用した介護記録等の作成による、事務処理時間の短縮で、よ

り介護に時間を費やすことができていること。 

 

「選定基準５ その他、公の施設を管理させるに当たり必要な基準」 

・元気や健康とは異なる幸福度という独自の指針が評価できること。 

・地域自治会に加入し交流を深めて、地域住民の信頼を得ていること。 

 

 （４）選定委員会における主な意見 

   〈選定基準に関する事項〉 

   ・選定基準については、施設の特性を考慮し、事業計画内容が施設の効用を最大限に発

揮されること、事業計画に沿った管理を安定的に行い、物的･人的の能力に関する項目

について重点的に配点を行った。 

 

   〈指定申請書記載事項について〉 

   ・施設の設置目的に沿った提案であり、団体の財務状況についても適正であると判断し

た。 

   ・管理者の変更に伴う入所者等への不安解消のための取組についても提案されており、 

    安定的な運営が期待できる。 

    

 （５）選定結果 

    次のとおり 
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案
さ

れ
て

い
る

か
。

・関
係

団
体

や
地

域
住

民
と

の
連

携
、

交
流

に
つ

い
て

の
提

案
が

な
さ

れ
て

い
る

か
。

・利
用

者
サ

ー
ビ

ス
の

向
上

に
つ

い
て

提
案

が
さ

れ
て

い
る

か
。

・施
設

の
維

持
管

理
、

安
全

管
理

に
つ

い
て

、
的

確
な

実
施

計
画

が
提

案
さ

れ
て

い
る

か
。

・施
設

の
設

備
、

機
能

等
の

有
効

活
用

に
つ

い
て

、
提

案
が

さ
れ

て
い

る
か

。

・適
切

な
利

用
料

金
及

び
利

用
料

金
収

入
の

提
案

が
さ

れ
て

い
る

か
。

・経
費

節
減

の
考

え
方

、
提

案
が

な
さ

れ
て

い
る

か
。

・具
体

的
な

管
理

業
務

の
効

率
化

が
提

案
さ

れ
て

い
る

か
。

・経
費

節
減

を
踏

ま
え

た
経

費
の

重
点

配
分

に
つ

い
て

の
考

え
方

が
提

案
さ

れ
て

い
る

か
。

・安
定

し
た

運
営

が
可

能
な

団
体

の
財

務
状

況
か

。

・類
似

施
設

を
良

好
に

運
営

し
た

実
績

が
あ

る
か

。

・収
支

計
画

の
積

算
根

拠
が

明
確

で
、

実
現

可
能

な
も

の
か

。

・収
支

計
画

と
事

業
計

画
の

整
合

性
は

図
ら

れ
て

い
る

か
。

・組
織

体
制

、
勤

務
体

制
、

責
任

体
制

が
確

立
さ

れ
て

い
る

か
。

・管
理

者
変

更
に

伴
う
利

用
者

等
の

不
安

を
払

拭
す

る
対

策
が

提
案

さ
れ

て
い

る
か

。

・職
員

の
指

導
育

成
、

研
修

体
制

及
び

接
遇

向
上

の
た

め
の

提
案

が
な

さ
れ

て
い

る
か

。

・災
害

時
の

対
応

、
連

絡
体

制
等

に
つ

い
て

提
案

さ
れ

て
い

る
か

。

・個
人

情
報

保
護

、
情

報
公

開
及

び
労

働
法

令
等

に
つ

い
て

十
分

認
識

し
て

い
る

か
。

・申
請

団
体

の
将

来
性

、
地

域
団

体
や

地
域

住
民

等
と

の
融

合
性

、
利

用
状

況
等

の
把

握
が

提
案

さ
れ

て
い

る
か

。

・職
員

の
配

置
計

画
及

び
勤

務
体

制
は

適
切

か
。

職
員

の
賃

金
や

そ
の

他
労

働
条

件
は

適
切

か
。

・公
の

施
設

を
管

理
す

る
に

あ
た

り
ア

ピ
ー

ル
し

た
い

こ
と

。

合
　
計

60
0

35
4

35
7

10
0

※
指
定
管
理
料
は
老
人
保
護
措
置
費
支
弁
基
準
に
基
づ
い
て
支
払
い
ま
す
が
、
予
算
査
定
等
を
経
て
市
議
会
の
議
決
に
よ
り
決
定
す
る
も
の
で
す
。
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２
．
事
業
計
画
の
内
容
が
施
設
の

効
用
を
最
大
限
に
発
揮
す
る
も
の

で
あ
る
こ
と
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8
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５
．
そ
の
他
、
公
の
施
設
を
管
理

さ
せ
る
に
当
た
り
必
要
な
基
準

34

20

選
定
基
準

配
点

審
査
項
目

１
．
市
民
の
平
等
な
利
用
が
確
保

さ
れ
る
こ
と

15

４
．
事
業
計
画
に
沿
っ
た
管
理
を

安
定
的
に
行
う
物
的
能
力
及
び
人

的
能
力
を
有
し
て
い
る
こ
と

３
．
事
業
計
画
の
内
容
が
、
管
理

経
費
の
縮
減
が
図
ら
れ
る
も
の
で

あ
る
こ
と

11 159

11
8

12
0

45
45

管
理
運
営
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利
用
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促
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（
平
成
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年
度
）

経
費
節
減
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6

人
的
能
力
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9

33
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そ
の
他

78 21
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措
置
費
と
同
額

審
査
内
容
簡
潔

一
人
当
た
り
配
点

物
的
能
力

サ
ー
ビ
ス
・
利
便

性
の
維
持
向
上

18

採
点
結
果

〈
参
考
〉
：
提
案
金
額
（
単
位
：
千
円
）
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事業計画書概要版 

申 請 団 体 名 社会福祉法人 丸野福祉会 

希望する施設名 都城市養護老人ホーム 友愛園 

 

2－1 市民の平等な利用に関すること 

(1) 当該施設の管理運用方針等について 

・入所者の意思及び人格を尊重し、常に個々の立場に立ったサービスを提供できるよう

努めていきます。 

・指定管理業務仕様書に基づき業務を行っていきます。 

(2) 環境に配慮した取り組みについて 

  全室個室の施設の特色を活かし、入所者が個人の尊厳を保ちながら、安全で安心して

生活できる施設環境整備に努めていきます。 

(3) 当該施設に係る相談や苦情等への対応について 

 苦情に適切に対応するために、苦情受付業務体制を整備し、入所者及びその家族からの

相談や苦情に迅速かつ、その方の立場に立った対応に努めます。 

2－2 施設効用の発揮に関すること 

(1)入所者からのニーズへの対応について 

 ・定期的にアセスメント・モニタリングを行い、入所者毎のニーズを的確に把握できる

よう努めます。 

・リハビリ面では、入所者の有する能力に応じた機能訓練および指導を実施し、楽しく

生きがいのある生活を支援します。 

・食事面では、入所者個別のニーズに対応した食事サービスの提供を実施します。入所

者の自立支援に向けて、専門性に長けた職員を配置するよう努めます。 

(2)サービス、利便性の維持向上を図るための方法について 

  職員は、特別養護老人ホームにおけるサービス提供ノウハウを活かせられる者を配属

し、その専門性を活かし、質の高いサービスを提供します。 

また、同一法人内の他事業所（特養、デイ）が比較的近い場所にあり、フォロー体制を

取りやすいと考えます。 

(3) 自己の収入となる事業計画、収支見込等について 

  将来的に入所者の介護度が進み外部サービスへのニーズが高くなった場合、特定施設

入所者生活介護事業の指定を受け、訪問介護、訪問看護等の外部サービスの受け入れに

ついても考える必要があります。 

(4) 施設の維持管理、安全管理対策について 

 ・維持管理業務は、現況の業務委託の内容で基準に従った形で実施します。 

・安全管理対策は、消防法に従った定期的な点検の実施と防災訓練を月１回実施します。 

・施設の安全管理について、玄関門の外は、勾配もあり、交通量も多いことから、セン

サー等を用いて、安全対策に努めます。 
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(5) 利用料金（案）について 

  利用料金は、養護老人ホーム被措置者費用徴収基準に準じるものとします。 

2－3 管理経費の縮減に関すること 

(1) 経費の節減等について 

  入所者の生活の質が低下することのないよう、計画的な予算執行による経費の節減に

努めます。 

・人件費は、適切な人員配置の中で、能力やがんばりに応じた福祉施設職員としての使

命感とやりがいを持って勤めてもらう事と共に、人件費の適切な管理に努めます。 

・給食については、職員はそのままに民間外部委託を行い、民間のノウハウによるサー

ビスの向上が期待され、食材やその他経費の節減につながると思います。 

(2) 清掃、維持補修等に関する考え方について 

 ・機械、器具等の保守管理点検については、業者へ業務委託していきます。 

・清掃については、技術を要する部分や範囲の広大な部門については業者へ業務委託し

ますが、日々の施設内清掃や除草等については職員を中心に随時行っていきます。 

(3) 経費の配分でどこに重点的に経費をかけるかについて 

  入所者の安心、安全、快適な生活環境を整えること、職員が働きやすく離脱しない職

場環境の整備に努めることを重視した経費配分を行っていきます。 

2－4 安定的な施設の管理運営に関すること 

(1) 施設管理運用のための人員体制、連絡体制、勤務体制及び責任体制等について 

 ・人員体制は、配置基準を満たすとともに、上質なサービスを提供できる職員を配置し

ていきます。 

・連絡体制は、法人全体及び都城市を含めた形で、必要時や緊急時に確実に連絡が行き

届くよう SNSやテクノロジーを活用して構築していきます。 

・勤務体制及び責任体制等は、職員の適材適所による配置と、経験ある役職者を配置す

ることで体制を整えていきます。 

(2) 管理者の変更に伴う、入所者等への不安解消の対策について 

  事前に入所者、家族等へ十分な説明を行い、入所者の生活に大きな変化はない事や、

これまで以上に質の高いサービスの提供を約束する事で不安を解消できればと考えてお

ります。また、説明の中で、これまで丸野福祉会が培ってきた運営について動画や写真

を交えた形で紹介させていただき、法人運営のご理解を深めて頂くよう努めていきます。 

合わせて特別養護老人ホームほほえみの園等、法人施設の見学会を実施します。 

職員の皆様の不安も、入所者、家族へ伝わることを考慮して、職員の皆様にも説明会、

法人施設見学会、及び法人職員との懇談会を実施して、不安の解消に努めます。 

 

(3) 職員の指導育成、研修体制について 

 ・指導育成は、各種マニュアルを整備し、職員によってサービス提供に大きな差が出な

いよう努めます。 

・研修体制は職場内研修、職場外研修への積極的な参加を奨励し、職員個々の成長を技
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術向上に努めることを法人全体で取り組んでいます。 

(4) 災害時の対応、連絡体制等について 

  防災計画、非常時連絡体制を整備し、防災士・防火管理者主義による月１回の防災訓

練の実施と非常時連絡網によるスムーズに行える訓練も適宜行います。 

現在、法人に防災士が６名配置、今後、防災士の育成にも力を入れています。また、地

域の公民館との共同の防災訓練に繋がるように、積極的に地域行事に参加・協力して信

頼関係を構築してきます。急な災害を想定し、常時、緊急時の食材が確保できるよう努

めていきます。 

(5) 個人情報保護、情報公開及び労働法令等の考え方 

 ・個人情報保護法に基づき、入所者の個人情報を適切に取り扱うよう努めます。ご面会・

地域住民、ボランティア等の方々には、入所者個々のプライバシー及び個人情報の配慮

をしていただくよう、必ず説明を行います。 

・情報公開は前年、当法人内の特別養護老人ホームが評価を受けた、宮崎県福祉サービ

ス第３者評価基準を基に公開して、今後、この宮崎県福祉サービス第３者評価基準を受

ける努力をしていきます。 

・広報誌またはフェイスブック上にて情報公開を行います。 

・労働法令を遵守し、職員にとって働きやすい環境整備に努めます。 

2－5 その他、公の施設を管理するにあたり必要な基準に関すること 

養護老人ホームの設備及び運営に関する基準に基づき、業務の遂行に必要とされるべ

き職員を確保し、配置します。 

施設長・相談員・看護師・栄養士・調理員・生活支援員の補充についても、入居者や

ご家族、職員に戸惑いがないように、安心できる専門性と経験を踏まえた職員を配置しま

す。 

2－6 公の施設を管理するにあたりアピールしたいこと 

地域に開かれた施設づくりを推進し、地域の方々が気軽に訪れることのできるイベン

トを企画し、また施設から地域に出向いての交流も積極的に行います。 

公の施設として、いつでもどなたでも何でも相談ができる場であり続けられるように、

施設をできる限り開放して、地域からの信用と信頼が得られるよう努めます。 
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議案第１７２号 

 

 

   公の施設の指定管理者の指定について 

 

 

 地方自治法第２４４条の２第６項並びに都城市都市公園条例第４条第１項及び都

城市都市公園以外の公園に関する条例第５条第１項の規定により、公の施設の指定

管理者を次のとおり指定する。 

 

 

１ 指定管理者に管理を行わせようとする公の施設の名称 

   都城市山之口運動公園及び都城市山之口佐土原市民広場 

 

２ 指定管理者となる団体の名称 

   株式会社文化コーポレーション 

 

３ 指定の期間 

   平成２９年４月１日から平成３０年３月３１日まで 

 

 

   平成２８年１２月１日提出 

 

                   都城市長 池 田 宜 永 
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議案第１７２号関係資料 

   教育委員会事務局 スポーツ振興課 

 

山之口運動公園外１施設指定管理者候補者選定の概要 

 

 山之口運動公園外１施設の指定管理者については、次のとおり候補となる団体を非公募により

選定しました。 

 なお、選定された団体を指定管理者とする議案が、平成２８年１２月議会で可決された場合に

は、同団体が指定管理者として、本施設の管理運営に当たることとなります。 

 

１．指定管理者候補者の概要 

 （１）団体の名称 

    株式会社文化コーポレーション 

 （２）代表者名 

    代表取締役社長 齊藤幹生 

 （３）所在地 

    宮崎市生目台西３丁目４番地２ 

 （４）設立年月日 

    昭和３４年２月１日 

 （５）従業員数 

    １，４４９人 

 （６）業務内容 

    一般労働者派遣業務 

    清掃管理業務 

    建築物設備管理業務 

    建築物環境衛生管理業務 

    施設警備業務 

    雑踏警備業務 

    給食業務 

    寮、マンションの管理業務 

    建築物の営繕業務 

    庭園管理業務 

    清掃用品販売業務 

    各種保険及び物品販売代理店業務 

    介護保険法による訪問介護の居宅サービス事業 

    有料職業紹介事業 

    医療機器、健康機器の販売、賃貸及びリース 

    公衆浴場業務 

    ホテル・旅館業務 
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    指定管理者業務 

    車輌運行業務 

    教育訓練業務 

    不動産取引業務 

    上記に附帯関連する一切の業務 

２．指定期間 

  平成２９年４月１日 ～ 平成３０年３月３１日（１年間） 

 

３．施設及び業務の概要 

 （１）施設概要 

施設名及び所在地 施設規模等 

都城市山之口運動公園 

（都城市山之口町花木２３８１番

地４、２４５３番地１４、２８６４

番地及び２８６７番地７） 

  

敷地面積：115,599㎡ 

延床面積：2,588 ㎡ 

 

都城市山之口佐土原市民広場 

（都城市山之口町花木２４１６番

地１） 

 

敷地面積：2,069㎡ 

延床面積：6㎡ 

 

  

 

（２）業務概要 

   ①施設の運営に関すること 

   ②施設の維持管理に関すること 

   ③設備の安全管理に関すること 

   ④月報の報告 

 

４．事業計画の概要 

  事業計画書のとおり 

 

５．選定結果 

 （１）非公募により候補者を選定した理由 

   山之口運動公園等施設は、現在、山之口運動公園の体育館の改修を行っており、平成２９

年２月中旬まで工期がかかる見込みである。その為、供用開始平成２９年３月１日の予定ま

での準備期間が短く、改修後の平成２９年度に仮に指定管理者が変更となった場合、円滑な

運営ができなくなる可能性があることから、新体育館の管理運営サービスを維持し、利用者

の混乱を招かないために、現指定管理者の指定期間（平成２６年度～２８年度）を平成２９

年度まで１年間延長するものである。 
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 （２）申請書類の審査結果 

  ・住民の平等な利用の確保について 

   挨拶や接遇には細心の注意を払い、丁寧で確実な管理運営を行い、利用者が快適に安全に

安心してくつろげ、「使ってよかった」「また来よう」と思っていただける施設作りに取り組

んでいる。お客様に気軽に立ち寄っていただけ、様々な目的での利用が考えられる施設とし

て、利用者一人一人の特性に配慮し、ニーズに即したきめ細やかな対応を心掛けている。 

 

  ・施設の効用の最大限の発揮について 

   施設利用の注意事項を記載した利用の手引を配布し、利用マナー等に関する注意を喚起し

ている。施設のリーフレットや季節毎の様々なニュース、各種事業の情報を載せた季刊ちら

しを作成し、利用者やスポーツ団体、地域自治会等に配布し、施設紹介を積極的に行ってい

る。ホームページの施設案内や各種事業の情報、施設の予約状況をより有効に活用している。 

 

  ・管理経費の縮減について 

   公の施設の指定管理者には、行政の代行者として市民サービスの向上と業務の効率化によ

る経費節減が前提条件として求められている。長年培ってきた経営資源と機動力を最大限に

活かし、法令を遵守し、管理運営業務の安全・品質を確保した上で適正な経費の縮減を目指

している。一部の法定点検や修繕業務等を除き、施設運営や維持管理業務を直営で効率良く

行い、運営品質向上とコスト削減を同時に達成している。 

 

  ・管理運営能力について 

   山之口地区の「スポーツレクリエーションの振興」や「健康増進」の中核施設として、有

効に活用されるように「もてなす」「はぐぐむ」「つなぐ」の３つの基本理念を掲げて、施設

の管理運営に取り組んでいる。 

施設管理の経験とノウハウを活かし、常に円滑に利用していただける施設運営を行ってい

る。 
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議案第１７３号 

 

 

   公の施設の指定管理者の指定について 

 

 

 地方自治法第２４４条の２第６項並びに都城市都市公園条例第４条第１項及び都

城市地区体育館条例第５条第１項の規定により、公の施設の指定管理者を次のとお

り指定する。 

 

 

１ 指定管理者に管理を行わせようとする公の施設の名称 

   都城市高崎総合公園及び都城市高崎大牟田地区体育館 

 

２ 指定管理者となる団体の名称 

   高崎町星の郷総合産業株式会社 

 

３ 指定の期間 

   平成２９年４月１日から平成３１年３月３１日まで 

 

 

   平成２８年１２月１日提出 

 

                   都城市長 池 田 宜 永 
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議案第１７３号関係資料 

   教育委員会事務局 スポーツ振興課 

 

高崎総合公園外１施設指定管理者候補者選定の概要 

 

 高崎総合公園外１施設の指定管理者については、次のとおり候補となる団体を非公募により選

定しました。 

 なお、選定された団体を指定管理者とする議案が、平成２８年１２月議会で可決された場合に

は、同団体が指定管理者として、本施設の管理運営に当たることとなります。 

 

１．指定管理者候補者の概要 

 （１）団体の名称 

    高崎町星の郷総合産業株式会社 

 （２）代表者名 

    代表取締役 児玉 宏紀 

 （３）所在地 

    都城市高崎町大牟田１３３２番地８ 

 （４）設立年月日 

    平成１０年１月２２日 

 （５）従業員数 

    ５４人 

 （６）業務内容 

    都城市が所有する温泉交流センター・温水プール・たちばな天文台・たちばな北斗ハウ

スの管理運営業務の受託 

    都城市が所有する大牟田農産加工センター及び総合公園内施設の管理運営の受託 

    酒類、タバコ、食品、飲料水、スポーツ用品及び日用雑貨の販売 

    民芸品の製造販売 

    観光みやげ物の販売 

    スポーツ用品の賃貸 

    地域産業に関する商品の企画、立案及び研究開発 

    各種催事の企画及び運営 

    農作業、林業作業の受託 

    給食の製造と配送 

    損害保険代理店業 

    旅行業代理店業 

    労働者派遣事業 

 

２．指定期間 

  平成２９年４月１日 ～ 平成３１年３月３１日（２年間） 
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３．施設及び業務の概要 

 （１）施設概要 

施設名及び所在地 施設規模等 

都城市高崎総合公園 

（都城市高崎町大牟田１３２６番

地１、１３２６番地４３、１３２６

番地４６、１３３２番地１０、１３

３２番地７） 

 

敷地面積：543,592㎡ 

延床面積：4,107 ㎡ 

 

都城市高崎大牟田地区体育館 

（都城市高崎町大牟田１３１９番

地） 

敷地面積：1,218㎡ 

延床面積：840 ㎡ 

 

  

（２）業務概要 

   ①施設の運営に関すること 

   ②施設の維持管理に関すること 

   ③設備の安全管理に関すること 

   ④月報の報告 

 

４．事業計画の概要 

  事業計画書概要版のとおり 

 

５．選定結果 

 （１）非公募により候補者を選定した理由 

   高崎総合公園は、平成 26年度に温泉施設等と体育施設で別々に指定管理者を募集し、両施

設とも高崎町星の郷総合産業株式会社が指定管理者となっているが、指定期間については、

温泉施設等は更新であったため５年、体育施設は新規であったため３年の指定期間としたこ

とにより、２年間のずれが生じている。しかし、高崎総合公園等施設（体育施設）と同じエ

リア内にある、温泉、パークゴルフ場等との一体管理により、効率的な管理運営とスポーツ

合宿等の利用者へのサービス向上にもつながっていることなどから、高崎総合公園等施設（体

育施設）の指定期間を温泉施設等と合わせた平成 30年度までとし、指定期間を２年間延長す

るものである。 

 

 （２）申請書類の審査結果 

  ・住民の平等な利用の確保について 

   都城市民、近隣市町村等多くの利用者に満足いただけるように施設を提供している。また、

幼児から高齢者、健常者や障がい者の区別なく幅広いニーズに出来るだけ応えられるように

努めている。 
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  ・施設の効用の最大限の発揮について 

   利用者サービスの向上については、近隣施設である温泉交流センターやたちばな北斗ハウ

スを利用したスポーツ団体などの合宿や競技大会などが利用しやすいように、温泉センター

指定管理者と連携している。また、管理運営する際には、夜間や休日に利用する際や突然の

利用申し込み等にも対応するためにスタッフが常駐し、利用者の利便性の向上を進めている。 

 

  ・管理経費の縮減について 

   基本的に「経費はできるだけ無駄を省き、人的経費を抑えるために効率よく人員を配置し、

物的経費は必要な時に必要な物を必要な量だけ用意する」という考え方で、適切な管理に努

めている。具体的な管理業務の効率化については、温泉施設等を指定管理者として管理運営

をしているが、公の施設の運営にはその培ったノウハウを活かした管理をしている。日常の

清掃や維持補修管理業務は、基本的に自社で行い、適切に素早い対応を行っている。 

 

  ・管理運営能力について 

   常勤役員としての専務取締役、現場責任者である課長級の従業員を中心に管理施設に担当

者を配置し、施設の実務担当スタッフとの連携が十分取れるよう連絡体制、責任体制を備え

ている。毎月１回企画会議で各種イベントの開催内容を協議し、会議終了後に業務研修会を

実施している。また、毎日朝礼を実施し、情報の共有化を図るともに指導育成を図っており、

消防訓練などの研修等を実施している。 
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事業計画書(概要版) 

申請団体名 高崎町星の郷総合産業株式会社 

希望する施設名 高崎総合公園外 1 施設（総合体育館、陸上競技場、野球場、多目的広場、庭

球場、大牟田地区体育館） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.利用者の安心・安全の確保を第一とした維持管理 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当該施設運営の重点項目 
 
1.利用者の安心・安全の確保を第一と
した維持管理 
2.拠点施設としての平等利用の確保 
3.利用調整業務 
4.利用の促進、サービス・利便性の維
持向上 
5.管理費の経費削減 
6.自主事業の実施 

当社の会社運営指針 
お客様に親しまれ、愛される会社であるよう
に、全員が心を一つにして、責任を持って行動
しよう。 
１．施設は1日に1度は点検して故障をなくし、
安全で、清潔で、快適で常にオープン時の状
態でお客さんに提供しよう。 
２．料理は食中毒を起こさないように注意し
て、味を命と考え、朝昼晩確認をして美味し
いものをお客様に提供しよう。 
３．サービスはまず笑顔で、親切に申し上げる
ことを基本にお辞儀とことば使いを大切に
しよう。 

当該施設の設置目的 
・市民の体位、体力向上 
・スポーツ、レクリエーションの普及振興 

当該施設の運営の考え方 
・市民が継続的にスポーツ参加できる場所を提供する 
・各種スポーツ大会の開催による市民の参加を促進する 

日常の清掃や維持補修管理業務 
○自社で行うもの 
屋内施設内 清掃、窓ふき等 
屋外施設および周辺 草刈り、グランド整備等 
その他 トイレ清掃、落ち葉清掃等 
○専門業者に委託するもの 
自家用電気工作物保安点検 
浄化槽点検 
夜間保安警備装置点検 
浄化槽法定検査 
貯水槽点検 
消防設備保守点検等 
ワックスがけ 

・常に施設を安全で清潔に保つ 
・利用者の立場で保守管理 
・安全で快適な施設管理 

点検業務の流れ 
当社担当者が施設を毎日目視点検 
→異常個所が発見 
→適切な処置および当社責任者へ 

連絡 
→対応を協議 
→市の担当課に報告 

施設に『お客様の声受付箱』を設置し常時受付 
→窓口では、利用者から直接伺う 
→内容をまとめる（いつ、だれが、どこで、どのような…） 
→社内で責任者や関係者を交えて十分な協議し速やかに対応を決定 
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2.拠点施設としての平等利用の確保 

 

  

 

 

 

 

 

3.利用調整について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.利用の促進、サービス・利便性の維持向上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.管理費の経費削減 

 

 

 

 

 

 

 

 

高崎地区住民 都城市民

近隣市町村民 県内外合宿利用者 

幼児・高齢者・障がい者
にも利用しやすい 
高崎地区のスポーツ 
関連拠点施設 

経費節減の基本的な考え方 
 
『経費はできるだけ無駄を省き、人的経費を抑えるために効率良く人員を配置し、物的
経費は必要な時に必要なものを必要な量だけ用意する。』 

 
・『利用者の安心・安全』が担保されることが第一である 
・経費の削減を検討する際には利用者へ影響をよく調査してから実行 
・温泉施設等の管理運営で培ったノウハウを施設管理に生かす 

温泉交流センター 
たちばな北斗ハウス 

利用団体 

スポーツを通じた 
他の地域の団体との交流 

高崎地区の経済的な 
地域活性化 

合宿 
競技大会 温泉センター指定管理者との積極的な連携 

夜間、休日 
利用団体 

利用者の利便性向上 スタッフ常駐 

利用調整会議 

各種スポーツ団体等や地域住民との連携・交流 

高崎地区体育協会 
高崎地区公民館 

合宿団体 中学校部活動 

その他スポーツ団体 

市民目線に近い距離でのサービス 
地域に根差した管理運営 

合宿団体等の利用や競技大
会を考慮し、温泉センター指
定管理者との連携をできる
だけ図る 
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6.自主事業について 

 

 
※小学生スポーツ教室、未就学児体力づくり教室 
高崎地区や近隣の小学生、未就学児を対象に様々なスポーツに慣れ親しむ機
会の提供、気軽に参加できる参加料の設定及び、ニーズに対応した事業の実
施。 
幅広い世代の住民ニーズ 
都城周辺の小中学生サッカー大会を開催 
スポーツの日常化を推進 
親子で参加できるイベント等を開催 
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業　　　務　　　名 業　　　務　　　内　　　容
（施設名称等） （業務概要・発注者等）

温泉・宿泊の利用料金徴収、施設維持管理
発注者　都城市長
利用料金徴収、施設維持管理
発注者　都城市長
利用料金徴収、施設維持管理、天体観測の説明
発注者　都城市長
施設利用料金徴収、施設維持管理
発注者　都城市長
道具貸出し、施設利用料金徴収
発注者　都城市長
使用料金徴収、施設維持管理
発注者　都城市長
温泉・宿泊の利用料金徴収、施設維持管理
発注者　都城市長
利用料金徴収、施設維持管理
発注者　都城市長
利用料金徴収、施設維持管理、天体観測の説明
発注者　都城市長
施設利用料金徴収、施設維持管理
発注者　都城市長
道具貸出し、施設利用料金徴収
発注者　都城市長
使用料金徴収、施設維持管理
発注者　都城市長
温泉・宿泊の利用料金徴収、施設維持管理
発注者　都城市長
利用料金徴収、施設維持管理
発注者　都城市長
利用料金徴収、施設維持管理、天体観測の説明
発注者　都城市長
施設利用料金徴収、施設維持管理
発注者　都城市長
道具貸出し、施設利用料金徴収
発注者　都城市長
利用料金徴収、施設維持管理
発注者　都城市長

※　過去３年間の主要実績業務について記入してください。
（同様の施設管理実績がある場合は、これを優先して記入してください。）
※　業務内容欄には、業務の概要、発注者等について可能な限り詳細に記入してください。
※　その他、申請団体の概要がわかる資料がある場合は、添付してください。

27 パークゴルフ場 1,510,000

27 ＲＶパーク 0

27 たちばな天文台 7,909,000

27 たちばな北斗ハウス 0

27 温泉交流センター 31,514,000

27 温水プール 11,335,000

26 パークゴルフ場 1,008,000

27 高崎総合公園施設外1施設 19,230,000

26 たちばな天文台 3,936,000

26 たちばな北斗ハウス 0

26 温泉交流センター 30,847,000

26 温水プール 14,200,000

25 パークゴルフ場 360,000

26 高崎総合公園施設外1施設 18,708,000

25 たちばな天文台 3,940,000

25 たちばな北斗ハウス 0

25 温泉交流センター 31,156,350

25 温水プール 11,000,000

申請団体名　　　　高崎町星の郷総合産業株式会社
施    設   名　　    高崎総合公園外1施設

主　 要　 業　 務　 実　 績

年
度

受注額（円）
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議案第１７４号 
 
 
   財産の取得について 
 
 
次のとおり都城市立図書館の備品を取得することについて、地方自治法第９６条第

１項並びに都城市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例
第３条の規定に基づき、議会の議決を求める。 
 
 
平成２８年１２月１日提出 

 
                    都城市長 池 田 宜 永  
 
 

１ 取得財産及び数量   （１）書架  一式 
           （２）机、椅子その他の家具類  一式 
           （３）図書館業務に必要な備品類  一式 
 
２ 財 産 の 取 得 に 係 る 金 額   ３４８，０７６，５４８円 
 
３ 契約の方法   随意契約 
 
４ 契約の相手方   東京都港区港南１丁目８番３５号 
           コクヨマーケティング株式会社 
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議案第１７４号関係資料 
 
 
１ 取得財産及び数量  別紙のとおり 
 
２ 財 産 の 取 得 に 係 る 金 額  ３４８，０７６，５４８円（消費税及び地方消費税込み） 
         ３２２，２９３，１００円（消費税及び地方消費税抜き） 
 
３ 契約の金額  ３５１，３１６，５４８円（消費税及び地方消費税込み） 
         ３２５，２９３，１００円（消費税及び地方消費税抜き） 
 
４ 契約相手の選定理由      「都城市立図書館整備・管理運営等事業」の事業者募集は、中心

市街地に移転する都城市立図書館の備品調達等業務、指定管理者
業務、併設カフェの運営業務の３事業を一括して担える者を公募
したものである。 

応募があった３つの共同体の中から、より優れていたＭＡＬコンソ

ーシアム（代表団体株式会社マナビノタネ、構成団体コクヨマーケ
ティング株式会社、株式会社ヴィアックス）が優先交渉者として
選定され、都城市立図書館整備・管理運営等事業基本契約を締結
したので、このうちの備品調達等業務担当事業者であるコクヨマ
ーケティング株式会社を契約相手とするものである。 
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1 式

1 式

1 式

1 式

７.合計（３＋６） 351,316,548

４.図書館備品レイアウト等作成業務 3,000,000

３.小計（１＋２） 348,076,548

６.小計（４＋５） 3,240,000

５.図書館備品レイアウト等作成業務に係る消費税相当額 240,000

１.備品調達業務（①+②） 322,293,100

図書館備品調達等業務委託料内訳書

数量 単位 金額

２.備品調達業務に係る消費税相当額 25,783,448

　　①　備品本体価格 287,643,100

　　②　備品搬入設置組立て価格 34,650,000
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1 式

1 式

1 式

1 式

1 式

1 式

1 式

1 式

1 式

1 式

1 式

1 式

1 式

1 式

1 式

1 式

1 式

1 式

1 式

1 式

1 式

1 式

1 式

287,643,100

AR16 BM書庫、BM作業室 4,575,600

AR17 こどもレファレンス、事務室 22,081,200

AR14 西側出入口風除室1、通路３ 2,400,200

AR15 東側出入口風除室2 681,000

AR18 プロジェクトスタジオ 2,808,700

AR19 共　 通 10,136,400

AR17 選書室 453,800

AR17 録音スタジオ兼朗読室 1,509,000

AR8 サイレントルーム 10,606,900

AR9 ファミリースペース 3,125,100

AR6 レファレンス、予約棚、返却本架 18,092,200

AR7 開架エリア（ライフサポート（趣味、冠婚葬祭、子育て、健康等）、9文学） 41,783,000

AR12 開架エリア（7芸術） 11,972,400

AR13 開架エリア（ティーンズスタジオ） 5,831,700

AR10 児童図書コーナー 16,003,600

AR11 開架エリア（2歴史） 20,076,000

AR2 開架エリア(東向きカウンター) 7,551,500

AR0 プレススタジオ、広場、ギャラリー 15,675,100

AR5 開架エリア(調べ物、参考図書、上原文庫、行政資料、６産業（国際交流コーナーを除く。）) 38,776,700

AR5 国際交流コーナー(８言語) 5,484,300

AR3 サイレントルーム 1,086,000

AR4 開架エリア(プレビュースタジオ、エントランスサロン) 10,177,200

家具、備品等総括表

エリア
番号

エリア名・用途 数量 単位 金額

AR1 開架エリア(大型本、0-5類等) 36,755,500
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位置

1F

1 台

1 台

1 台

1 台

1 台

1 台

1 台

10 台

7 台

1 台

100 台

1 台

30 台

30 脚

3 台

12 脚

5 脚

10 脚

5 台

1 台

15,675,100

ワークデスク

資料架兼パーテーション

(閲覧用）グループテーブル

(閲覧用）肘なしイス

木箱型書架

リサイクルボックス

(事務用)イス

(閲覧用）スツール

イス用カート

(閲覧用）イス

公開選書・展示ブース

作業テーブル（中）

作業テーブル（小１）

サイドテーブル　（広場・1人掛）

カウンター　 型

公開選書用投票台

展示用パネル（自立）

木金書架　直立複式9連3段（展示架)

作業テーブル（大）

　エリア名 エリア番号

プレススタジオ、広場、ギャラリー ＡＲ０

品　　　 名 数量 単位 金額

作業テーブル（小２）

170



位置

1F

4 台

6 台

9 台

2 台

3 台

1 台

12 脚

20 脚

6 台

8 脚

2 台

1 台

1 台

31 脚

26 脚

36,755,500

(閲覧用）カウンターテーブル（8人掛）、LED照明付

(閲覧用）カウンターテーブル（5人掛）、LED照明付

(閲覧用）丸テーブル

(閲覧用）角コーナーチェア

(閲覧用）書架側板スツール

(閲覧用）テーブル（10人掛）、LED照明付

(閲覧用）イス

木金書架　直立複式7連7段（B5）、LED照明、書架サイン付

木金書架　直立複式3連4段（B5）、書架サイン付

木金書架　直立複式5連7段（B5)、LED照明、書架サイン付

木金書架　直立複式6連7段（B5）、LED照明、書架サイン付

(閲覧用）ベジタルチェア

(閲覧用）マーフィーチェア

木金書架　直立単式5連3段（大型本)、書架サイン付

木金書架　直立単式5連3段（展示架)、書架サイン付

数量 単位品　　　 名 金額

エリア番号

AR1

　エリア名

開架エリア(大型本、0-5類等)
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位置

1F

2 台

1 台

1 台

23 脚

(閲覧用）カウンターテーブル（3人掛）、LED照明付

(閲覧用）カウンターテーブル（2人掛）、LED照明付

(閲覧用）イス

　エリア名 エリア番号

開架エリア(東向きカウンター) AR2

品　　　 名 数量 単位

(閲覧用）カウンターテーブル（9人掛）、LED照明付

7,551,500
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位置

1F

30 台

30 脚

3 台

(学習・閲覧用）肘なしイス

イス用カート

　エリア名 エリア番号

サイレントルーム AR3

品　　　 名 数量 単位

(学習・閲覧用）グループテーブル

1,086,000
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位置

1F

2 台

1 台

8 脚

1 台

1 台

1 台

1 式

新聞架

(閲覧用）マーフィーチェア

(閲覧用）テーブル

　エリア名 エリア番号

開架エリア(プレビュースタジオ、エントランスサロン) AR4

品　　　 名 数量 単位

新聞収納棚

(パンフレット置き用)テーブル

プレビュースタジオ・間仕切り

(視聴覚用）ＡＶシステム

10,177,200
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位置

1F

1 台

1 台

1 台

1 台

2 台

1 台

3 台

3 台

1 台

1 台

1 台

1 台

1 台

1 台

1 台

1 台

3 台

200 台

2 台

12 脚

8 脚

28 脚

3 台

12 脚

3 台

3 脚

1 台

1 台

1 台

1 台

1 台

1 台

1 台

1 台

木金書架　単式4連7段、LED照明、書架サイン付

木金書架　単式9連7段（一部開口）、LED照明、書架サイン付

木金書架　複式9連7段（一部開口）、LED照明、書架サイン付

　エリア名 エリア番号

開架エリア(調べ物、参考図書、上原文庫、行政資料、６産業（国際交流コーナーを除く。）) AR5

品　　　 名 数量 単位

木金書架　単式9連7段、LED照明、書架サイン付

木金書架　単式3連7段、LED照明、書架サイン付

木金書架　複式8連7段（一部開口）、LED照明、書架サイン付

木金書架　単式2連7段、LED照明、書架サイン付

木金書架　複式4連7段、LED照明、書架サイン付

木金書架　複式2連4段、書架サイン付

木金書架　複式5連7段、LED照明、書架サイン付

木金書架　単式6連7段（一部開口）、LED照明、書架サイン付

木金書架　単式14連7段、LED照明、書架サイン付

木金書架　単式6連7段、LED照明、書架サイン付

木金書架　単式8連7段（間口別寸）、LED照明、書架サイン付

木金書架　単式7連7段、LED照明、書架サイン付

木金書架　単式8連7段、LED照明、書架サイン付

(閲覧用）ベジタルチェア

(閲覧用）マーフィーチェア

(閲覧用）イスＡ

木金書架　複式4連7段、LED照明、書架サイン付

木箱型書架

(閲覧用）角テーブル

(閲覧用）イスＣ

(パソコン用）テーブル（8人掛）、LED照明付

(パソコン用)テーブル（12人掛）、LED照明付

(閲覧用）丸テーブル

(閲覧用）イスＢ

(閲覧用）1人用テーブル

自動貸出機・記載テーブル

展示テーブル（大）

展示テーブル（小）

(閲覧用）テーブル（8人掛）、LED照明付

(閲覧用）活字文書読上げ装置

(閲覧用）拡大読書器

38,776,700
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位置

1F

2 台

1 台展示ケースＢ

　エリア名 エリア番号

国際交流コーナー(８言語) AR5

品　　　 名 数量 単位

展示ケースＡ

5,484,300
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位置

1F

1 台

1 台

1 台

1 台

3 台

1 台

3 脚

5 脚

12 台

12 脚

3 台

3 台

1 台

10 台

1 台

3 台

10 台

1 台

6 個

1 個

1 台

1 台

1 個

10 個

10 個

10 個

3 セット

10 セット

1 セット

1 セット

1 式

返却本架　単式2連

返却本架　単式5連

返却本架　単式3連

　エリア名 エリア番号

レファレンス、予約棚、返却本架① AR6

品　　　 名 数量 単位

返却本架　単式1連

(事務用)イス

レファレンス内事務デスク

レファレンス内事務イス

予約本棚　単式3連

図書消毒器テーブル

(利用者用)カウンターチェア

ブックトラック（片面3段）

パソコン収納カート（20台分）

リサイクルボックス

レファレンスデスク

カウンターバック棚　複式2連

カウンターバック棚　単式2連

(イベント用）PAシステム

(貸出用）プロジェクタ（リアルWUXGA、3200ルーメン）

(貸出用）100インチスタンド式スクリーン

踏台３段

図書消毒器

スタンドルーペ

(貸出用）ブルーレイ/DVDプレーヤー貸出用バッグ

(貸出用）ビデオ/カメラキット

(貸出用）ノートパソコン

(貸出用）プレゼンポインター

(貸出用）ポータブルブルーレイ/DVD/CDプレーヤー

(貸出用）ヘッドフォン

(記録・編集用）デジタル一眼レフカメラキット　

(記録・編集用）HDビデオカメラキット

(上映会用）ＡＶシステム

14,328,700
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位置

1F

1 台

1 台

1 式

2 枚

2 個

1 個

1 個

1 個

1 台

1 台

1 台

1 台

1 台

1 台

1 台

1 台

6 個

1 台

1 個

1 台

(市民利用）複合機　

(事務用)　パソコン・ソフト

カッティングマット(A1)

　エリア名 エリア番号

レファレンス、予約棚、返却本架② AR6

品　　　 名 数量 単位

業務用ラック

大型ステープラー

レジスター

ホワイトボードＡ

定規（ステンレス 1m)

A3 / A4 対応ラミネーター

2穴パンチ

アンケートボックス

ホワイトボードＢ

コートハンガーＢ

ボイスレコーダー

コートハンガーＡ

アンケート用端末　タブレット端末、スタンド

(事務用）A3カラー複合機

ハンドルーペ

収納庫

呼出しチャイム

3,763,500

178



位置

2F

13 台

1 台

1 台

9 台

1 台

4 台

7 台

8 脚

16 脚

2 台

48 脚

32 台

1 台

6 台

2 台

木金書架　単式5連7段（B5）、書架サイン付

木金書架　複式7連7段（B5）、書架サイン付

木金書架　複式4連7段（B5）、書架サイン付

　エリア名 エリア番号

開架エリア（ライフサポート（趣味、冠婚葬祭、子育て、健康等）、9文学） AR7

品　　　 名 数量 単位

木金書架　複式5連7段（B5）、書架サイン付

(閲覧用）ベジタルチェア

(閲覧用）マーフィーチェア

(閲覧用）テーブル（12人掛）、LED照明付

木金書架　複式3連7段（B5）、書架サイン付

木金書架　複式2連7段（B5）、書架サイン付

回転式書架

(閲覧用）カウンターテーブル（2人掛）、LED照明付　　L型

OPACテーブル

(閲覧用）イス

(閲覧用）書架側板スツール

(閲覧用）カウンターテーブル（12人掛）、LED照明付

41,783,000
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位置

2F

21 脚

11 脚

3 台

1 台

3 台

1 台

(学習・閲覧用）カウンターチェアKorn

(学習・閲覧用）キャレルデスク（6人掛）、LED照明付

(学習・閲覧用）キャレルデスク（3人掛）、LED照明付

　エリア名 エリア番号

サイレントルーム AR8

品　　　 名 数量 単位

(学習・閲覧用）イス

(学習・閲覧用）窓際カウンター（3人掛）、LED照明付

(学習・閲覧用）窓際カウンター（2人掛）、LED照明付

10,606,900
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位置

2F

1 台

2 台

2 台

6 脚

6 脚

10 脚

30 台

10 脚

2 台

1 台

1 脚

(閲覧用）丸ローテーブル

(閲覧用）丸テーブル

(閲覧用）大人用イス

　エリア名 エリア番号

ファミリースペース AR9

品　　　 名 数量 単位

(閲覧用）テーブル

(閲覧用）アームレスチェアウェーブ

OPACテーブル

カウンターテーブル

(閲覧用）子供用イス

(閲覧用）イス

木箱型書架

(カウンター用)イス

3,125,100

181



位置

2F

66 台

3 台

2 台

20 台

4 台

12 台

2 台

2 台

1 台

1 台

4 枚

9 枚

2 脚

2 台

1 台

2 脚

1 式

木金書架　複式2連4段、書架サイン付

木金書架　複式5連4段、書架サイン付

木金書架　複式2連3段、書架サイン付

　エリア名 エリア番号

児童図書コーナー AR10

品　　　 名 数量 単位

木箱型書架

木金書架　単式4連3段、書架サイン付

くつ箱

おはなしの部屋の造作棚

木金書架　複式1連3段、書架サイン付

木製Ｒ型棚

木金書架　単式8連5段、書架サイン付

オムツ交換台

オムツ交換台ダストボックス

(閲覧用）スツール

ウレタンマットＡ

ウレタンマットＢ

授乳チェア

(幼児用)遊具・玩具

16,003,600
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位置

2F

4 台

3 台

1 台

2 台

1 台

10 脚

18 脚

1 台

2 台

9 台

1 台

1 台

1 台

木金書架　単式9連5段（A4）、LED照明、書架サイン付

木金書架　単式7連5段（A4）、LED照明、書架サイン付

木金書架（円形）　複式9連3段、書架サイン付

　エリア名 エリア番号

開架エリア（2歴史） AR11

品　　　 名 数量 単位

木金書架　複式3連5段（A4）、書架サイン付

木金書架　複式6連7段、LED照明、書架サイン付

木金書架　複式5連7段、LED照明、書架サイン付

木金書架　複式4連7段、LED照明、書架サイン付

木金書架（円形）　複式6連3段、書架サイン付

(閲覧用）アームレスチェアウェーブ

(閲覧用）マーフィーチェア

木金書架　単式5連7段、LED照明、書架サイン付

木金書架　単式2連7段、LED照明、書架サイン付

木金書架　単式8連7段、LED照明、書架サイン付

20,076,000
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位置

2F

4 台

16 脚

10 脚

1 式

200 台

2 台

6 台

1 台

1 台

8 脚

29 脚

2 台

2 台

1 台

1 台

1 個

(閲覧用）イス

(閲覧用）アームレスチェアウェーブ

(図書検索用)パソコン・モニター等

　エリア名 エリア番号

開架エリア（7芸術） AR12

品　　　 名 数量 単位

(閲覧用）丸テーブル

窓際カウンター（5人掛）

OPACテーブル

(閲覧用）ベジタルチェア

木箱型書架

展示テーブル

窓際カウンター（2人掛）、LED照明付

(お弁当コーナー用)冷蔵庫

(お弁当コーナー用)電子レンジ

(お弁当コーナー用)電気ケトル

(閲覧用）イス

ランチテーブル

(お弁当コーナー用)ポット

11,972,400
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位置

2F

1 台

1 台

1 台

100 台

15 脚

4 台

24 脚

7 台

22 脚

1 台

1 脚

1 台

2 台

1 台

2 台

1 台

5 台

2 台

1 セット

2 枚

2 台

4 台

1 式

木製Ｒ型棚

木金書架　複式2連3段、書架サイン付

木箱型書架

　エリア名 エリア番号

開架エリア（ティーンズスタジオ） AR13

品　　　 名 数量 単位

木金書架　複式5連7段、LED照明、書架サイン付

(閲覧用）ＹＡテーブル（小）

(閲覧用）イスＢ（テーブル(小))

(スタッフ用）テーブル

(カウンター用）イス

(閲覧用）ＹＡテーブル（大）

(閲覧用）イスＡ(テーブル(大)）

(青少年体験学習用）インクジェットプリンタ

(青少年体験学習用）裁断用ボディ

(青少年体験学習用）スタンドミラー

(スタッフ用）イス

(青少年体験学習用）刺しゅうミシン

(青少年体験学習用）パソコン

(青少年体験学習用）カッティングマット(A1)

ホワイトボード

展示用パネル（自立）

(青少年体験学習用）アイロン

コートハンガー

(青少年体験学習用）工具セット

(視聴覚用）ＡＶシステム

5,831,700
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位置

1F

2 台

2 台

2 台

3 台

2 台

1 台

1 台

10 台

1 台

1 台

ブックリターンカート

傘立て（鍵付）

コインロッカー8人用

　エリア名 エリア番号

西側出入口風除室1、通路３ AR14

品　　　 名 数量 単位

ブックポスト

展示用パネル（自立）

傘袋スタンド

図書バック・専用スタンド

ベビーカー

（大人用）車椅子

（子供用）車椅子

2,400,200
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位置

1F

1 台

1 台

1 台

1 台

ブックポスト

ブックリターンカート

傘袋スタンド

　エリア名 エリア番号

東側出入口風除室2 AR15

品　　　 名 数量 単位

傘立て

681,000
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位置

1F

3 台

4 台

5 台

1 台

1 台

1 台

1 台

1 台

2 台

1 台

7 台

1 台

1 台

10 台

1 台

1 台

5 脚

1 台

3 台

2 台

7 台

1 台

1 台

2 台

29 台

ＢＭ書庫　複式7連7段

ＢＭ書庫　複式2連7段

ＢＭ書庫　単式21連7段

　エリア名 エリア番号

BM書庫、BM作業室 AR16

品　　　 名 数量 単位

ＢＭ書庫　複式8連7段

ＢＭ書庫　単式5連7段

ＢＭ書庫　単式3連7段

ＢＭ書庫　単式2連7段

ＢＭ書庫　単式9連7段

ＢＭ書庫　単式8連7段

ＢＭ書庫　単式6連7段

ブックトラック（片面3段）

作業テーブルＡ

作業テーブルＢ

ＢＭ書庫　単式1連7段

ＢＭ書庫　単式7連6段

ＢＭ書庫　単式3連6段

スチール棚　単式1連6段

スチール棚　複式4連6段

スチール棚　単式10連6段

作業イス

スチール棚　単式3連6段

スチール棚　複式1連6段

スチール棚　単式4連6段

軽量棚

ロッカー

4,575,600
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位置

2F

2 台

16 台

6 台

24 台

40 脚

2 脚

9 脚

7 脚

1 台

2 台

3 台

1 台

1 台

6 台

1 台

1 脚

1 台

1 台

3 台

1 台

1 台

1 台

10 台

3 台

1 台

3 台

1 式

1 台

1 台

5 台

2 台

1 台

2 台

1 セット

1 枚

1 台

1 枚

片袖デスク

大型デスク

（大型デスク用）ワゴン

　エリア名 エリア番号

こどもレファレンス、事務室① AR17

品　　　 名 数量 単位

両袖デスク

（スタッフ用）イス

収納庫

台車

（事務用）イス

（事務用）イス（肘付）

（利用者用）イス

コルクボード

ホワイトボード

踏台スツール

台車（小型）

はしご兼用脚立

脚立　踏台

厚綴じステープラー

金庫

書類収納ケース

スタンダードパネルＡ（基本型）

スタンダードパネルＢ（増連型）

踏台（2段）ストッパー付

踏台（2段）

業務システム　Web DBシステム

呼出しチャイム

ブックトラック（片面3段）

パソコンカート

ガードスタンド/ベルトパーティション

ホワイトボード

傘入れ

（来客用）茶器

A3カラープリンター（トレイ２段）

コートハンガー

行動予定表（18名分）

18,173,200

（救護用）マット

（急患用）ソファーベット 

（急患用）ウール毛布
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位置

2F

17 台

1 セット

10 個

1 個

2 個

20 個

3 個

1 個

1 個

1 個

2 個

1 台

1 台

1 枚

1 個

1 個

1 個

1 個

2 個

1 台

1 式

5 個

1 セット

2 台

工具セット

懐中電灯

救急箱

　エリア名 エリア番号

こどもレファレンス、事務室② AR17

品　　　 名 数量 単位

（スタッフ用）パソコン

巻き尺（30m）

照度計

テスター

電源ドラム(30m)防雨

OAタップ10m

電卓

カッティングマット(A1)

裁断機

定規（ステンレス 1m)

デジタル温湿度計

A3カラー複合機

FAX

2穴パンチ

大型ステープラー

リサイクルボックス

花瓶

園芸道具

掃除機

(貸出用）プロジェクタ（リアルWUXGA、3200ルーメン）

清掃用具入れ・用具一式

3,908,000
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位置

2F

1 セット

2 台スチール書架 単式4連6段

　エリア名 エリア番号

選書室 AR17

品　　　 名 数量 単位

テーブル・イスユニット

453,800
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位置

2F

1 セット

30 台

1 式

1 式

木箱型書架

(音読図書コンテンツ作成用）パソコン等

録音用周辺機器

　エリア名 エリア番号

録音スタジオ兼朗読室 AR17

品　　　 名 数量 単位

テーブル・イスユニット

1,509,000
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位置

2F

2 台

1 台

2 セット

4 台

100 台

コートハンガー

テーブル・イスユニット

展示用パネル（自立）

　エリア名 エリア番号

プロジェクトスタジオ AR18

品　　　 名 数量 単位

ホワイトボード

木箱型書架

2,808,700
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位置

共

1 式

1 式

1 式館内サイン

　エリア名 エリア番号

共　 通 AR19

品　　　 名 数量 単位

ロールスクリーン

（トイレ用）ハンドドライヤー

10,136,400
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都城市立図書館整備・管理運営等事業 図書館備品調達等業務委託
エリア区分図（１階部分）
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都城市立図書館整備・管理運営等事業 図書館備品調達等業務委託
エリア区分図（２階部分）
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都城市立図書館整備・管理運営等事業 図書館備品調達等業務委託
備品レイアウト図（１階部分）
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都城市立図書館整備・管理運営等事業 図書館備品調達等業務委託
備品レイアウト図（２階部分）
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議案第１７５号 

 

 

 
   公の施設の指定管理者の指定について 

 

 

 

地方自治法第２４４条の２第６項及び都城市立図書館条例第７条第１項の規定に

より、公の施設の指定管理者を次のとおり指定する。 

 

 

１ 指定管理者に管理を行わせようとする公の施設の名称 

   都城市立図書館、都城市立高城図書館 

 

２ 指定管理者となる団体の名称 

   MAL運営共同事業体 

 

３ 指定の期間 

   平成３０年４月１日から平成３５年３月３１日まで 

 

  

平成２８年１２月１日提出 

 

 
都城市長 池 田 宜 永      
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議案第１７５号関係資料 

教育委員会図書館 
 
都城市立図書館の指定管理者候補者選定の概要 
 
 
 
都城市立図書館整備・管理運営等事業については、次のとおりプロポーザル方式の公募を

行い、優先交渉権者を選定しました。 
この優先交渉権者の構成団体のうち、管理運営担当の団体を指定管理者とする議案が、平

成28年12月議会で可決された場合には、同団体が都城市立図書館の指定管理者となります。 
 
 
 

１ 事業の目的・手法 
 
 旧都城大丸センターモールを改修して開館する新図書館の整備と管理運営について、民間
活力を活用することで、コスト縮減や市民サービスの向上を図り、中心市街地活性化の核施
設として市民に利用される図書館を実現することを事業の目的としました。 
 
 

２ 事業の枠組み 
  
次の３業務を一括して行える事業者を公募型プロポーザル方式で選定しました。 
 
 

 （１）「図書館備品調達等業務」 
   図書館本館の家具・備品のデザインやレイアウト等について提案を行い、家具・備
品等を調達する委託業務 

 
 （２）「図書館管理運営業務」 
   図書館本館及び高城図書館の管理運営を行う指定管理業務 

（指定管理期間は、平成 30 年４月１日から平成 35 年３月 31日までの５年間） 
 

 （３）「カフェ運営業務」 
   図書館本館に併設されるカフェの運営 
 
 
（１）の業務は内装を中心とした整備であり、（２）の業務に大きな影響を及ぼす上、併
設のカフェについても図書館と連携することにより、中心市街地へのさらなる誘客効果が
期待できることから、３つの事業の相互協力体制がとれるように、一括した事業として公
募しました。
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３ 選定後の基本契約及び個別業務についての法律行為 
 
都城市は、３業務を一括して行える事業者と基本契約を締結し、その後、個別の法律行為を
行います。 
① については、契約、②及び③ については、行政処分です。 
 選定された者が、法人その他の団体の共同体である場合は、その共同体を構成する団体が、
個別の法律行為の対象となります。 
 

 
 ② は、指定管理者の指定という議会の議決に基づく行政処分です。 
 
 
 

４ 施設の概要 
 
 （１）都城市立図書館 
  ア 所 在 地  宮崎県都城市中町 16 街区 15 号 
  イ 開館時間  午前 9時から午後 9時まで（予定） 
  ウ 休 館 日  原則年中無休予定（蔵書点検整理期間、設備点検等の臨時休館有り） 
  エ 施設規模 

敷地面積 5,366 ㎡ 階数 地上 3階 
建築面積 4,821 ㎡ 構造 S 造 
延床面積 8,244 ㎡（建物全体 9,228 ㎡） 高さ 19.5m 
蔵書収容数 55 万冊（開館時 43 万冊（開架・閉架合計））（予定） 

     
 （２）都城市立高城図書館 
  ア 所 在 地  都城市高城町穂満坊 105 番地（高城生涯学習センター内） 
  イ 開館時間  午前 9時 30 分から午後 6時まで 
  ウ 休 館 日  ●火曜日 ●国民の祝日に関する法律に規定する休日(子どもの日及び文

化の日を除く。) ●その前日が休日である水曜日 ●1 月 2 日、1月 3
日及び 12月 29日から 12月 31日まで ●条例に定める館内整理日 ●

都城市 

事業者                 

基本契約 

①図書館備品調達等 
担当事業者 

②図書館管理運営 
担当事業者 

③カフェ運営

担当事業者 

図書館備品調達等 

業務委託契約 
行政財産の 

目的外使用許可

指定管理者の指定 

（基本協定及び年度協定）
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蔵書点検整理期間 
   エ 施設規模 

延床面積 456.6 ㎡ 高さ 4.9m 
蔵書数 8.5 万冊（平成 28 年 4月現在） 

 
 
 
５ 公募の経緯 
   

 （１）優先交渉権者選定までの経過 
 
平成 28 年 ６月 24 日 第１回選定委員会（募集要項の審議） 
 ７月 １日 募集要項公表 
 ８月 23 日～８月 26 日 参加表明受付 
 ９月 27 日～９月 30 日 提案書類提出 
 10 月 30日 第２回選定委員会（優先交渉権者の選定） 

    
 （２）選定委員会の議題等 

 
回数 日時 場所 主な議題 
第１ 平成 28年 6 月 24 日(金) 

13:00～16:00 
都城市立図書館 
3 階大会議室 

事業概要説明、募集要項等
公表資料、審査方法の決
定、審査基準の決定 

第２ 平成 28年 10 月 30 日(日) 
9:00～18:00 

都城市役所南別館 
4 階第 1会議室 

面接審査、書類審査、最優
秀提案者の決定、審査講評 

  
 （３）選定委員会構成 

 
委員構成 人数 

有識者 

学識経験者 ３人 
司法書士 １人 
税理士 １人 
行政書士 １人 
教育委員 １人 

行政職員 都城市職員 ５人 
 

 （４）応募者数 
 ３共同体 
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６ 選定された優先交渉権者の概要 
 

 （１） 優先交渉権者の名称        

ＭＡＬ
エムエーエル

コンソーシアム（ＭＡＬ : 都城 オーグメンティド ライブラリー 
Miyakonojo Augmented Library の頭文字） 

     〔代表団体〕 株式会社マナビノタネ     （図書館管理運営、カフェ運営担当） 
     〔構成団体１〕コクヨマーケティング株式会社 （備品調達等業担当）  

〔構成団体２〕株式会社ヴィアックス     （図書館管理運営担当） 
   

 （２） 代表者名 
     〔代表団体〕代表取締役 森田秀之 〔構成団体１〕代表取締役社長 西川弘高 

〔構成団体２〕代表取締役 小川巧次 
 

 （３） 所在地 
〔代表団体〕  長野県北佐久郡御代田町御代田 3903－19 

     〔構成団体１〕 東京都港区港南１丁目８番 35号 
〔構成団体２〕 東京都中野区弥生町２丁目８番 15 号 

     
 （４） 設立年 

〔代表団体〕2007 年 〔構成団体１〕1970 年 〔構成団体２〕1973 年 
     

 （５） 従業員数 
〔代表団体〕0名（業務ごとに外部から最適メンバーを組成する新しい協働スタイル）     
〔構成団体１〕826 名    〔構成団体２〕1,370 名 

     
 （６） 業務内容 
        〔代表団体〕 
    ア 文化・学びの場プロデュース事業 
         図書館やミュージアムなど文化・学びの場の基本構想、基本計画、建築計画、運

営体制デザイン、情報環境システム設計・調達支援など開館業務全般の支援、ウェ
ブサイトやデータベースの構築・運用、ワークショップや講座イベントを実施 

    イ エコミュージアム・スローなまちづくり事業 
       全国の地域で、エコミュージアムやスローなまちづくりを行うための活動取り組

み、体験プログラムなどを企画実施。Web-DB システムを通じて情報発信、展示を支
援 

    ウ マナビノタネツアー事業 
      上記に関連するツアーを企画実施 

〔構成団体１〕 
   紙製品・文具・事務機器等の売買、土木・建築工事の施工監理、内装仕上工事の
施工監理、電気通信工事・電気工事・消防施設工事の設計施工監理、引越の請負作
業、貨物利用運送事業 
〔構成団体２〕 

      公共図書館の指定管理、印刷、広告代理、情報処理業務、発送代行  
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７ 優先交渉権者の事業提案概要 
 
 指定管理者事業計画書のとおり 
 
 
８ 選定結果及び選定理由 
 
 （１） 審査の方法 
  ア 審査項目及び配点 
   書類審査及び面接審査の審査項目並びに配点については、第１回選定委員会において審査
基準として定めました。 

 
  イ 参加資格の確認及び基礎的事項の確認 

選定委員会は、事務局の行った参加資格の確認及び応募者から提出された提案書関連書類
に関する基礎的事項の確認をともに満足したことについて、確認を行いました。 

 
  ウ 書類審査及び面接審査 

選定委員会は、基礎的事項の確認を通過した応募者の提案について、審査基準に基づき書
類と応募者に対する面接による審査（採点）を行いました。 

 
 （２） 審査配点 

選定委員会は、上記の応募者の提案に対する書類審査及び面接審査を行い、各項目につい
て以下の基準に基づく評価・採点を行い、委員の点数（各 500 点満点）の合計値（計 6,000
点満点）にて、最優秀提案及び優秀提案を決定しました。 
 
評価 評価の意味合い 得点の付与方法 
A 非常に優れた提案である 配点の 100％ 
B+ 特に優れた提案である 配点の 90％ 
B 優れた提案である 配点の 80％ 
B- やや優れた提案である 配点の 70％ 
C+ 標準的な提案に対し、やや評価できる点がある 配点の 60％ 
C 標準的な提案である 配点の 50％ 
C- 標準的な提案に対し、やや劣る点がある 配点の 40％ 
D+ やや物足りない提案である 配点の 30％ 
D 物足りない提案である 配点の 20％ 
D- 提案内容に若干評価すべき点がある 配点の 10％ 
E 提案内容に評価すべき点がない 配点の 0％ 

 
なお、「指定管理料」の項目については、上記によらず、次の算式により得点化しました。 

（得点）＝配点×（全応募者中最低の提案指定管理料）／（当該応募者の提案指定管理料） 
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 （３） 審査結果 
審査結果は、以下のとおりとなり、最も得点の高かった「ＭＡＬコンソーシアム」を最優
秀提案、次点の「まちなか み・ら・い グループ」を優秀提案として選定しました。 

審査項目 配点 ×12 

応募者の得点 

提案者(Ａ) 
まちなか
み・ら・い 
グループ 

ＭＡＬ 
コンソーシ
アム 

① 全体・事業コンセプトに関する事項         

 
都城市の中心市街地活性化
及び市民の教育文化の発展
に資する図書館のあり方 

事業全体のコンセプ
ト 30 360 201 273 285 

 
地域・中心市街地との連携 

関係主体との連携 
20 240 150 164 180 

 地域経済の活性化 

 小計 50 600 351 437 465 
② 図書館備品調達等業務に関する事項         
 
基本方針 

業務実施計画 20 240 84 196 194 

 
地元活用に関する事
項 50 600 335 425 450 

 

図書館備品レイアウト、デザ
インに関する事項 

備品配置計画全般 10 120 56 98 102 

 内装・サイン計画 20 240 120 166 206 

 
家具デザイン計画①
開架エリア 30 360 153 228 309 

 
家具デザイン計画②
開架エリア以外 20 240 126 180 194 

 小計 150 1800 874 1293 1455 
③ 図書館運営業務（指定管理業務）に関する事項         
 市民の平等な利用が確保さ
れること 

管理運営方針等 
20 240 154 178 186 

 平等利用 
 
事業計画の内容が施設の効
用を最大限に発揮するもの
であること 

利用の促進 
30 360 222 267 291 

 基本業務の内容 

 
指定管理者提案業務
の内容 30 360 228 270 303 

 事業計画の内容が、管理経費
の節減が図られるものであ
ること 

指定管理料 50 600 600 593 592 

 経費節減 20 240 140 160 176 

 事業計画に沿った管理を安
定的に行う物的能力及び人
的能力を有していること 

物的能力 30 360 192 273 261 

 人的能力 50 600 365 460 480 

 
その他、公の施設を管理させ
るに当たり必要な基準 

中心市街地活性化 20 240 164 180 170 

 小計 250 3000 2065 2381 2459 
④ カフェ運営業務に関する事項         
 
カフェのコンセプト 

基本コンセプト 
20 240 156 172 186 

 コンセプトの実現性 
 
カフェ運営業務の内容 

内装・デザイン計画 
30 360 255 264 291  サービス計画 

 事業収支計画 
 小計 50 600 411 436 477 

合計 500 6000 3701 4547 4856 

      

優秀提案 
（次点交渉
権者） 

最優秀提案 
（優先交渉
権者） 
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 （４） 選定理由 
   最優秀提案が優れていた理由を、以下に記しました。 
  
 ア 全体・事業コンセプトに関する事項 

項目 
審査基準 

講評 
審査項目 配点 

提
案
事
項 

都城市の中心市
街地活性化及び
市民の教育文化
の発展に資する
図書館のあり方 

事業全体のコ
ンセプト 30 

 
「ひとりひとりが『大事なもの』をみつけていくため
に」、新しい図書館を提案するコンセプトが優れてい
た。 

地域・中心市街
地との連携 

関係主体との
連携 

20 

 
まちの価値を上げる活動を通じて、地域活性化を進め
ていく考え方が優れていた。 地域経済の活

性化 
 
 イ 図書館備品調達等業務に関する事項 

項目 
審査基準 

講評 
審査項目 配点 

提
案
事
項 

基本方針 

業務実施計画 20 
モックアップの製作を行っていくなど、業務工程面の
具体的な提案が優れていた。 

地元活用に関
する事項 50 

本事業での地元産材の活用に加え、本事業での活用を
機に地元事業者と商品開発を行っていく提案が優れ
ていた。 

提
案
事
項 

図書館備品レ
イアウト、デザ
インに関する
事項 

備品配置計画
全般 10 

家具の配置に関して「ストリートをそぞろ歩きして楽
しむ」空間構成の考え方により、賑わいのある図書館
を作り上げていく提案が特に優れたものであった。 

内装・サイン計
画 20 

モノトーンを基調としながら、１階と２階の床の色を
変えるなどにより、市の設計意図を理解しながら美し
い空間構成にできる内装計画の提案が特に優れたも
のであった。 

図書館備品レ
イアウト、デザ
インに関する
事項 

家具デザイン
計画①開架エ
リア 

30 

市の規定を大幅に上回る書架、閲覧席の提案がなされ
たほか、利用者目線、特に本を読む目的でない人も居
られるような配架の工夫に関する提案が特に優れた
ものであった。 

家具デザイン
計画②開架エ
リア以外 

20 
図書館を表現の場とするための、工夫が凝らされた備
品の提案が優れていた。 
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 ウ 管理運営業務（指定管理業務）に関する事項 

項目 
審査基準 

講評 
審査項目 配点 

共
通
事
項 

市民の平等な
利用が確保さ
れること。 

管理運営方針等 
20 

「地域の個性が輝く運営モデルをつくる」ことが掲げ
られ、平等利用に関して独自性の高い提案がなされて
いたことが優れていた。 平等利用 

事業計画の内
容が施設の効
用を最大限に
発揮するもの
であること。 

利用の促進 

30 
情報発信機能と併せた広報活動、地域団体との連携策
について、具体的かつ独創性の高い提案がなされた点
などが優れていた。 

基本業務の内容 

指定管理者提案
業務の内容 30 

リファレンスサービスを拡張した利用者向け各種相
談サービスの実施や、市民による出版やデザイン・制
作を支援するサービスなど、従来の図書館の概念にな
い多数のサービスが提案されていた点が優れていた。 

事業計画の内
容が、管理経費
の節減が図ら
れるものであ
ること。 

指定管理料 50 

（得点）＝配点×（全応募者中最低の提案指定管理料）
／（当該応募者の提案指定管理料）であり、得点差は
大きくなかった。 

確認項目 
指定管理料による得点 

提案者(Ａ) まちなか ＭＡＬ 

得点 50.00 49.45 49.30 

×12 600 593 592 
 

経費節減 20 
維持管理業務の外部委託と品質確保に関する専門家
の起用に関する提案がやや優れたものであった。 

共
通
事
項 

事業計画に沿
った管理を安
定的に行う物
的能力及び人
的能力を有し
ていること。 

物的能力 30 
構成団体の図書館管理運営実績や代表団体の開館支
援実績がやや優れたものであった。 

人的能力 50 

将来的に地元企業もしくは地域自治組織が中心とな
って運営していくための仕組みを構築していくため
の具体的な提案があり、優れていた。 

個
別
事
項 

その他、公の施
設を管理させ
るに当たり必
要な基準 

中心市街地活性
化 20 

子育て世代活動支援センターとの連携に具体的な提
案がなされており、やや優れたものであった。 

 
 エ カフェ運営業務に関する事項 

項目 
審査基準 

講評 
審査項目 配点 

提
案
事
項 

カフェのコン
セプト 

基本コンセプト 

20 
「ローカルファースト」を前面に押し出したコンセ
プトであり、地元とのつながりを大事にした提案が
優れていた。 

コンセプトの実
現性 

カフェ運営業
務の内容 

内装・デザイン計
画 

30 

地元企業と地元食材を活用したメニュー開発（レト
ルトパウチによるパスタソースなど）を行っていく
ことが示され、事業収支計画上も開発費用を計上し
た提案が具体的であり、優れていた。 

サービス計画 
事業収支計画 
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９ 指定管理者の候補者 
 
「都城市立図書館整備・管理運営等事業」の優先交渉権者「ＭＡＬコンソーシアム」を構
成する団体のうち、代表団体である「株式会社マナビノタネ」及び構成団体２の「株式会社
ヴィアックス」が管理運営業務を担当すると表明しています。 
この２社は、「ＭＡＬ運営共同事業体」を結成しており、同共同体を、指定管理者の候補
者とし、平成 28年 12 月議会において、議会の議決を求めます。
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指定管理者事業計画書  

(1) 市民の平等な利用に関すること 
管理運営方針等 

(a) 図書館の管理運営に係る基本的な方針について 

未来の都城市を担う心構えで、図書館運営を行います。 

(b) 施設の性格や設置目的等、指定管理者となる意義や責務に関する考え方 

全国の指定管理の図書館が似たようなコンビニストア化する中、地域が本当に必要な資料

やサービスを提供し、地域の個性が輝く運営モデルをつくりたいと真剣に考えています。 

(c) 管理運営業務を行う団体の経営理念や経営方針 
（１） 代表団体の「私たち理念」より短く編集 

１ 尊敬の念による地域づくりのために 地域にある素晴らしい資源（人、モノ、職、技、伝

統、文化など）に尊敬の念を持ち、守り、より発展していくことを願い、事業を行います。 

２ 「あこがれ」から始まる学びで豊かに暮らすために 人や技などに憧れる気持ちから始ま

る学びの実現によって、文化的で個性豊かに暮らしていくことを願い、事業を行います。 

３ 日本の地域と都会との理想的なあり方のために 地域環境と共生する作り手や社会貢献

者たちと協力し、分かち合える持続的な地域と都会との理想のあり方を追求します。 

（２） 管理運営業務を担当する構成団体が考える「図書館運営における 5つの約束」 

１ 常に新しいことにチャレンジします ICT を活用した事業や研修、E ラーニング用スタジ

オの新設など常に新しいことにチャレンジします。 

２ 積極的に社会貢献・環境問題に取り組みます 企業は社会の健全かつ持続的な発展があっ

て成り立つもので、企業は社会の一員としてよりよき社会を築き、支える責任を担っている

と考えています。 

３ 魅力的な企画事業を展開し、利用を促進します 『親しむ・つながる・学ぶ・知る』を目

的とした企画事業により、「図書館の場所は知っているけれども足を運んだことがない」市

民に図書館の利用価値を PR し新たな利用者の獲得に寄与します。 

４ 充実した研修で人材の育成に努めます 「ライブラリアン」として図書館の最前線で活躍

できる人材を育成するため、充実した研修制度を確立しています。豊富な講師陣をそろえた

「テクニカルサポート室」が年間計画に基づき研修を実施しています。 

５ 人にやさしい会社を目指します 社員は「和」を大切にしています。それは、社員同士の

「和」、図書館に集う人たちとの「和」、そして図書館に集う人たち同士の「和」へ広がっ

ていくことを願っています。 

(d) 省エネ・環境負担の軽減方策、廃棄物処理方策及び周辺環境、地域住民への対応について 

必要なもの、やらなければならないことの優先順位を常に考え、誠意を持って対応します。 

平等利用 

市民への平等な利用についての考え方や相談・苦情等への対応について（具体的提案） 

公平性とは何かを問い続けています。助けなければならない人への手厚い支援と、頑張っ

て活躍している人への資源提供を分けて考え、その量を等しくし幸せの平等化を目指します。 
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指定管理者事業計画書  

(2) 施設効用の発揮に関すること 
利用の促進 

(a) 利用者の増加及びサービスの向上を図るための具体的手法 

手法の提案が多数ありますので、様式 16-3 で詳しく述べさせていた

だきます。 

 

(b) 利用促進の年間広報計画及びＰＲ方法について（具体的提案） 

様式 15-5(b)でも触れましたが、広報と情報発信を一体的にとらえ、

プレススタジオスタッフによって館内の本や催し、活動を魅力的に紹介

するコンテンツ（冊子やポスター、新聞、ポストカード、ムービー等）

を編集、制作し、さまざまな場所に出現、拡散していきます。Facebook

やツイッターといった SNS での発信、様式 14-2 でも述べた地元ケーブ

ルテレビ会社の情報番組での放映、地元スーパーや学校などでのポスター掲示など、単な

る宣伝ではなく、内容の発信を行うことを目指します。 

 

(c) 関係機関、地域住民及び団体との連携、交流についての考え方について（具体的提案） 

録音スタジオの南側ルームを「プロジェクトスタジオ」として活用した連携、交流の仕

組みを提案いたします。明日の地域をよくする提案を広く住民や市民団体から募ります（せ

んだいメディアテークでも実施）。身近な課題の解決、楽しい取り組み、交流イベント、地

域の未来を変えるアイデアなど、地域にとってよいと思うことであれば、どんなものでもよ

しとします。より多くの支持を得た提案者は４ヶ月間プロジェクトスタジオを占有し活動が

できるというものです。予算やメンバの確保は提案者自身で行っていただきます。プレスス

タジオスタッフが資料化・発信支援を行います。 

米オレゴン州ポートランドは市民参加のまちづくりで有名です。1930 年頃から「ネイバ

ーフッド・アソシエーション」と呼ばれる、住民参加型の合意形成、自発的な活動が行われ、

現在 100 近いアソシエーションがあります。日本の町内会や町会、自治会と違う点は、きち

んとした議事、合議プロセスで、地域の公共益を最大限にする意見にまとめていくところで

す。こうしてまとめられた内容は、行政や議会にそのまま届けることができ、自分たちの発

案がまちづくりに採用されていきます。地域のことを

自分事として捉え、積極的に参加しています。 

このような事例を参考に、一定のプロセスを通して

得た結果を成果レポートにまとめ、館内で意見・感想

交換や合意形成の場をつくるなどして、まちをよくす

るタネが次々にできるような拠点にしていきます。 

特製展示台やホワイトボード、ラックを備えます。 

 

 

こども新聞型コンテンツの例(愛・地
球博)

地域をミュージアム化するプロジェクトの共同作業の様子（石巻市）
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指定管理者事業計画書  

(2) 施設効用の発揮に関すること 
基本業務の内容 

(a) 利用者の利便性を高めるサービスや工夫について（具体的提案） 

サービス、工夫の提案が多数ありますので、様式 16-3で詳しく述べさせていただきます。 

 

(b) 安全対策や業務従事者の教育、訓練の実施計画について（具体的提案） 

事故や災害の発生に備え、あらゆる事態に対処できるようマニュア

ル、緊急連絡網を作成し、避難誘導や消防訓練を定期的に実施し、緊

急時に備えます。 

緊急事態の発生時 責任者の指揮下で避難誘導等に努め利用者の

安全確保、負傷者対応を最優先します。大災害時は東日本大震災時

の経験知を活かします。対策本部を本社に設置し、さまざまな情報共

有や迅速な方針決定を行えるようにします。 

病人やけが人の発生時 嘔吐・吐血などの伝染リスクも含めてどのような事態が発生するかは

予測がつかないため、現場近辺を立入禁止にするなどを記載した対応をマニュアル化しま

す。医療品の常備はもちろん、定期的な入れ替えを実施します。また、急病人が発生した場合

はマニュアルに従い、直ちに 119 番通報します。設置館では状況に応じ

て AED や心臓マッサージなどの講習経験に従い処置を施し、毛布や

タオルを用意し安静に保ち、救急隊への申し送りをします。 

平常時 従事者は定期的に館内を巡回し、防犯や事故を未然に防ぎ、

禁止行為や危険箇所、不審者・物、事故を発見した場合も冷静・迅速に

対応します。 

苦情対応 基本的な対応で解決が困難な場合は責任者クラスが引き継

ぎ、必要に応じて館長へ相談し、連携して対応します。 

個人情報保護 構成団体は、情報管理の社内規定を定め、プライバシーマークを取得し、個

人情報の取り扱いは極めて慎重に扱う体制を敷いています。個人情報保護法や貴市条例等

を順守して業務を確実に遂行します。また、万が一の事故に備え、個人情報漏洩賠償責任保

険に加入いたします。 

 

(c) その他、基本業務の内容について、独自の提案 

年次報告書をはじめとする報告業務では、小さなトラブルや苦情、問題もけして隠さず、

解決策や改善状況も報告いたします。また、さらによい施設となるよう、従事者をはじめと

する業務関係者、時には利用者にも根本的な業務改善案を募るなどして、施設運営管理に関

する課題共有と改善活動を積極的に行っていきます。 

また、公衆無線 LANをはじめ、ネットワークセキュリティへの配慮は重要です。これま

での自治体や公共施設での情報コンサルや構築支援の経験を生かし、対応をいたします。 

 

消火訓練の様子 

ＡＥＤ講習の実施 
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指定管理者事業計画書  

(3) 指定管理者提案業務に関すること 
指定管理者提案業務の内容 

図書館本館の運営業務（提案業務）の内容について（様式 16-2 の「利用者の増加及びサービスの向

上を図るための具体的手法」、「利用者の利便性を高めるサービスや工夫」も含みます） 

 

体制図案を示しながら、提案業務をご

説明いたします。(1)から(7)までの Aグル

ープは図書館業務を担当します。(8)から

(10)の B グループは編集、メディアなど

を担当します。(11)と(12)の Cグループは

コーポレート業務を担当いたします。 

 

(1) 選書係 

図書館員や市民の意見を聞き、購入候

補リストをとりまとめる係です。前述の

公開選書コーナーをはじめ、どのような

基準で選書をおこなっているのかを利用

者に伝えていきます。さらに、専門家と

図書館員による本の選び方のトークイベ

ントなども企画実施します。 

これによって、３つの良いことがあります。１つは市民が必要としている本（抱える課

題や指向など）がわかります。２つ目は、市民の本（情報）を選ぶ力が付きます。そして

市民のリクエストの精度が上がり、購入率がアップ、満足度も上がります。最後に、予算

上購入を断念した本を市民が代わって購入、寄贈する指定寄贈制度の実現です。地元書店

の協力の下、カフェで代行販売を検討します。 

(2) 相談係 

レファレンスデスクには、実はかなり深刻な問題を抱えている方が相談にいらしたり、

多くの市民にとって有益な相談が頂くことがあります。これに対応するため、相談者を市

役所部署や専門家に直接つないだり、プライバシー侵害や不正漏洩を未然に防止する、完

全に匿名加工して相談回答集をつくる、先回りして相談会を企画するといった専用の係を

設けます。パスファインダー（調べるテーマに対して、調べる先の情報をまとめたもの）

の提供や、商用 DBなどを使った調べ方講座も企画、推進します。 

(3) ライフサポート係 

冠婚葬祭、高齢者、年金、税金、労働、雇用、人権、法律、健康、医療、福祉、終活な

ど、暮らし全般に関する図書館支援を行う係です。専門家につなぐべき相談は相談係と連

携してあたります。相談で使用する特殊な本や専門書は選書係と連携して探します。 
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(3) 指定管理者提案業務に関すること 
(4) 親子サポート係 

こどもと親に対しての総合相談、出産、乳幼児、子育てに対して図書館支援を行う係で

す。高齢の親子の場合や暮らしに係わる場合は、ライフサポート係と連携します。 

(5) ティーンズサポート係 

十代の青少年を中心にした各種相談、学校問題、いじめ、不登校、就活に対して図書館

支援を行う係です。青少年の居場所についても担当します。青少年の居場所で行う事業に

ついては次頁で述べます。 

(6) BM・アウトリーチ係 

移動図書館車や学校、福祉施設といった、地域へのサービスを行う係です。ライフサポ

ート係やティーンズサポート係などと連携して行います。 

(7) 高城図書館係 

高城図書館での図書館サービスを担当する係です。これまでのサービスを維持するとと

もに、新図書館のプレススタジオでつくられる冊子やポスターなどのオリジナルコンテン

ツを最大限活用するなど、よりよい運営管理を目指します。 

(8) 編集・制作係 

プレススタジオで、利用者の表現活動支援、地域情報、都城学など各種コンテンツ、メ

ディアの編集・制作を担当する係です。ライターや編集出版経験者が中心となります。 

(9) メディア・活動係 

メディアリテラシー（情報メディアを見る・活用する力）やバリアフリー、備品環境を

担当する係です。新たなメディア活用を研究する大学や研究者らにも協力頂く予定です。 

(10) カフェ・講座係 

図書館やカフェでの講座、イベント、展示等の企画実施を担当する係です。川口市中央

図書館に附帯する川口メディアセブンで 10 年以上、上記イベントや映画上映、市内見学

ツアー、市民寄席など多数実績がある NPOにも協力いただく予定です。 

(11) 企画・広報・ユーザ係 

全館の企画立案、ホームページ更新や広報、情報公開、ユーザ管理、個人情報管理、問

い合わせ対応、データ統計を担当する係です。 

(12) 総務係 

経理、人事、研修、渉外、報告書やマニュアル作成などの業務を担当する係です。 

 

これら係を３名のディレクターが束ねます。館長は、業務がスムーズに行われるように

全体を統括し、起こりそうな問題を未然に察知して防ぎます。また、提案者代表自身がクリ

エイティブディレクターとなって新図書館に毎月定期的に通い、集中的に滞在し、サービス

の根本的改善や新企画、都城市にとって最良の施設となるような新たな可能性を常に考えて

まいります。 
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(3) 指定管理者提案業務に関すること 
提案１ 展示手法を多用した情報豊かな書架 

書架には関連掲示・チラシ、オリジナルガイド・

冊子、写真・カード、模型、デジタルコンテンツへ

のリンクなど、さまざまな資料と情報提供の展示方

法を試行していきます。 

提案２ 施設サイトとエコミュの融合サイト 

代表団体は多くの公共施設サイトを設計、構築

運用。日比谷図書文化館 HPはイベント、書架や文

化財情報の統合サイトで月 50万ページの閲覧があ

ります。また、ミュージアムをつくるプラットフォ

ーム「エコミュ」は石巻市や出版社等でも導入。こ

れらを融合したサイトを提供します。 

提案３ プロジェクトへの参画ができるティーンズスタジオ 

杉並や調布、千葉など先進施設や地元中高生にヒヤリングし、武蔵野プレイスの青少年の居

場所を考えました。特にこの分野の第一人者だった千葉大学教育学部准教授（当時）新谷周平

氏にご指導いただき、ロジャー・ハート氏（ニューヨーク市立大学教授。発達心理学、環境心

理学。この分野の世界的な第一人者）の「子どもの参画」の考え方に触れ、衝撃を受けました。

大人がおこなうような本格的な活動（プロジェクト）への参画が、子どもを成長させる鍵でし

た。国連子どもの権利条約でも、子どもを保護の対象としてではなく、権利の主体者としてみ

ています。そのためには文化的なアイデンティティの表現をつくり上げることに集中する過程

が必要です。「自分の着る服を選んだりつくったりすること（中略）をやらせてもらえなかっ

た子どもは、コミュニティの環境の改善に自分が関わることができるとか、関わるべきである

という気持ちをもつことが少ないようである。」（「子どもの参画」より）と知りました。 

新図書館では、ティーンズの奥の部屋を、前述の伊藤ガビン氏、女子美術大学短期大学部造

形学科、ものづくりスペース FERMENTを運営する NPOなどの協力の下、架空の「ファッシ

ョンブランドデザインスタジオ」と

いう設定で、Tシャツやワンピー

ス、帽子などの簡易な服飾の刺繍や

プリントのデザインを考え、実際に

施し、プロモーション映像・ポスタ

ー・冊子制作、ファッションショー、

カフェでの販売（資金調達）を行う

プロジェクトへの参画機会を段階的

に提供していきま

す。        

湘南 T-SITE内にある FERMENT（左）
世田谷区生活工房「14歳のワンピース展」（右）

日比谷図書文化館HPとエコミュ
(スマホ版)
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(4) 管理経費の節減に関すること 
経費節減 

(a) 経費節減等の考え方について（具体的提案） 

経費の算定（計画）⇒執行⇒管理⇒改善・見直し といったＰＤＣＡサイクルに基づき、常に予算

の計画的執行が行われるよう、適切な予算の管理に努めます。 

 

 

 

 

 

 

 

経費節減のための一例 企業広告を入れた用具を提供していただくことで費用を削減することがで

きます。企業にとっては市民利用者に貢献活動を行っていることや企業の広報活動として活用いた

だくことができます。しかし広告入り用具は施設の雰囲気を壊す場合もあるため、貴市と十分に協議

して検討いたします。 

 

(b) 委託先と業務委託内容（外部委託等を想定する場合） 

施設維持管理業務に伴う清掃や点検業務を専門業者へ外部委託を行いますが、委託先とは別

に施設マネジメントの専門家を入れます。建築物に関する各種関係法例の遵守、清掃や巡回な

どの中で自分たちでできる部分を見つける、エレベーターの点検形態を変えるなど節減に関してもさ

まざまな助言をいただきます。日頃から全従事者に「整理・整頓・清掃・清潔」 の４Ｓの実行を徹底

し、無用な外部委託費を減らし、サービス向上に努めます。 

 

施設マネジメントの専門家による助言ポイント 

事前現地

調査 

事前調査 施設建物・設備機器の特徴や、現状の不具合の確認 

聞き取り 関係者へインタビューし管理上の注意点等の確認 

リスク、対

策 の 検

討・実施 

リスク抽出 現地調査の情報と管理経験上から想定される安全リスクを抽出 

対策の検討 抽出したリスクに対して、現実的な発生予防対策を策定 

対策の実施 予防策実施とともに日常勤務する従事者へのリスク共有 

管理デー

タ分析 

データ分析 点検のデータを分析 

予防保全 分析データを考察し安全を最優先した緊急措置・修繕策を実施 

自主検査

(満足度調査) 

定期検査 計画の実施状況確認、聞き取りにより、適宜計画の修正 

臨時検査 利用者からの情報含め故障の疑い箇所を臨時検査 
 

■ 消耗品・備品について ■ 水道光熱費について 

・ 無駄のない使用を徹底 

・ 在庫管理の徹底で不足や無駄を解消 

・ 一括発注等により仕入価格を削減 

・ 照明消灯等の節電策を実施 

・ 冷暖房設備の適正管理 

・ 待機電力オフなどこまめな削減 

■ 施設の管理について ■ 事業実施等の運営について 

・ ゴミの抑制と減量 

・ 保守点検を徹底して設備の延命化・劣化

・ 相見積により妥当な経費の執行 

・ 紙など消耗品の過剰使用を廃止 

・ 図書館従事者の技能活かし事業費軽減 
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(5) 物的能力に関すること 
物的能力 

(a) 管理運営業務を行う団体の財務安定性について、アピールすべき点 

指定管理者は、第三者から見れば行政と一体の関係と見なされます。従って、その責任は重く、

最も重要なことは、企業として継続性のある安定した経営基盤と考えます。担当する代表団体と構成

団体は、過度な営利目的の経営をすることなく、顧客満足のために着実な事業を展開しています。 

代表団体について これまで従業員を持たずに社外の多数の専門家と信頼関係をつくり、協働し

てきました。受注内容に従い最適な人材を選定するため、業務の幅も広く、高評で完遂できます。こ

のため、オフィス費や営業費もほとんど必要なく一定の事業を受注し、堅実な経営を行ってきました。

本事業もベストパートナーで提案いたしております。経営基盤面でも、クーパース・アンド・ライブラン

ド（現 PricewatersCoopers）、中央青山監査法人（旧みすず監査法人）、早稲田大学大学院会計研

究科教員を歴任してきた公認会計士の先生に協力メンバに加わっていただきます。会計士より、経

営基盤の強化が必要と判断された場合には大幅増資等を行う用意があります。 

構成団体について 創業 43 年の歴史があり、上場企業や公共機関など安定したクライアントと堅

実な事業を行っています。図書館事業は図書館の管理運営を専門的に行っています。平成 15 年度

に公立図書館業務に参入し、14 年目を迎えました。業務開始以来、受託館数は年々着実に増加し

ています。ＩＴコミュニケーション事業はウェブサイト制作、管理および運営に加え、ノウハウを活かし

た新しい事業として通信販売事業の管理・運営も展開しています。創業以来継続して黒字経営を続

け安定的に収益を上げ無理のない経営を実施しています。財政的能力は、外部による経営評価、

一般経営指標からみて、貴市の指定管理を実施するに十分な能力を有していると自負しています。

運営開始当初の資金調達や予定外の経費増対応にも柔軟に対応しうる経営基盤を備えています。 

(b) 類似施設や関連業務の管理運営実績とその成果 

代表団体について 武蔵野プレイス、日比谷図書文化館、瀬戸内市民図書館もみわ広場の開館

を支援。また、代表者は前職でプロジェクトリーダとして、せんだいメディアテーク、川口市中央図書

館・メディアセブンを支援。いずれの館も多くの市民から愛され、業界でも成功事例、話題の施設とし

て取り上げて頂いています（東京・中央区新中央図書館、札幌市民交流プラザが現在準備中）。 

構成団体について 千代田区立千代田図書館、中野区立中央図書館をはじめ、東京、千葉、埼

玉、静岡、愛知、宮城などの各県にて、現在 68 館の公立図書館の運営を行っています。統括業務、

図書館資料管理、図書館システム管理、全国初の電子図書館サービスの導入等の実績がありま

す。これまでの運営ノウハウを活かして、安定した運営とともに魅力的な事業を展開しています。 

 

50 万冊蔵書する拠点施設 
（中野区⽴中央図書館） 
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(5) 物的能力に関すること 

(c) 事業の収支、指定管理料の使途の考え方などについて 

限りある予算の中で、適切な経費の縮減をはかるには、経費の無駄がないか、現状よりもより良い

策はないか見直しを絶えず行い、効果的な予算執行に努めます。適正な予算管理を行ううえで、次

の取り組みを実施し、経費の縮減をはかります。 

収支予算の計画・管理・執行における基本方針、体制 

■省力・省資源対策、施設の維持管理を行い、経費低減を目指します 

■口座管理の徹底や内部監査の実施等、厳密な管理執行体制を整えます 

■効率的かつ効果的な運営を実現すべく、適材適所と合理性を追求します 

■公認会計士による内部監査を行います 

 

(d) 現場責任者、有資格者、スタッフの配置、指揮系統や責任権限の考え方について 

責任者の配置、指揮系統について 

責任者は、明確な指揮系統に基づき受託業務全般を統括します。人員配置計画や勤務ローテー

ションの作成、従事者に対する業務の指揮・監督、指導や教育等、人材育成を統括する役割を担い

ます。図書館業務経験または司書資格を有する者で、図書館の風紀、規律を守り、来館者への親切

丁寧な対応を全従事者に指導、教育できる人材を配置します。 

また、責任者の不在時に、その役割を代行し業務を統括する副責任者を配置し、責任者クラスの

体制を強化します。副責任者は、明確な分担のもとで各業務にあたるとともに、担当者の連絡調整

や責任者業務の代理をつとめます。 

人員配置計画 

業務量と作業スケジュールに応じた適正な人員を配置するために、開館時間数、利用者数、貸出

冊数等の利用状況から、繁忙の曜日・時間帯を分析して効果的・効率的な人員配置を実施します。 

多くの市民に快適に利用いただくために、施設内外の設備・環境把握、業務オペレーションの確

立、利用者対応等の準備を徹底します。 

勤務ローテーション 

受託業務を効率的かつ効果的に実施するために、一日の業務を分担します。分担表には「いつ・

誰が・何を」行うのか明確にして、全従事者が一目で作業の流れを理解できるようにすることで、作業

効率を高めます。 
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(6) 人的能力に関すること 
人的能力 

(a) 職員研修や業務指導に関する方針や計画について（具体的提案） 

年間研修計画を作成し、経験・勤務年数や役職に応じた研修を導入するとともに、図書館領域の

知識・スキルおよび専門的・個別サービス的領域に属する知識・スキルの研修を行います。そのた

め、各従事者が自己の能力向上に最も適した研修に参加することが可能な体制を整えています。 

また、全国の志高い図書館員らによる学びのコミュニティ「公共図書館員のタマシイ塾」をはじめ、

代表団体の人的ネットワークを活用し、自館がホスト館となって研修会を行うことを検討いたします。

これにより、全国の図書館員が集まり、さまざまな試みやスキルをスタッフが共有することができます。 

そのほか、構成団体が発行する「図書館実践事例集」や「トラブル事例集」により、全国の 68 図書

館の様々な事例を共有することで、業務の改善、危機管理等に活かします。 

 

 

 

 

 

 

 

(b) 労務管理、犯罪防止、秘密保持、個人情報保護等セキュリティ対策について（具体的提案） 

労働関係法令の順守 運営は、人的資源に拠るところが多く、従事者が安心して勤務ができるよ

うに、労務管理には万全な対策を講じています。さらに、雇用関係規則等が持続して法令に準拠し

ていくために、構成団体の顧問弁護士への規則確認を定期的に行うとともに、社内における規則整

備体制にも万全を期して、従事者にとって快適な職場環境の取り組みを継続します。 

秘密保持対策・個人情報保護等のセキュリティ対策 個人情報や秘密保持の考え方につい

て初期に研修徹底するとともに、日常の業務において個人情報確認シートなどで情報管理状況を点

検し漏えいを防ぎます。また、万が一漏洩事故が発生した際のことも想定し、個人

情報漏洩賠償責任保険に加入、緊急時体制や連絡要領などを貴市と相談のう

え、マニュアル化します。最近はマイナンバー制度に関する研究も必要となってき

ました。これらの教育を毎年行い、意識の徹底、体制の構築を行います。 

(c) 地域で雇用されたスタッフが、ノウハウ等の移転により将来的に自律して運営を行っていくた

めの仕組みについて（具体的提案） 

(d) 地域団体との連携について、活動の把握を踏まえた具体的な方策 

早期に、地元企業もしくは地域自治組織を中心とした体制で運営し、地元では用意できない

研修やシステムなどのみ支援する「コーペラティブ・チェーン」※による運営管理の可能性を探

ります。６年目からの移行を目指します。（※欧米で始まった流通のビジネスモデルのひとつで、事

業者の独立性を保ちつつ、本部から必要な支援を受けられる仕組み。） 

トラブル事例集 受託図書館による実践事例集 

・中央図書館、拠点館 
・住宅街の地域の図書館 
・複合施設内の図書館 
・駅前にある立寄型図書館 等 

運営実績 
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自 平成２６年 ８月 １日 
至 平成２７年 ７月３１日 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

株式会社 マナビノタネ 
 

北佐久郡御代田町大字御代田３９０３番地１９ 
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株式会社 マナビノタネ 

 

 

貸 借 対 照 表 

 

平成２７年 ７月３１日現在 

 

資  産  の  部 負  債  の  部 

科    目 金   額 科    目 金   額 

   円    円 

Ⅰ 流 動 資 産  （ 23,855,408 ） Ⅰ 流 動 負 債  （  11,464,554 ）

 預 金   20,231,508  短 期 借 入 金 10,011,990  

 売 掛 金   3,456,000  預 り 金 5,140  

 未 収 還 付 消 費 税 等   167,900  未 払 金  1,264,924  

Ⅱ 固 定 資 産 （ 3,806,788 ）   未 払 法 人 税 等     182,500  

 車 両 運 搬 具   1,494,377  
 負 債 合 計   11,464,554  

 工 具 器 具 備 品   1  

 出 資 金   100,000  
純 資 産 の 部  

 差 入 保 証 金   2,212,410  

    

Ⅰ 株 主 資 本 （  16,197,642 ）

1. 資   本   金  （ 18,400,000 ）

2. 利 益 剰 余 金  （ △ 2,202,358 ）

(1) その他利益剰余金 （ △ 2,202,358 ）

繰 越 利 益 剰 余 金 △ 2,202,358  

   

純 資 産 合 計   16,197,642  

資 産 合 計   27,662,196  負債及純資産合計   27,662,196  
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株式会社 マナビノタネ 

 

 

損 益 計 算 書 

 

自 平成２６年 ８月 １日 

至 平成２７年 ７月３１日 

 

科           目 金          額 

              円 

 Ⅰ 営 業 収 益 

 売 上 高  13,273,337  13,273,337

 Ⅱ 営 業 費 用 

 (1) 売 上 原 価 

 外 注 費  2,115,457  

 仕 入 高  64,448  2,179,905

 売 上 総 利 益 11,093,432

 (2) 販売費及一般管理費 12,507,873 12,507,873

 営 業 損 失   1,414,441

           

               

 Ⅲ 営 業 外 収 益   

 受 取 利 息  3,455  

 雑 収 入 260,090 263,545

 Ⅳ 営 業 外 費 用 0 0

                 

           

 税 引 前 当 期 純 損 失 1,150,896

 法 人 税 ・ 住 民 税 及 び 事 業 税   182,500

 当 期 純 損 失   1,333,396
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株式会社 マナビノタネ 

 

 

株 主 資 本 等 変 動 計 算 書 

 

自 平成２６年 ８月 １日 

至 平成２７年 ７月３１日 

（単位：円）     

    資本金 利益準備金 その他利益剰余金 純資産合計 

前 期 末 残 高 18,400,000   △ 868,962  17,531,038

当 期 変 動 額           

  新株の発行          

  剰余金の配当          

  当期純利益     △ 1,333,396 △ 1,333,396

  自己株式の取得          

当期変動額の合計     △ 1,333,396 △ 1,333,396

当 期 末 残 高 18,400,000 0 △ 2,202,358  16,197,642
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貸 借 対 照 表 
株式会社 ヴィアックス                  平成２８年 ３月３１日現在 

資  産  の  部 負  債  の  部 

科    目 金   額 科    目 金   額 

       円       円

【 流 動 資 産 】  1,830,614,840 【 流 動 負 債 】 1,012,369,011

  現 金  11,677,356  買 掛 金   536,712,934

  当 座 預 金  605,458,540   １年内返済長期借入金   220,156,000

  普 通 預 金  354,523,590   未 払 金   78,038,245

  定 期 預 金  148,175,732  未 払 費 用   33,105,407

  受 取 手 形  6,538,304  前 受 金   32,400

  売 掛 金  508,634,220   預 り 金   77,855,625

  仕 掛 金  430,302   賞 与 引 当 金   26,255,000

  貯 蔵 金  3,785,536  未 払 法 人 税 等   40,213,400

  短 期 貸 付 金  83,980,173 【 固 定 負 債 】 690,157,780

  前 払 費 用  43,566,887   長 期 借 入 金   349,454,000

  立 替 金  54,992,125   預 り 保 証 金   474,000

  未 収 入 金  1,442,316  退 職 給 付 引 当 金   65,229,780

  仮 払 金  334,046  社 債   275,000,000

  繰 延 税 金 資 産  11,075,496  負 債 の 部 計  1,702,526,791

  貸 倒 引 当 金  △ 3,999,783   

【 固 定 資 産 】  886,236,413  

（ 有 形 固 定 資 産 ）  648,860,802  

  建 物  68,809,203  

  建 物 付 属 設 備  49,548,301  

  機 械 装 置  5,548,503  

  車 両 運 搬 具  7,533,942  

  工 具 器 具 備 品  2,529,948   

  土 地  514,890,905  

（ 無 形 固 定 資 産 ）  28,582,691 純 資 産 の 部  

  電 話 加 入 権  1,479,000 【 株 主 資 本 】 1,014,324,462

  ソ フ ト ウ ェ ア  27,103,691 [ 資 本 金 ] 175,000,000

（ 投 資その 他の資 金 ）  208,792,920 [ 資 本 剰 余 金 ] 132,000,000

  出 資 金    7,600,000 資 本 準 備 金   132,000,000

  投 資 有 価 証 券    141,041,170 [ 利 益 剰 余 金 ] 707,324,462

  差 入 保 証 金    33,157,200   利 益 準 備 金   18,250,000

  保 証 金    2,418,500 （ そ の 他 利 益 剰 余 金 ） 689,074,462

  長 期 前 払 費 用    537,279  別 途 積 立 金   2,000,000

  貸 倒 引 当 金    △ 168,000  繰 越 利 益 剰 余 金   687,074,462

  長期繰延税金資産    24,206,771   （ う ち 当 期 純 利 益 ）   63,951,700

【 繰 延 資 産 】  純資産の部計  1,014,324,462

資 産 の 部 計  2,716,851,253 負債・純資産の部計  2,716,851,253
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損 益 計 算 書 
株式会社 ヴィアックス                  

自 平成２７年 ４月 １日   

至 平成２８年 ３月３１日   

科           目 金          額 

                   円

  【 売 上 高 】      5,604,097,058  

  【 売 上 原 価 】       

  期 首 棚 卸 高  6,807,015   

  当 期 製 品 製 造 原 価  4,594,286,165   

  合 計    4,601,093,180    

  期 末 棚 卸 高  4,215,838   4,596,877,342

  売 上 総 利 益    1,007,219,716

   【販売費及び一般管理費】      840,988,345  

  営 業 利 益      166,231,371  

  【 営 業 外 収 益 】    

  受 取 利 息  1,819,668   

  受 取 配 当 金    4,199,321    

  賃 貸 収 入  5,806,822   

  雑 収 入  4,591,777   16,417,588

  【 営 業 外 費 用 】       

  支 払 利 息 割 引 料    10,760,405   10,760,405  

  経 常 利 益    171,888,554

  【 特 別 損 失 】    

  債 権 譲 渡 損    12,598,754    

  貸 倒 損 失  1,337,418   13,936,172

  税 引 前 当 期 純 利 益    157,952,382

  法 人 税 等      96,030,218  

  法 人 税 等 調 整 額      △ 2,029,536  

        当 期 純 利 益      63,951,700
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株 主 資 本 等 変 動 計 算 書 
株式会社 ヴィアックス 

自 平成２７年 4月 １日   
至 平成２８年 3月３１日   

（単位：円）   

  

株     主     資     本       

  資本剰余金 利益剰余金           

資本金 
資本 

準備金 

他資

本剰

余金

利益 

準備金 

他利益 

剰余金 

自
己
株
式 

株主資本 

合   計 

評価・

換算 

差額等

合計 

新株 

予約 

権 

純資産 

合  計 

当期首 

残  高 
175,000,000 132,000,000   18,250,000 640,122,762   965,372,762     965,372,762

当  期 

変動額 
                    

剰余金 

の配当 
        -15,000,000   -15,000,000     -15,000,000

 当期 

純利益 
        63,951,700   63,951,700     63,951,700

当期変動 

額合計 
        48,951,700   48,951,700     48,951,700

当期末 

残高 
175,000,000 132,000,000   18,250,000 689,074,462   1,014,324,462     

1,014,324,4

62

 

 

 

 

  

利益剰余金の内訳 

資本剰余金 利益剰余金 

利益剰余金 別途積立金
繰越利益 

剰 余 金 

利益剰余金 

合    計 

当期首残高  18,250,000 2,000,000 638,122,762 658,372,762 

当期変動額          

 剰余金の配当     -15,000,000 -15,000,000 

 当期純利益     63,951,700 63,951,700 

当期変動額合計     48,951,700 48,951,700 

当期末残高  18,250,000 2,000,000 687,074,462 707,324,462 
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MAL コンソーシアム 

 
主 要 業 務 実 績 

 

 

図書館の管理運営業務実績（委託、指定管理者等） 

年 度 発 注 者 名 
業 務 名 

（施設名称等） 
業  務  内  容 受注額（円） 

平成 25

年度 

株式会社松田

平田設計 

中央区労働スクエ

ア跡地 新施設 

施設管理運営システムを

含む情報システム設計 
5,000,000 

平成 26

年度 
LINE 株式会社 LINE 福岡社屋 IT Library 構築業務 10,800,000 

平成 27

年度 

株式会社オオ

バ 

石巻市復興まちづ

くり情報交流館 

展示計画制作等支援業務 

(資料展示架・書架含む） 
19,614,000 

平成 23

 28 年

度 

小学館集英社

プロダクショ

ン 

日比谷図書文化館

文化財関連ホーム

ページの制作業務 

日比谷図書文化館、及び

千代田区文化財に関する

データベースシステム、

それに連動するホームペ

ージの制作、運用 

6,000,000 

平成 19 

～28 年

度 

千代田区 

千代田図書館 

四番町図書館 

神田まちかど図書

館 

昌平まちかど図書

館 

指定管理者 
462,750,000 

(平成 28 年度金額) 

平成 17 

～28 年

度 

北区 

赤羽西図書館 

(平成 17～28 年度) 

神谷図書館 

(平成 18～28 年度) 

赤羽図書館 

(平成 19～28 年度) 

赤羽北図書館、 

浮間図書館 

(平成 22～28 年度) 

カウンター窓口等 

一部業務委託 

175,329,900 

(平成 28 年度金額) 

平成 19 

～32 年
大田区 下丸子図書館 指定管理者 

81,786,828 

(平成 28 年度金額) 
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度 

平成 20

～28 年 

度 

目黒区 

八雲中央図書館 

守屋図書館 

洗足図書館 

カウンター窓口等 

一部業務委託 

176,246,280 

(平成 28 年度金額) 

平成 21

～29 年

度 

板橋区 

志村図書館 

清水図書館 

西台図書館 

蓮根図書館 

指定管理者 
287,469,751 

(平成 28 年度金額) 

平成 19

～28 年

度 

練馬区 関町図書館 
カウンター窓口等 

一部業務委託 

46,980,000 

(平成 28 年度金額) 

平成 20

～28 年

度 

練馬区 

石神井図書館 

(平成 20～28 年度) 

石神井公園受取窓

口 

(平成 26～28 年度) 

カウンター窓口等 

一部業務委託 

176,246,280 

(平成 28 年度金額) 

平成 24

～28 年

度 

練馬区 春日町図書館 指定管理者 
91,522,000 

(平成 28 年度金額) 

平成 25

～29 年

度 

練馬区 稲荷山図書館 指定管理者 
118,761,000 

(平成 28 年度金額) 

平成 21

～28 年

度 

市川市 
市川駅 

南口図書館 
指定管理者 

66,680,280 

(平成 28 年度金額) 

平成 22

～30 年

度 

杉並区 
永福図書館 

方南図書館 
指定管理者 

141,294,000 

(平成 28 年度金額) 

平成 22

～30 年

度 

新宿区 四谷図書館 指定管理者 
97,452,360 

(平成 28 年度金額) 

平成 22

～30 年

度 

新宿区 大久保図書館 指定管理者 
69,613,437 

(平成 28 年度金額) 

平成 23

～30 年
新宿区 西落合図書館 指定管理者 

59,797,630 

(平成 28 年度金額) 
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度 

平成 22

～31 年

度 

文京区 

水道端図書館 

本郷図書館 

千石図書館 

根津図書室 

指定管理者 
410,828,000 

(平成 28 年度金額) 

平成 24

～31 年

度 

名古屋市 

東図書館 

瑞穂図書館 

(平成 24～31 年度) 

千種図書館 

(平成 27～31 年度) 

カウンター窓口等 

一部業務委託 

56,700,000 

(平成 28 年度金額) 

平成 24

～28 年

度 

所沢市 

所沢分館 

吾妻分館 

柳瀬分館 

新所沢分館 

椿峰分館 

狭山ヶ丘分館 

富岡分館 

指定管理者 
107,465,616 

(平成 28 年度金額) 

平成 17

～28 年

度 

渋谷区 

渋谷図書館 

(平成 17～28 年度) 

臨川みんなの図書

館 

(平成 25～28 年度) 

カウンター窓口等 

一部業務委託 

70,632,000 

(平成 28 年度金額) 

平成 25

～28 年

度 

江東区 

豊洲図書館 

東雲図書館 

古石場図書館 

枝川図書サービス

コーナー 

カウンター窓口等 

一部業務委託 

425,171,244 

(平成 28 年度金額) 

平成 25

～29 年

度 

江戸川区 小岩図書館 指定管理者 
165,833,000 

(平成 28 年度金額) 

平成 25

～29 年

度 

江戸川区 松江図書館 指定管理者 
78,785,000 

(平成 28 年度金額) 
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平成 25

～29 年

度 

江戸川区 小松川図書館 指定管理者 
95,833,000 

(平成 28 年度金額) 

平成 25

～29 年

度 

江戸川区 東部図書館 指定管理者 
134,461,000 

(平成 28 年度金額) 

平成 25

～33 年

度 

中野区 

中央図書館 

本町図書館 

野方図書館 

南台図書館 

鷺宮図書館 

東中野図書館 

上高田図書館 

江古田図書館 

指定管理者 
639,843,480 

(平成 28 年度金額) 

平成 26

～31 年

度 

浜松市 はまゆう図書館 指定管理者 
50,655,688 

(平成 28 年度金額) 

平成 27

～29 年

度 

仙台市 若林図書館 指定管理者 
91,163,000 

(平成 28 年度金額) 

平成 27

～29 年

度 

立川市 

上砂図書館 

柴崎図書館 

多摩川図書館 

指定管理者 
91,218,520 

(平成 28 年度金額) 

平成 28

～32 年

度 

入間市 

西武分館 

金子分館 

藤沢分館 

指定管理者 
151,602,000 

(平成 28 年度金額) 
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